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総 務 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２４年１１月１３日（火）午前１０時　１分　開会

　　　　　　　　　　　　　　午後　４時５７分　散会

１．場所

３０１会議室

１．出席委員
委 員 長　三好義治  副委員長　上村高義  委　　員　藤浦雅彦
委　　員　南野直司  委　　員　三宅秀明  委　　員　野口　博

１．欠席委員
なし

　　　　
１．説明のため出席した者

　　市　長　森山一正 　　　副市長　小野吉孝

市長公室長兼会計管理者　乾　富治　　同室次長　山本和憲
秘書課長　池上　彰　　政策推進課長　山口　猛　　人事課長　大橋徹之
人権女性政策課長　牛渡長子　　同課参事　中村実彦
総務部長　有山　泉 同部次長兼財政課長　北野人士
同部参事兼納税課長　東角泰典　　総務課長兼選挙管理委員会事務局長　松方和彦
防災管財課長　西川　聡　　情報政策課長　槙納　縁 市民税課長　和田元伸
固定資産税課長　中西利之　　工事検査室長　宮木茂実　　会計室長　日垣智之
監査委員・公平・固定資産評価審査委員会事務局長　山田雅也
消防長　北居　一 消防本部次長兼消防署長　　熊野　誠
同本部参事兼警備課長　樋上繁昭　　総務課長　納家浩二 　予防課長　橋本雅昭
警防第１課長　堤　仁志　　同課参事　木下正雄　　警防第２課長　明原　修
同課参事　松田俊也

１．出席した議会事務局職員
事務局長　寺本敏彦 同局総括参与　野杁雄三

１．審査案件（審査順）
認定第1号　平成２３年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分
認定第4号　平成２３年度摂津市財産区財産特別会計歳入歳出決算認定の件

－1－



（午前１０時１分　開会）

○三好義治委員長　ただいまから総務常

任委員会を開会します。

　理事者から挨拶を受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　スポーツ文化の秋たけなわでございま

すが、いろいろ行事が多い中、きょうは

委員会をお持ちいただきまして大変あり

がとうございます。

　本日は平成２３年度の一般会計歳入歳

出決算所管分ほかについてご審査を賜り

ますけれども、ご案内のとおり、間もな

く来年度の予算編成も始まります。この

審査は来年度のまちづくりにつながる大

切な委員会でもあろうかと思いますが、

どうぞ慎重審査の上、ご認定いただきま

すようよろしくお願いいたします。

　一たん退席をさせていただきます。

○三好義治委員長　挨拶が終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は藤浦委員

を指名します。

　審査の順序につきましては、まず最初

に認定第１号所管分の審査を行い、次に

認定第４号の審査を行うことに異議あり

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○三好義治委員長　異議なしと認め、そ

のように決定します。

　暫時休憩します。

（午前１０時２分　休憩）

（午前１０時３分　再開）

○三好義治委員長　再開します。

　認定第１号所管分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　有山総務部長。

○有山総務部長　平成２３年度摂津市一

般会計歳入歳出決算のうち、総務部等に

係る部分につきまして、目を追って主な

ものについて補足説明をさせていただき

ます。

　まず歳入ですが、２６ページ、款１、

市税、項１、市民税、目１、個人は、前

年度に比べ２．４％、９，５９０万８，

５８６円の減額となっています。これは

個人所得の減少による個人所得割が減収

となったことなどによるものです。

　目２、法人は、前年度に比べ１７．２

％、２億８，８７６万１，６５３円の増

額となっています。

　項２、固定資産税、目１、固定資産税

は、前年度に比べ０．３％、２，９４９

万４，９６４円の増額となっています。

　項３、軽自動車税、目１、軽自動車税

は、前年度に比べ２％、１６３万７，６

５０円の増額となっています。

　項４、市たばこ税、目１、市たばこ税

は、前年度に比べ２４．９％、６億２，

８３８万１，５８２円の減額となってい

ます。

　項５、都市計画税、目１、都市計画税

は、前年度に比べ０．７％、１，１４７

万６，０９２円の増額となっています。

　款２、地方譲与税、項１、地方揮発油

譲与税、目１、地方揮発油譲与税は、前

年度に比べ７．３％、３６７万６，００

０円の減額となっています。

　項２、自動車重量譲与税、目１、自動

車重量譲与税は、前年度に比べ０．３％、

４２万２，０００円の増額となっていま

す。

　２８ページ、項３、地方道路譲与税、

目１、地方道路譲与税は、前年度に比べ

７１．１％、８，６００円の増額となっ

ています。

　款３、利子割交付金、項１、利子割交

付金、目１、利子割交付金は、前年度に

比べ１８％、１，０８４万６，０００円

の減額となっています。

　款４、配当割交付金、項１、配当割交
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付金、目１、配当割交付金は、前年度に

比べ１２％、３４４万５，０００円の増

額となっています。

　款５、株式等譲渡所得割交付金、項１、

株式等譲渡所得割交付金、目１、株式等

譲渡所得割交付金は、前年度に比べ２６．

３％、２５４万１，０００円の減額となっ

ています。

　款６、地方消費税交付金、項１、地方

消費税交付金、目１、地方消費税交付金

は、前年度に比べ０．６％、５３９万５，

０００円の減額となっています。

　款７、ゴルフ場利用税交付金、項１、

ゴルフ場利用税交付金、目１、ゴルフ場

利用税交付金は、前年度に比べ８．３％、

１７万１，６９９円の減額となっていま

す。

　款８、自動車取得税交付金、項１、自

動車取得税交付金、目１、自動車取得税

交付金は、前年度に比べ１４．８％、１，

１３１万７，０００円の減額となってい

ます。

　目２、旧法による自動車取得税交付金

は、前年度に比べ全額２，０００円の減

額となっています。

　款９、地方特例交付金、項１、地方特

例交付金、目１、地方特例交付金は、前

年度に比べ１９．９％、３，１８５万１，

０００円の増額となっています。

　３０ページ、款１０、地方交付税、項

１、地方交付税、目１、地方交付税は、

前年度に比べ４．３％、１，０３３万８，

０００円の増額となっています。

　款１１、交通安全対策特別交付金、項

１、交通安全対策特別交付金、目１、交

通安全対策特別交付金は、前年度に比べ

５．４％、９０万６，０００円の減額と

なっています。

　款１３、使用料及び手数料、項１、使

用料、目１、総務使用料は、庁舎施設等

使用料です。

　目５、土木使用料は、市営住宅使用料

及び市営住宅用地使用料です。

　３４ページ、項２、手数料、目１、総

務手数料は、税務諸証明手数料及び税務

督促手数料です。

　３６ページ、目４、土木手数料は、自

動車保管場所使用承諾証明手数料です。

　３８ページ、款１４、国庫支出金、項

２、国庫補助金、目３、土木費国庫補助

金は、社会資本整備総合交付金です。

　４０ページ、目５、総務費国庫補助金

は、きめ細かな交付金、住民生活に光を

そそぐ交付金です。

　目６、消防費国庫補助金は、消防団安

全対策設備整備費補助金です。

　項３、委託金、目１、総務費委託金は、

基幹統計調査委託金及び在外選挙人名簿

登録事務委託金です。

　４２ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目１、総務費府補助金は、総

合相談事業交付金、緊急雇用創出基金事

業補助金及びふるさと雇用再生特別基金

事業補助金です。

　５０ページ、項３、委託金、目１、総

務費委託金は、府税徴収事務委託金です。

　目４、選挙費委託金は、府議会議員選

挙費委託金及び府知事選挙費委託金です。

　款１６、財産収入、項１、財産運用収

入、目１、財産貸付収入は、土地貸付収

入です。

　目２、利子及び配当金は、各種基金利

子収入です。

　５２ページ、項２、財産売払収入、目

１、不動産売払収入は、土地売払収入で

す。

　款１７、寄附金、項１、寄附金、目１、

寄附金は、競艇寄附金及び一般寄附金で

す。

　款１８、繰入金、項１、特別会計繰入
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金、目１、財産区財産特別会計繰入金は、

市場池の貸付収入の一部を一般会計へ繰

り入れています。

　項２、基金繰入金、目１、財政調整基

金繰入金は、９億７，３１４万円の繰り

入れを行っています。

　５４ページ、目６、市営住宅整備基金

繰入金は、１億５，７０６万７，０００

円を繰り入れています。

　款１９、諸収入、項１、延滞金、加算

金及び過料、目１、延滞金は、市税延滞

金となっています。

　項３、貸付金元利収入、目３、家屋被

害復旧資金貸付金元金収入は、家屋被害

復旧資金貸付金の償還金です。

　項４、雑入、目１、滞納処分費は、イ

ンターネット公売による収入のうち滞納

処分に要した経費の実費負担相当分を、

滞納処分費として収入したものです。

　目２、雑入の主なものは、大阪府市町

村振興協会交付金のほか、水道事業会計

からの収入などです。

　次に、６２ページ、款２０、市債、項

１、市債、目１、民生債は、地域福祉活

動支援センター事業債及び民間保育所施

設整備補助事業債。

　目２、衛生債は、火葬炉設備改修事業

債。

　目３、土木債は、吹田操車場跡地まち

づくり事業債、市営住宅建替事業債、市

道鳥飼西３８号線補修事業債及び正雀南

千里丘線道路改良事業債。

　目４、教育債は、幼稚園改修事業債、

学童保育室施設整備事業債、小学校耐震

補強等事業債、小学校給食調理場改修事

業債及び小学校学習環境改善事業債。

　目５、臨時財政対策債は、普通交付税

で基準財政需要額に算入されたものにつ

いて起債したものとなっています。

　款２１、繰越金、項１、繰越金、目１、

繰越金は、４億２，５７２万３，４８５

円であり、その内訳は、繰越事業充当財

源が１億９，５８５万６，６０５円、平

成２２年度決算剰余金が２億２，９８６

万６，８８０円となっています。

　続いて歳出ですが、７０ページからの

款２、総務費、項１、総務管理費、目１、

一般管理費の主なものは、７２ページ、

節１１、需用費のうち消耗品費、防災管

財課分は市全体の一般事務用品の購入経

費などであり、また総務課分は印刷用紙

などです。

　節１２、役務費のうち通信運搬費、情

報政策課分は、インターネットに係る通

信経費などです。

　７４ページ、節１３、委託料は、市例

規集委託料などを、節１４、使用料及び

賃借料は、パソコン機器等借上料などを

執行しています。

　節１８、備品購入費は、地域情報化事

業に係る庁用器具費です。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

土地開発公社補給金です。

　７６ページ、節２８、繰出金、財政課

分は、子ども手当に係る水道事業会計へ

の繰出金です。

　目２、文書広報費の主なものは、節１

２、役務費であり、市全体の郵送料など

です。

　７８ページ、目４、財産管理費は、庁

舎や市有財産などの維持管理経費を執行

しています。

　８０ページ、目５、車両管理費は、保

険制度上、市が直接支払うか、保険会社

が支払うかを選択する制度となっており、

市が直接支払いを行ったケースがないた

め、予算の執行はしていません。

　８２ページ、目８、公平委員会費、目

９、固定資産評価審査委員会費は、各委

員の報酬及び事務的経費です。
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　目１０、電子計算費は、住民情報シス

テムなどに係る経費を執行しています。

　８８ページ、目１７、財政調整基金費

から、目１８、公共施設整備基金費、目

１９、減債基金費及び目２０、土地開発

基金費の各基金費は、剰余金、利子等を

それぞれの基金に積み立てたものです。

　９０ページ、項２、徴税費は、目１、

税務総務費から、９２ページ、目２、賦

課徴収費で、税務事務に係る経費を執行

しています。

　次に、９６ページ、項４、選挙費は、

目１、選挙管理委員会費から、９８ペー

ジ、目３、府知事選挙費で、委員の報酬、

府議会議員選挙及び府知事選挙などに係

る経費を執行しています。

　１００ページ、目４、農業委員会選挙

費は、農業委員会選挙に係る経費を執行

しています。

　項５、統計調査費は、目１、統計調査

総務費から、目２、基幹統計調査費で、

統計に係る一般事務経費や各種統計調査

などの統計法に基づき実施した基幹統計

調査に係る経費を執行しています。

　１０２ページ、項６、監査委員費は、

目１、監査委員費で、委員の報酬及び事

務的経費を執行しています。

　次に、１６４ページ、款７、土木費、

項５、住宅費、目１、住宅管理費では、

市営住宅建替工事費用及び市営住宅管理

運営経費を執行しています。

　次に１７２ページ、款８、消防費、項

１、消防費、目４、災害対策費では、防

災対策に係る経費及び東日本大震災支援

に係る経費を執行しています。

　次に、２０６ページ、款９、教育費、

項６、図書館費、目１、図書館総務費は、

市史編さんに係る市史編さん委員報酬な

どです。

　次に、２１２ページ、款１０、公債費、

項１、公債費、目１、元金は、前年度に

比べ０．３％、８３０万８，４４４円の

増額となっています。

　目２、利子では、前年度に比べ７．４

％、４，３５１万４，５８０円の減額と

なっています。

　款１２、予備費、項１、予備費、目１、

予備費は、２，３１０万１，１４０円を

充当しています。その内容は、款２、総

務費、項１、総務管理費、目１、一般管

理費で、台風１２号による大雨被害に対

する災害義援金に６０万円。

　款７、土木費、項２、道路橋りょう費、

目１、道路橋りょう総務費で、弁護士費

用等の訴訟委託料に４５７万９，５２０

円、目２、道路維持費で、モノレール南

摂津駅トイレ修繕に７４万５，５００円。

　款８、消防費、項１、消防費、目４、

災害対策費で、東日本大震災職員派遣に

係る時間外勤務手当、普通旅費及び装備

品等に５５万円。

　款９、教育費、項１、教育総務費、目

２、事務局費で、義務教育施設等の外壁

調査に６３０万円。

　項２、小学校費、目１、学校管理費で、

義務教育施設等の外壁補修に８６４万６，

１２０円。

　項６、図書館費、目２、図書館管理費

で、１６８万円を充当しています。

　以上、総務部等の所管いたします決算

内容の補足説明とさせていただきます。

○三好義治委員長　乾市長公室長。

○乾市長公室長　それでは、平成２３年

度摂津市一般会計歳入歳出決算のうち、

市長公室及び会計室に係る部分につきま

して、目を追って主なものについて補足

説明をさせていただきます。

　まず歳入でございますが、一般会計歳

入歳出決算書４２ページ、款１５、府支

出金、項２、府補助金、目１、総務費府
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補助金、総合相談事業交付金のうち１８

０万２，０００円は、人権相談員等に係

る補助金でございます。権限移譲交付金

のうち３，７８５万円は、平成２３年度

に大阪府から移譲を受けた３４事務に係

る権限移譲推進特別交付金でございます。

　５０ページ、項３、委託金、目１、総

務費委託金、人権啓発活動委託金は、人

権啓発活動事業全般に係る事業委託金で

ございます。

　５２ページ、款１７、寄附金、項１、

寄附金、目１、寄附金では、人権女性政

策課で一般寄附金を収入いたしておりま

す。

　５４ページ、款１９、諸収入、項２、

市預金利子、目１、市預金利子は、歳計

現金に係る預金利子を収入したものでご

ざいます。

　項４、雑入、目２、雑入、雑収入は、

秘書課分として、広告掲載料は市広報紙

及びホームページに広告を掲載いたしま

した収入でございます。

　人事課分として退職手当水道事業会計

負担金は、退職手当を一般部局と水道事

業会計との勤続年数で按分し精算したも

ので、前年度に比べ４，５４５万７，９

８３円の減収となりましたのは、平成２

３年度に該当しておりました職員数の減

によるものでございます。

　派遣職員給与等負担金は、大阪府後期

高齢者医療広域連合との派遣職員の取り

扱いに関する協定書に基づき、同広域連

合より派遣職員の給与等を負担いただい

たものでございます。

　臨時非常勤職員等雇用保険個人掛金は、

事務処理上、市が一括して保険料を支払

うことに伴い、対象者から個別に徴収し

ました掛金を収入したものでございます。

なお、雑収入はほかに人権女性政策課に

係る収入がございます。

　次に、歳出でございますが、一般会計

全体に係ります人件費関係の決算につき

ましては、決算概要２４ページの給与費

決算額調書に記載いたしております。平

成２３年度に支出いたしました給与費の

総額は５６億７，０５０万８２６円で、

前年度に比べ１５％、１０億１６９万７，

３９９円の減少となっております。

　給与費の内訳といたしましては、報酬

で２億８，９５８万５，３３３円、給料

で２３億３，１４５万７，１９７円、職

員手当等で２１億３，８６４万４，７４

４円、共済費で９億１，０８１万３，５

５２円の執行となっております。そのう

ち報酬では、前年度に比べ５．３％、１，

６０７万３９３円の減少となっており、

これは平成２２年度に国勢調査が実施さ

れていたことが主な要因でございます。

　給料では、前年度に比べ６．１％、１

億５，２０１万８，７３１円の減少となっ

ており、これは退職不補充等による職員

数の減が主な要因でございます。

　職員手当等では、前年度に比べ２９．

７％、９億２８４万９，８０３円の減少

となっており、これは退職手当が５億７，

７７６万６，８５３円の執行で、前年度

に比べ５８．２％、８億５９４万９，８

２４円の減少となったことが主な要因で

ございます。

　なお、平成２３年度の退職手当支給者

は２７名で、前年度に比べ３０名の減少

となっております。

　共済費では、前年度に比べ８．２％、

６，９２４万１，５２８円の増加となっ

ており、これは負担金が上昇したことが

主な要因でございます。

　次に、人件費以外の主な内容を一般会

計歳入歳出決算書によりご説明申し上げ

ます。

　まず決算書７０ページ、款２、総務費、
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項１、総務管理費、目１、一般管理費、

報償費では、人事課分として職員研修の

講師費用を支出したものでございます。

　７２ページ、需用費及び役務費につき

ましては、市長公室全般等に係ります業

務執行上の必要経費を支出したものであ

り、いずれも必要性を十分精査し、執行

したところでございます。

　７４ページ、委託料につきましては、

秘書課分として秘書派遣料を、人事課分

として係長級昇任試験等の試験問題作成

委託料、職員の健康管理に係る職員健康

診断委託料、管理職養成等研修委託料な

どを執行したものでございます。

　同じく７４ページ、負担金、補助及び

交付金の主なものといたしましては、秘

書課に係ります各市長会等負担金、人事

課に係ります職員厚生会補助金と、職員

の教養研修負担金でございます。

　７６ページ、目２、文書広報費では、

秘書課分の主なものとしまして、広報せっ

つの発行及び配布等に係る経費のほか、

ホームページ保守管理経費などを執行し

たものでございます。

　同じく７６ページ、目３、会計管理費

は、会計室の出納事務に係る経費を執行

したものでございます。

　８０ページ、目６、企画費につきまし

ては、政策推進課の事務執行に係る経費

で、その主なものとしまして、第４次総

合計画推進業務に係る経費として、協働

のまちづくり推進会議委員報酬や、総合

計画推進業務委託料等を執行したもので

ございます。

　次に、８４ページ、目１２、女性政策

費につきましては、せっつ女性プラン推

進ため、市民に参画いただいております

女性政策推進市民懇話会等に係る経費、

せっつ女性大学の開催や男女共同参画社

会を目指すための啓発紙の発行等に要し

た経費でございます。

　また、目１３、男女共同参画センター

費につきましては、摂津市立男女共同参

画センターウィズせっつの管理運営に係

る経費でございます。

　８８ページ、目１６、諸費は、人権啓

発等に係る経費でございます。そのうち

主なものとしましては、負担金、補助及

び交付金で、摂津市人権協会補助金、財

団法人大阪府人権協会分担金を執行いた

しております。

　以上、市長公室及び会計室の所管いた

します決算内容の補足説明とさせていた

だきます。

○三好義治委員長　北居消防長。

○北居消防長　認定第１号、平成２３年

度摂津市一般会計歳入歳出決算のうち消

防本部所管事項につきまして、目を追っ

て主なものについて補足説明をさせてい

ただきます。

　まず歳入でございますが、決算書３６

ページをお開き願います。款１３、使用

料及び手数料、項２、手数料、目５、消

防手数料は、危険物設置許可等及び検査

手数料、罹災等の証明書発行に伴う手数

料でございます。

　３８ページ、款１４、国庫支出金、項

１、国庫負担金、目２、消防費国庫負担

金は、緊急消防援助隊活動費負担金でご

ざいます。

　４０ページ、項２、国庫補助金、目６、

消防費国庫補助金は、消防団安全対策設

備整備費補助金でございます。

　４８ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目７、消防費府補助金は、大

阪航空消防運営費補助金でございます。

　６０ページ、款１９、諸収入、項４、

雑入、目２、雑入の消防団員退職報償費

は、消防団員８名分の退職報償金、近畿

道救急業務実施市町村交付金は、近畿自
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動車道の救急出動に係る交付金、コミュ

ニティ助成金は、財団法人自治総合セン

ターからの消防団訓練指導用資機材等購

入に対する助成金でございます。

　次に、歳出でございますが、概要につ

きましては決算概要１３２ページから１

３６ページにかけ記載しておりますので、

あわせてご参照願います。

　決算書１６６ページをお開き願います。

款８、消防費、項１、消防費、目１、常

備消防費、節７、賃金は、臨時職員１名

分の賃金でございます。

　節９、旅費は、大阪府立消防学校等へ

の職員研修派遣に係る普通旅費等でござ

います。

　節１１、需用費は、消防活動上必要な

物品、活動服等貸与被服の購入及び緊急

情報システム交換物品等の購入、並びに

消防車両、消防庁舎の修繕等維持管理経

費でございます。

　１６８ページ、節１２、役務費は、一

般加入回線、専用回線、携帯電話代等の

通信運搬費、消防活動用ボンベ検査等の

手数料並びに車両の保険料等でございま

す。

　節１３、委託料は、消防庁舎の清掃、

庁舎設備等の保守管理委託、緊急情報シ

ステム等保守管理委託及び職員特別健康

診断委託等でございます。詳細につきま

しては事務報告書の３８５ページ、３９

９ページ及び４０３ページに記載してお

りますので、あわせてご参照願います。

　次に、節１４、使用料及び賃借料は、

消防本部庁舎の土地借り上げ、仮眠用寝

具借り上げ等でございます。

　続きまして１７０ページ、節１８、備

品購入費は、空気呼吸器用高圧空気ボン

ベの購入費及び心肺蘇生訓練資機材購入

に係る経費でございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

消防ヘリコプター運営に係る負担金、消

火栓新設修理負担金及び救急救命士の養

成等をはじめ、職員の教育派遣に係る負

担金並びに救急安心センター運営に係る

負担金等でございます。

　次に、目２、非常備消防費、節１、報

酬は、３４８名の消防団員報酬でござい

ます。

　節８、報償費は、８名の消防団員退職

報償金等でございます。

　節９、旅費は、火災出動旅費延べ１２

９名分及び訓練歳末非常警戒並びに消防

出初め式等出動に係る費用弁償でござい

ます。

　節１１、需用費は、消防団員の貸与被

服及び消防団活動用品の購入並びに分団

配備の消防ポンプ自動車７台、小型動力

ポンプ積載車２２台、小型動力ポンプ２

２台の維持補修等の経費でございます。

　続きまして１７２ページ、節１８、備

品購入費は、消防団員訓練用２トン水槽

購入に係る経費でございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

消防団とん所の補修等に対する消防施設

整備費補助金及び消防団員等公務災害補

償等共済基金の掛金等でございます。

　以上、消防本部の所管いたします決算

内容の補足説明とさせていただきます。

○三好義治委員長　説明は終わり、質疑

に入ります。

　野口委員。

○野口博委員　冒頭、平成２３年度がど

ういう年度だったかということを少し述

べさせていただきながら質問に入りたい

と思います。

　国の段階では今、解散総選挙の時期の

問題について言われておりますが、民主

党政権になって初めて最初から準備・編

成された予算でありました。森山市政に

なって７年目の年であり、第４次総合計
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画、いわゆる１０年間の新しいまちづく

りがスタートした年でもありました。

　私ども日本共産党議員団としても、毎

年、年末に新年度予算に対して１６０項

目の予算要望書を出しながら、いろんな

要求実現にとご協力いただきながら取り

組んできておりますけれども、そういう

中でいろんな要求も実現された年でもあ

りました。システム的には、ご承知のと

おり、大規模な機構改革が行われた年で

もありました。

　先日、本会議でいろいろ質問する中で、

市長のほうからはいろいろ評価の問題に

ついてご意見もありましたけども、議会

では争点、問題点を明確にして論議をす

るわけで、自治体の予算は１００％住民

生活に直結してますから、そういう点で

の土台はちゃんと押さえながら質問させ

ていただいてますので、この際、ちょっ

と述べておきたいと思います。

　そこで、最初に歳入に関して、市税の

滞納処分の問題であります。決算書では

２７ページなり、事務報告書７６ページ

にその金額等々が示されておりますけど

も、この間いろいろ歳入確保ということ

で滞納処分の問題について庁内でもいろ

んな会議が持たれ、いろんなケース・バ

イ・ケースの対応が行われてきてます。

　まず平成２３年度の滞納繰越分だとか、

不納欠損、滞納に関する問題で、特徴に

ついて、どういう特徴だったのかという

ことが一つと。

　国民健康保険で大分差押えがふえてお

りますけども、総務常任委員会ですから

市税に関する滞納分の差押え状況、その

件数と金額、そして滞納の整理について、

いろいろ滞納整理部会も開きながらやっ

ておりますけども、その辺の基準といい

ますか、そういう問題について１点目お

尋ねしときます。

　二つ目は市民税、法人市民税にかかわっ

て、それぞれ決算書にも金額が示されて、

法人市民税が１９億６，３８３万円、個

人市民税が３９億４，３１４万円が収入

済額で計上されてますけども、こういう

法人市民税、個人市民税から見て、市民

の暮らしはどう見るかという問題。

　もう一つは、どんどん法人市民税が減っ

てきておりますけども、第１号法人から

第９号法人までその企業の種別はありま

すけども、全体的には中小零細も含めて

４，０００近い事業所がありますけれど

も、こういう法人市民税の推移から見て、

決算額から見て、また法人市民税の構成

割合から見て、市内の企業の実態をどう

見るかということでまずお答えをいただ

きたいと思います。

　３点目は、市民の財産である市有地売

却の問題であります。質問の視点は、こ

ういう分野についても住民合意でことを

進めるべきだという観点での質問であり

ます。

　５３ページに土地売払収入で３か所分

として５億４，９３０万円が計上されま

した。平成２４年度は７か所分というこ

とで、５億７，０００万円ほど計上され

ていますけども、まずこうした土地の売

却をどうするかという問題について、平

成２２年５月に設置された低・未利用地

有効利用等検討委員会が、庁内でこうし

た問題について論議をし、結論を出して

いくシステムになっておりますけども、

その辺の議論状況をまず教えていただき

たい。

　二つ目には、今申し上げた去年の３か

所、ことし７か所の予定で売りに出すと。

そのほか開発公社所有の問題について、

従前は６３０兆円の公共投資の問題から、

各地方自治体がどんどんたくさんの借金

をして土地を買ってきましたけども、そ
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のところが土地開発公社でありましたけ

ども、それをもうなくしていくという方

針のもとにそういう整理がされました、

今年度予算で。そうした問題を含めて、

それぞれ買った年月、何ぼで買ったのか

と、路線評価の問題はこの前いただいて、

各議員さんに渡っておりますのでそれは

さておいて、この部分に関してだけ、買っ

た年度と、金額を教えていただきたい。

　三つ目には、二つの小学校用地の問題

です。この二つの小学校問題については、

平成２６年度までという暫定期間が設定

されて、その期間に次の方針を決めてい

くということで、地元自治会の皆さんの

利用もしていただきながら動いておりま

す。いつもこの問題は平行線をたどりま

すけども、総合計画がスタートしました。

協働で物事を進めていこうということを

やってます。

　そういう動きの中で、この問題につい

ては、例えば味舌小学校の問題では、地

元から署名も集めて、活用について協議

したいと、そういう動きも顕著に出てお

りますので、それをちゃんとつかんでい

ただいて、暫定期間を待たなくても今か

ら論議をし、全体のまちづくり、正雀地

区のまちづくり、これをどう活用するの

かということで、具体的な論議をすべき

だということでの質問でありますけども、

いかがでしょうか。

　４点目は、平和事業の問題であります。

決算概要の６２ページに平和イベントの

そういう数字が計上されています。最初

にお聞きしたいのは、今回いろいろ取り

組んでいただいて、他市との比較をして

も一定大きな取り組みをされていること

も一応承知しておりますが、来年度、ご

承知のとおり平和都市宣言を行って３０

周年を迎えます。全体的には核兵器廃絶

ということでいろんな動きもあり、市長

自身も平和市長会に参加をされていろん

な発言も行ってきてます。平和市長会の

動きだとか、核廃絶をめぐる世界的動き

の中で、来年度の本市としても３０年を

迎えるこの年に、そういう世界の動きも

含めてどういう大枠で事を進めていくの

かということも問われていると思ってま

す。そういう点で、現時点でどういうこ

とをお考えなのかお尋ねをします。

　５点目は、広報の改善点です。一応資

料をいただいて見ておりますけども、な

かなか予算も伴う問題なのでそう簡単に

はということになりますけども、この間、

いろいろ吹田、高槻、茨木、箕面等々を

含めて、広報を見る機会がありまして、

改めて感じてるんですけども、協働の作

業を進めていく一番の出発は情報の発信

だと思ってます。そういう点では見比べ

ていただいて、いろいろ改善点を毎年相

談もし、若干進んでるかと思いますけど

も、やっぱりきちっと改善することが大

事だと思ってますので、そういう切り口

に対してのお考えをお聞かせいただきた

い。

　６点目は、地元業者応援育成と公共事

業入札問題であります。

　事務報告書の５５ページ、５７ページ

に、平成２３年度の土木・建築等々を含

めて、指名競争入札の状況、事後審査型

一般競争入札、制限付一般競争入札など

の結果が示されております。問題意識は、

公共事業ですから仕事をする中でいい仕

事をしていただくと、値段はできればちょっ

と安くしていただくと。受注先は市内企

業で潤っていただいて税金も納めていた

だくという、そういう状況をつくってい

くというのが一つの視点かもわかりませ

んけども。まず国の入札問題に関する動

きと、その中で本市が取り組んできた経

緯についてお願いしたいと思います。
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　それと議会のチェックという点で、契

約金額が１億５，０００万円以上しか議

会の議決案件として上がってきませんけ

ども、先ほど申し上げた平成２３年の全

体で見ますと、議会上程率は４．９％、

いわゆる１億５，０００万円以下の事業

が差し引き９５％あるというふうになり

ます。そういう点からしても、なかなか

議会に上程されませんからチェックはで

きないという問題も一方ではあります。

吹田でもいろんな問題が惹起しておりま

すけども、そういう議会のチェックとい

う点でどうお考えなのかということも少

しまずお答えをいただきたいと思います。

　その二つ目は、小規模修繕等希望者登

録制度の問題です。一応資料をいただい

ておりますけども、どんどん頑張ってい

ただいて、この制度の目的を達するため

に今年度から限度額を９０万円に拡大し

ていただきました。

　当初、平成１９年度、５年前に限度額

３０万円で出発をしましたけども、いろ

いろ年数がたつ中で、参加者もふえてく

るだとか、含めていろんな点も改善され

て進んできておりますけども、現時点で

今後の改善方向について、どういうふう

な視点を持っておられるのか。

　あわせて、平成２３年度６９社が登録

されてます。受注金額、受注件数もあり

ますけども、例えば６９社の中で受注額

が最も多かった業者のその金額は何ぼで

あるのか。それと一つも発注に至らなかっ

た事業所数と、その理由などもご答弁い

ただきたいと思います。

　７点目は、選挙にかかわって投票所の

問題です。

　過去に本会議でも質問させていただき

ました。昨年４月に府会議員選挙があり

まして、知事選挙、市長選挙がその後あ

りました。その間に、ご承知のとおり全

体の投票所が２７か所から二つ減りまし

て２５か所、また変更もありました。

　この間いろいろ言うてきてますので同

じことになりますけども、この間の市長

選挙、知事選挙等々で、例えば、旧ふれ

あいルームから三宅柳田小学校へかわっ

たところは遠くなりました。今回は投票

に来たけども、次は来れないわとか、そ

ういうご意見ですね。

　千里丘のほうも、味舌上公民館がなく

なりまして、全て千里丘地区は千里丘小

学校一本になりました。そのために千里

丘一丁目の方とか、七丁目とか、四丁目

の奥のほうですね、行きたいけれど行け

なかったという話も来てます。

　そういういろんな受けとめがあります

ので、ぜひ検証していただいて、これか

ら高齢化社会に向かっていくわけであり

ますから、行政の立ち位置としては、参

政権を保障するという立場で、この投票

所問題についてどう改善していくのかと。

当然費用の関係もありますけども、そう

いう立ち位置でやっぱり考えるべき問題

だと思ってますので、お考えをいただき

たい。

　８点目は、災害防災対策の問題で幾つ

かお尋ねします。

　ご承知のとおり、昨年の予算の委員会

のときに、三宅委員が質問中に地震に遭

遇しました。こういう東日本大震災、福

島原発事故が起きた年度であったという

ことで、今年度の当初予算も含めて、い

わゆる震災対策をどう展開していくのか

というのが大きく問われた年でもありま

した。

　今、福島原発の影響で、福島県では今

なお県内外を含めて１６万人の方が避難

されて、大変な生活を余儀なくされてま

す。今国会では解散総選挙の問題が大き

な争点になってますけども、この間の復
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興予算の流用問題が国会で大きな問題に

なってました。

　昨年６月に可決された復興財源法、こ

の中でいろいろ被災地の復興から日本の

都市再生という名前にかわりまして、問

題になるような被災地以外にどんどんお

金が流用されるという、これは阪神淡路

大震災のときも一緒でありましたけども、

こんなことが起きて、その改善を求める

動きが今全国に広がっている状況もあり

ます。

　そんな動きの中で、まずお尋ねしたい

のは、昨年の大震災に対して摂津市とし

て、ボランティアも含めてどういう支援

を行ってきたのかというのが一つです。

　その中でいろいろ私どもにも報告もし

ていただいておりますけども、どういう

ところを特に摂津市の防災対策に生かし

ていくというところで結びつけていって

いるのかという点について、この間の取

り組み状況も含めて少しお考えを聞かせ

ていただきたいと思ってます。

　あわせて、大阪の自治体問題研究所が

４３市町村に対して防災問題に関しての

アンケートを行って、摂津市も答えてい

ただいております。府内的な防災まちづ

くり研究会が作られて、こういうことか

ら作業が始まっていきますけども、設問

に対してこういうお答えなんですね、こ

の資料では。例えば、地域防災計画の見

直しについて、摂津市は住民参加を考え

てませんというのが一つあります。

　それとハザードマップの作成状況の中

で、液状化問題ですね、液状化問題に対

して、以前のその資料がはっきりしませ

んけども、摂津市も安威川以北を中心に

して、旧三宅小学校の地域ですけども、

液状化被害を受けるという資料を見たこ

とがあるんですけども、それに対して豊

中市だとか池田市などは、吹田市もそう

で今後も検討するということでなってま

す。豊中市は液状化危険度マップの公表

ということで研究もなされておりますけ

ども、摂津市は計画には記載はないが今

後検討するという話でありますけども、

この問題を含めてまず最初にお答えをい

ただきたいと思ってます。

　あわせてこの間、中央も含めていろん

な動きが、鈍いですけども一応あります。

その中で現在の本市の地域防災計画では

震度６強、そして豪雨によって最大で５

メートルを超える浸水が発生すると。豪

雨と上町断層帯を中心とした震度６の地

震の二つを想定して地域防災計画をつくっ

てますけども、国の動き、大阪府の動き

も含めて、本市の今後の作業工程につい

てちょっとお尋ねしておきたいと思いま

す。

　もう１点は、この前、総務常任委員会

で和歌山に視察に行かせていただきまし

た。久しぶりの委員会視察でありますけ

ども、「逃げる防災」というところを盛

んに、新宮市でも広川町でも議長がおっ

しゃっておられて、そういう感じを受け

て帰ってきました。当然、逃げるにして

も避難路をつくるにしても、避難場所を

つくるにしても、市民目線で物事を進め

ていくと、計画を作っていくというのが

大事だと思ってます。

　市民目線でいわゆる指示から命令から

避難からと、終わった後の最後の災害復

旧だとかありますけども、担当課長も行

かれたので、それの感想も含めてこうい

う市民目線での災害対策についてどうお

考えなのか聞かせていただきたいと思い

ます。

　９点目は総合計画の問題です。これは

１点だけします。我が党として総合計画

策定時に幾つかの指摘も行ってきました。

一つは第４次総合計画を実行すれば、い
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わゆる総計で言ってるような住みやすい

まちと相反するんだということが一つあ

ります。細かい目標についても指摘もさ

せていただきました。

　最大の問題は、行政が決めた範囲での

協働を求めるのか、政策決定する場から、

いろんな行政が仕事されてる各分野で協

働の精神に従って、物事を決めるところ

で協働の精神を生かして一緒に決定して

いくのかという。これは大変な作業で努

力も当然要りますけども、こういうこと

も指摘をさせていただきました。

　今年９月に指針が策定されました。そ

こで３２ページに政策推進会議・庁内策

定委員会なるものがつくられています。

ずっとこれを見てみますと、いわゆる協

働の事例として、それも大事なんですけ

ども、チューリップ・アートの動き、あ

かりプロジェクト、正雀駅前たそがれコ

ンサート、こういうものが協働の事例と

して紹介をされているわけですけども、

これは当然大事なことだと思ってます。

　同時に、最初に申し上げた、例えば土

地の買収だとか、いろんな物事をしよう

とするときに、こういうことで取り組み

をしようと思ってますよという、そうい

うところが欲しいわけであります。大変

な作業が、努力が要りますけども、その

辺の問題について２年目を迎えておりま

すけども、この指針に基づいてどういう

ことを考えたのかと。

　１０点目は、第４次行革に関係してい

る問題であります。まず最初に、本会議

で公室長が、いわゆる「あればいいな」

という発言をなされました。それぞれい

ろんな制度の見直し、廃止縮小の作業の

中では、それぞれいろんな制度について

はそのときの判断基準があって、大きな

役割を果たしてきたわけで、そういうこ

とはわかっておられると思いますけども、

それを「あればいいな」という物事です

ね、さらっと言う自体がちょっとどうな

のかということを感じておりますけども、

そういうことではあかんわけで、再度き

ちっと公室長のほうからそういう問題に

ついて、行革の姿勢にもかかわりますの

で、最初に発言を求めておきたいと思っ

てます。

　それで、第４次行革が平成２２年２月

に策定されて、ずっと動いてきてます。

これも一応お聞きしましたけども、この

積み残し分の今後の方向について、４．

５次行革ということも言われております

けども、ここの問題についてはなかなか

お答えいただけないという状況がありま

す。敬老祝い金の廃止から、学童保育の

民間委託だとか、学校校務員の民間委託

とか、いろんな項目がありますけども、

それぞれどういうふうに現段階で考えて

いるのかということを２点目としてお尋

ねしておきます。

　３点目は、職員定数の問題、機構改革

の問題、職員のあり方についてお尋ねし

たいと思います。

　１つは、平成２３年度に大幅な機構改

革が行われました。全体としてどういう

評価をされてるのか、これが１点。

　２つ目には、いろいろ職員の努力に起

因することもあるところもあるかもわか

りませんけども、理事だとか参事という

体制がなくなりました。課長がおられて、

そして部長がおります。以前は参事、理

事の方がその部、課の問題を全部まとめ

られて、部長との折衝をしていくという

サポートをしてましたけども、そういう

のがなくなった中で、いろいろ職員の数

も減らされて、自分の課としての仕事以

外に全体をまとめて部長にいろいろ話を

持っていくという、そういうところがな

かなかしんどいということもいろいろ耳
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に入ってくるわけでありますけども、ほ

んまはそういう体制の中でもそういうス

ムーズに仕事が、部、課としていけるよ

うに工夫するのは大事だと思っておりま

すけども、その点はどう受けとめている

のか、この際、聞いておきたいと思って

ます。

　もう一つは、機構改革の問題に関連し

て、近隣の各市でも危機管理室、危機管

理課などがつくられています。大体、防

犯、防災、防疫、それと国民保護法など

が大体この部署で担当されてるのが、各

自治体をいろいろ見ましたらそうなって

います。本市はそういうものに加えて市

営住宅だとか、市有地の問題、いわゆる

財産管理、庁舎管理などが入っているわ

けです。今年度入りまして、例えば防災

関連から見ますと、トップである部参事

がいなくなりました。浸水による避難勧

告判断・伝達マニュアルなども、これま

での方針では３月ぐらいにまとめて、若

干修正してお配りしますという話であり

ましたけれども、なかなかそうなってま

せん。そうなってないところもやっぱり

仕事量、人員の数も含めてあるのかなと

思っておりますけども、その問題と危機

管理の問題を含めて、どういうふうに整

理をされるかということでお答えいただ

きたい。

　それと、３点目になりますけども、職

員のあり方の問題です。いろいろ大阪維

新の会の動き、大阪府や大阪市の動きの

中で、いわゆる憲法だとか地方自治法だ

とか、関係する上位のそういう視点から

反することが行われて、今の大阪市では

あの思想調査問題に対する原告団が結成

されて裁判闘争を行っています。大阪の

橋下市長が、あれは弁護士が勝手にやっ

たんだということで、自分が捺印署名し

てるのに、そんなへ理屈を言って対応し

ておりますけども、改めてやっぱり税金

で運営される公務員の、どういう立ち位

置で物事を進めていくのかっていう問題

に起因して、ちょっと所管は変わります

けど、自治会加入の義務化発言が市長か

らありました。また言いますけども、こ

ういう職員のさまざまな関連する立ち位

置について、どういう整理をされている

のか、ひとまずお聞かせいただきたいと

思ってます。

　４点目は、職員定数の問題であります。

平成２２年２月に第４次行革をつくり、

その３月末には７１１名でありました。

現在、６４９名であります。今後もさら

に削減させていこうという動きがありま

す。どこでも行革の一番のポイントは人

件費削減、職員削減であります。今後行

革の目玉の一つに引き続き職員削減があ

ろうかと思いますけども、５８０名体制

にしていくというのが漏れ聞こえてきま

す。５８０名というのは何をイメージし

てこういう目標設定がされてるのかと。

あわせて各部課の数字が事務報告書にも

入ってますけども、５８０名を想定した

場合に各部課のいわゆる職員の数なども

含めて、どういうものを概算として想定

しているのかお聞かせいただきたいと思っ

てます。

　最後に、財政問題を少しお願いしたい

と思います。いつも吹田市議会事務局が、

大阪府下の各自治体に調査して、総務省

は住基人口でいろんな物事の数字を出し

ますけども、吹田市の場合は外国人登録

の方も含めて全住民で計算しております

ので、その資料も行ってるかと思います

が、まず平成２３年度の財政運営の特徴

について幾つか述べさせていただいて質

問に入りたいと思います。

　まず使い道、いつも申し上げてる民生

費の構成比率、これの全体に対する比率
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は３７．４％で、前年比で１．７ポイン

トふえました。構成比率では２つ下がり

まして低いほうから５番目になりました。

１人当たりでは高いほうから２つアップ

されまして１０番目になりました。民生

費の構成比を見ますと大阪府下では、こ

れまでは門真だとかそういうところがあっ

たんですけども、本年度はその周辺の寝

屋川が一番で５１．９％、守口が５１％、

東大阪、たくさんの金額を計上してます

けど５０％を民生費に使ってると。門真

が４９．６％、豊中が４７．３％、吹田

が４５．３％、高槻が４２．０％、箕面

が３８．４％、池田が３３．２％です。

府下平均は４２．７％で、前年比で２．

５％ふえております。単純に計算します

と、府下平均並みの構成比で摂津市が予

算を組もうとしたら、あと１７億５，０

００万円という、こういう使い道が一つ

あります。土木費はこの間、普通建設事

業費、中期財政見通しでは毎年１５億円

突っ込むという話をされてましたけども、

構成比は平成２３年度は１５％で府下４

番目であります。ただ市民１人当たりは

府下２番目に多く使っておるという、こ

ういういろんなのがあります。数年見て

みますと、大体府下４番目から６番目の

間の構成比率で、大体１人当たりは２番、

３番であります。これも一つの特徴だと

思っています。こういうところも最初に

申し上げて質問に入ります。

　一つは、消防資機材の整備計画であり

ます。先ほどご説明もありましたけども、

中期財政見通しでいろいろ今後の計画を

示されていますけども、防災無線の１億

４，５００万円だとか、消防資機材整備

として１１億６，１００万円、こういう

数字がいわゆる中期の財政見通しの消防

資機材整備計画で示されてますけども、

これは中身について示していただきたい。

また、これまで論議されてる通信指令業

務にかかわって北摂ブロックで一定広域

対応の勉強もされてるということで、こ

れまで吹田と協力して事を進めていくと

いう立場でありましたけども、これが変

更になったのかというところを含めて、

少し広域的な北摂地域的な協力体制がど

うなのかという問題についてお答えいた

だきたい。

　二つ目は、地方財政計画の関係で、今

後、国も含めてどういう歳入状況を見て

るかという問題です。中期財政見通しで

は、臨時財政対策債が平成２５年度以降

ゼロということを前提しています。普通

交付税も平成２５年以降はなしと。特別

交付税については、平成２５年度６％、

２６年度で５％、平成２７年度４％とい

うことを前提として財政見通しが立てら

れておりますけども、これが政権もどう

なるかわかりませんけども、どう見てる

のかというのが一つと、消費税増税法案

が強行されました。このままで行きます

と、２年後に８％、３年後に１０％にな

ります。その一方で、橋下市長などは、

言い方はどんどん変わっておりますけど

も、地方交付税制度をなくして消費税１

０％にせよと。最近は広島での演説では

１１％にして５％を地方に、６％は国だ

という発言をなさっておりますけども、

どんどん変わってますけども、例えば地

方交付税を全てなくして、消費税１０％

になった場合に、地方から見てどういう

影響が出てくるのかということについて

答弁をお願いしたい。

　あと、中期財政見通しの問題で、数年

前から主要事業計画が出されるようにな

りました。いつも感じるんですけども、

自治体の一番の仕事は市民の暮らしを守

ることであります。その視点をもし重視

するならば、市民の暮らしを守る計画と
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いいますか、そういうこともありかなと

思ってます。これは総合計画策定時に５，

０００人からアンケートを取りました。

そこで行政に望む市民の方々の意見も出

ております。やっぱり一番は福祉なんで

す。そういうことも含めて中期財政見通

し上、市民が望んでいる福祉の充実のま

ち、暮らしやすいまちという点でどうい

うふうに反映されてるのかと、どういう

視点をお持ちなのかということを聞かせ

ていただきたいと思います。

　最後に、中期財政見通しで阪急の連続

立体交差事業にも言及なさっています。

まず聞かせていただきたいのは、一般財

源で今後の費用を計上し、７，３００万

円、例えば今年度は６００万円というこ

とで出発し、平成３０年まで７，３００

万円と。これが全て一般財源であります。

いろいろこれからやっていこうというこ

とで考えた場合に、普通だったら国、府

なり一定の補助が出て物事を進めていく

という点で一般財源で組むことになった

背景もあろうかと思いますけども、そう

いうところと、２０年ほど前にいわゆる、

平面の駅が２年前に開業されてますけど

も、平面の駅も含めて全体工事、阪急の

高架事業で３６７億８，０００万円とい

う数字がありました。これは当然時代も

変わってますので、工事費の概算も変わっ

てくると思いますけども、今後するとし

た場合、その見通しも含めてどう見てる

のかということについてお聞かせいただ

きたい。

○三好義治委員長　それでは順次答弁を

いただきますけども、最後に質問されま

した阪急連続立体交差化についての財源

の内訳については答弁いただきますけど、

事業の中身については精査して答弁をお

願いしたいというように思います。

　それでは市税への滞納関係について、

東角部参事。

○東角総務部参事　市税の滞納に関しま

す４点の項目についてお答えさせていた

だきます。

　まず１点目の滞納繰越の件でございま

すが、平成２２年度の市税の総額は１９

９億５，３２７万６，８３８円でござい

まして、そのうち滞納繰越分は昨年は１

０億８，９３４万６，４８６円となって

おります。また、平成２３年度におきま

しては市税は１９４億４，３３４万５８

９円に対しまして、滞納繰越額につきま

しては１０億５，０９３万６，０１４円

となっております。滞納額についての推

移でございますが、ここ３年につきまし

ては約１０億円を超えたところで横ばい

になっておるところでございます。

　次に、不納欠損についてでございます

が、市税の徴収につきましては鋭意努力

を重ねておりますけれども、滞納処分の

執行停止や残念ながら時効が成立したこ

とにより、やむを得ず不納欠損を行って

おるところでございます。不納欠損の状

況でございますが、平成２３年度につき

ましては総件数１，２９４件で、総額８，

３５６万２，５５２円となっており、前

年度８，８６６万８，１８６円に比較い

たしまして、対前年度比は５．８％の減、

金額にいたしまして５１０万５，６３４

円の減となっております。その内訳でご

ざいますが、一つは居所不明であります

とか５年の消滅時効を迎えたことにより

徴収不能となり、時効による欠損処分と

いたしましたものといたしまして１，０

８８件、金額にいたしまして３，３２０

万９，５０８円となっており、対前年度

比は９．８％の減となっております。そ

れからもう一つ、滞納処分の執行停止期

間を経過したものを理由といたします不

納欠損でございますが、総件数２０６件
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で、平成２３年度の欠損額は５，０３５

万３，０４４円となっております。

　次に、市税の差押件数でございますが、

平成２３年度の差押件数の総件数は５８

２件となっております。平成２２年度が

３０８件でございまして、２７４件の増

となっております。その内訳でございま

すが、不動産が１４５件、債権が４３０

件、動産が７件となっております。

　それから滞納整理部会についてのご質

問でございますが、滞納整理部会につき

ましては平成１９年第３回定例会におき

まして債権管理に対する一般質問がござ

いました。これを受けまして、平成２０

年２月２５日に債権管理対策協議会が発

足して、その下部部会といたしまして滞

納整理部会と、それから私法整理部会と

いう２つの部会ができております。滞納

整理部会につきましては、地方税の滞納

処分の例により処分することができる債

権というくくりになっており、私法整理

部会につきましては裁判手続によらなけ

れば強制徴収できない債権を管理すると

いう項目になっております。

　納税課の所管いたします滞納整理部会

についてお答え申し上げます。平成２０

年度から滞納整理部会の活動がスタート

いたしておりまして、平成２０年度に４

回、それから平成２２年度に４回、それ

から平成２３年度につきましては２回の

部会を開いております。主な内容といた

しましては、各課の現状と課題について

報告することと、それから、地方税の滞

納処分の例によるということでございま

すので、地方税におきます財産調査であ

りますとか、それから滞納処分のケース

スタディーについて報告会をいたしてお

るところでございます。

○三好義治委員長　次に、和田課長。

○和田市民税課長　２点目の市民税の状

況から見た市民の暮らしと法人の状況は

どうかというご質問でございます。

　まず市民についてでございますけれど

も、これは日本経済全体の特徴なんです

けれども、これまでは企業収益とともに

雇用者収入というのが同時に上昇しておっ

たわけですけれども、リーマンショック

以降企業収益は増大するけれども、それ

に応じて雇用者収入が増大しないという

状況になっております。その原因は円高

等による輸出価格の上昇等によりまして、

コストダウンが必要になってきたという

ことで、生産拠点を海外に移したり、人

件費の増大を抑えるということで、結果

といたしまして非正規雇用者が増大し、

個人所得がその結果、減少傾向になった

ということでございます。その流れを受

けまして、景気としては全体は回復して

おるということですけれども、個人の実

感はないと。これは個人所得がふえない

ということで、これを市民に置きかえて

も同じ状況ではないかという分析をして

おります。

　法人につきましては、企業収益は増大

しているんですけれども、やはり企業間

格差がかなり増大しておりまして、市民

税の納付状況を見ましても小規模企業に

おきまして滞納等も発生しております。

この状況から小規模企業にとりまして状

況はかなり悪化しているという分析をし

ております。

○三好義治委員長　和田課長、質問者は

摂津市の状況について質問をしてるので、

そういう一般論でなしに具体的な答弁を

してください。

○和田市民税課長　先ほど申しましたの

は全体ということで、個人所得といたし

まして２．４％の減、法人につきまして

１７．２％の増になっているということ

は、企業収益は増加しているけれどもそ
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れが個人所得に回っていないという状況

が摂津市にも反映されているという分析

をしております。

○三好義治委員長　次に、土地売却の関

連について、西川課長。

○西川防災管財課長　３番目の市有地の

売却の件、それから８番目の防災対策に

ついてお答えさせていただきます。まず

市有地売却の件ですが、１点目、低未利

用地検討委員会の議論の状況についてお

答えさせていただきます。摂津市低未利

用地有効利用等検討委員会につきまして

は、その前身でございます低未利用地連

絡対策会議が平成１３年度から設置され、

それ以降、庁内の各関連部署であります

委員により、公有地のうち低未利用地に

ついての有効利用に向けた対策や処分に

関する検討がなされてきました。低未利

用地有効等検討委員会においては、平成

２２年３月２４日付で報告書がまとめら

れまして、３２筆のうち９筆については、

事業仕分けＡということで売却物件とし

ております。委員会につきましては、以

降開催しておりませんので、状況のほう

はございません。

　続きまして、平成２３年度売却予定で

あった４件、それから平成２４年度の７

件につきまして、当初の取得金額及び買っ

た年度についてお答えさせていただきま

す。平成２３年度は、売却物件４件につ

きまして３件が売却されたという結果に

なっております。売却を予定した４件の

うち、順次説明させていただきますと、

鳥飼北部区画整理になります鳥飼新町の

物件につきましては、平成７年に取得し

ておりまして、当初の取得金額は４億６，

５６２万３３３円でございました。それ

から東一津屋の区画整理事業で生み出さ

れました東一津屋の街区につきましては、

平成６年度に取得され、５億８，０１５

万８，６７７円で当初取得金額となって

おります。また、ふれあいルームにつき

ましては、旧の三宅幼稚園の用地でござ

いまして、こちらについては取得金額は

ございません。それから平成２３年度売

却できませんでしたが、その物件につき

ましては鳥飼北部の区画整理事業で生み

出された土地で、鳥飼新町１丁目にござ

います。平成７年度に取得され、１億６

７万４，６６７円が当初の取得金額でご

ざいます。

　続きまして、平成２４年度の７件の物

件につきまして、まず鯵生野団地、それ

から鳥飼野々団地が予定されております

が、こちらのほうはもともと市営住宅の

用地でございまして、こちらについても

当初取得金額はございません。残り５件

につきまして説明させていただきますと、

まず１点目、千里丘２丁目のことぶき商

店街にございます用地につきましては、

平成７年取得でございまして、８，５６

２万９，９８７円が当初取得金額でござ

います。

　続きまして、三島２丁目にございます

市民プールの駐車場跡の用地につきまし

ても、平成７年度、６，８２０万２，０

００円でございます。

　続きまして、東一津屋の区画整理内に

あります土地でございますが、東一津屋

の区画整理で生み出された土地でござい

まして、平成６年度３億１，５３５万１，

４０２円でございます。また同じく東一

津屋の２５８平米の土地でございますが、

平成６年度に取得しておりまして、２億

８，４５８万５，４１２円でございます。

また、最後に千里丘東２丁目の千里丘ガー

ドの代替地として取得したものでござい

ますが、平成７年度に取得しておりまし

て、４，６６９万５，０００円でござい

ます。
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　続きまして、防災対策についてのご質

問です。まず１点目、東日本大震災にお

ける支援の状況についてご説明させてい

ただきます。昨年３月１４日に発生しま

した東日本大震災によって、東北から関

東の沿岸部で津波被害が発生いたしまし

た。摂津市からは発災直後により消防の

緊急援助隊の活動や、それから総務部の

職員によって救援物資の仕分け作業、そ

れから水道部による給水活動を行ってま

いりました。また被災地から採用しまし

た職員２名が、岩手県釜石市において被

災者支援活動として２か月間の活動を行っ

てまいりました。また、摂津市内に避難

されている被災者の方、１１世帯ござい

ますので、いろんな形での支援はさせて

いただいております。特に釜石市で派遣

しました職員においては、釜石市の市役

所の職員とともに被災地の支援を行って、

被災者の思いを聞く機会を持ち、被災地

における活動されているボランティア団

体からもお話を聞き、今後の防災対策へ

反映させるべきものだと考えております。

また、社会福祉協議会においても４月と

８月に１名を派遣しまして、市民のボラ

ンティア活動を行っております。また市

民ボランティアにつきましては、ボラン

ティア保険の手続を行っておりまして、

その支援も行っておるというふうにお聞

きしております。

　続きまして、地域防災計画からハザー

ドマップの作成委託、それから液状化問

題についてお答えさせていただきます。

平成２３年度予算にございます避難勧告

等判断・伝達マニュアル作成業務委託に

つきましては、４２０万円を支出してお

りまして、請負業者はパスコで、委託期

間が平成２３年１０月２７日から平成２

４年３月２３日までの工期としておりま

す。本マニュアルは、大阪府版の避難勧

告マニュアルガイドラインに基づきまし

て、水害の際の安全で迅速かつ適切なタ

イミングで避難できるようにマニュアル

を作成することにしておりまして、水害

に対する被害を軽減させることが目的で

委託を行っております。また委託の中に

地域ごとに作成するハザードマップが含

まれておりまして、平成２４年度の予算

で配布する予定になってございます。そ

れから液状化問題につきましては、大阪

府の地域防災計画の中に含まれておりま

す液状化マップというのが示されており

ますが、そちらのほうでは摂津地域、被

害の危険度は非常に少ない区域となって

おりますが、もともと市内は河川に挟ま

れております関係上から、液状化の傾向

はあると考えておりますが、今後府の防

災計画の動向を見ながらその辺の地図作

成を検討させていただきたいと思ってお

ります。

　続きまして、中央防災会議を受けての

国、府の動きにつきましてご説明させて

いただきます。ことしの８月２９日に、

国の中央防災会議により東南海トラフ巨

大地震の被害想定が発表されまして、最

大の被害としまして在宅者が多い冬の深

夜に発生した場合に、最大３２万３，０

００人の死者数になることが発表されて

おります。ちなみにその被害想定では、

摂津市内における津波の被害はございま

せんが、最大震度は６弱から６強と増加

してございます。この発表は、第一次報

告としまして建物被害や人的被害が中心

となっております。

　次に、第二次報告でありますライフラ

インやそれから交通施設の被害、それか

ら経済被害などにつきましては、ことし

の秋ごろをめどにと発表されておりまし

たが、国の作業がおくれているという報

告を聞いております。その報告を受けて
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大阪府は引き続き被害想定を検討してお

りますが、おくれが生じることが大阪府

からも連絡を受けておりまして、大阪府

の計画策定が少しおくれるというふうに

聞いております。大阪府は現在見直し作

業を行っておりますが、市でも土質デー

タやそれから建物データの提供の依頼が

ございまして、基礎データをお渡しして

おります。市としましては、大阪府が検

討される市町村ごとの被害想定をもとに

来年度地域防災計画の見直しを行ってま

いりたいと考えております。

　続きまして、和歌山県への視察につい

てのご質問にお答えさせていただきます。

本年１０月４日から５日にかけまして、

総務常任委員会の視察が実施されまして、

私のほうも同行させていただきまして、

新宮市とそれから広川町の防災の取り組

みについて拝見させていただきました。

まず新宮市においては、台風１２号の被

害後の復旧対策を進めているところでご

ざいました。甚大な被害をもたらしまし

た台風１２号ですが、熊野川の決壊とい

うことで当時の最大時間降雨は１３２ミ

リで、３日間の累積降雨は１，５５２ミ

リに達した地域もありまして、災害の教

訓をもとに災害システムやマップの作成、

高いところマップの作成など、それから

誘導灯の設置などの取り組みをされてお

ります。また、広川町におかれましては

稲むらの火の館ということで、津波防災

センターが建てられており、関西の防災

リーダーの方々が勉強される場にもなっ

ております。これらから逃げる防災とい

うことで、やはり市民が逃げる意識を持

つということが非常に重要でありまして、

またそれにかかわる誘導するシステムな

ども今後摂津市のほうにも取り入れてま

いることも検討していきたいと考えてお

ります。

○三好義治委員長　中村参事。

○中村人権女性政策課参事　平和事業に

関します３点の質問について、お答えさ

せていただきます。

　まず１点目の、平和事業におきます事

業の取り組み状況でございますが、毎年

７月、８月を平和月間といたしまして、

この期間中に、事務報告書にもございま

すけども平和映画祭を始め平和パネル展、

長崎平和派遣、これにつきましては平成

２１年度から長崎と広島隔年で実施して

おりますけども、市民の代表の方と職員

１名で派遣しております。それと合わせ

まして、平和黙祷、これもおのおの８月

６日、９日と変わりますけども、市内の

４６施設においてはＣＤ等を送りまして

それでの黙祷、合わせまして市内事業所

に対しましても協力依頼という文書をお

出しして、平和黙祷を実施させていただ

いておるところでございます。また、こ

の７月中におきましては、平和派遣をし

ます都市にお持ちします折り鶴を折り鶴

コーナー等で市民の方に折っていただい

ておるわけでございます。また、この平

和イベントにおきます決定につきまして

は、市内の２７団体で構成されておりま

す世界人権宣言摂津連絡会議において、

おのおのその年に行う事業についてはご

審議いただいて実施しておるところでご

ざいます。

　２点目の、平和都市宣言３０周年を迎

えるに当たって今後の事業はというお問

いでございますけども、平和都市宣言３

０周年を迎えるに当たりまして、今後の

事業の展望ということですが、平和イベ

ント開催の趣旨は戦争の悲惨さや命、平

和のとうとさを訴えることにあり、特に

次世代に語り継ぐということを意識しな

がら、今年度の取り組みをさらに充実さ

せることを念頭に世界人権宣言摂津連絡
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会議において協議をしながら進めてまい

りたいと思っております。

　３点目の平和市長会議の動きでござい

ますが、平和市長会議につきましては平

成２１年７月９日に本市も加盟させてい

ただいております。平和市長会議は、昭

和５７年に設立以来世界の都市が連携い

たしまして、核兵器廃絶と世界恒久平和

の実現を訴え続けています。国内の取り

組みを強化しながら国際社会に向け発信

していくことは、平和市長会議の取り組

みを連動することは意義あることと考え

ます。それと合わせまして、平和市長会

議の今後の取り組みでございますけれど

も、平和市長会議の規約に基づきまして

４年ごとに総会が開催されています。来

年第８回の総会が８月、来年の８月３日

から６日までの日程で広島市で開催され

るというふうに聞いております。また、

本年１月に開催されました第１回国内加

盟都市会議につきましても、第２回が予

定されているというふうには承知してお

りますが、両会議ともまだ詳細が明らか

でございませんので、今後情報収集に努

めて対応を図ってまいりたいと思います。

○三好義治委員長　山口課長。

○山口政策推進課長　旧味舌小学校、そ

れから旧三宅小学校の跡地の活用の問題

をはじめ、何点かのご質問にお答えしま

す。

　まず小学校の跡地についてでございま

すけれども、協働で物事を進めるという

観点からということでおっしゃったと思

います。全体のまちづくり活用に向けて、

具体的な議論をするべきではないのかと

いうふうなご質問であったと思います。

現在、平成２６年３月末までの暫定活用

ということで、校舎とそれとスポーツ広

場のうちで運動広場、市民の皆さんの暫

定利用に供させていただいておるわけで

ございますけれども、今、非常に社会経

済状況がこういう不透明な中でございま

すので、今この段階をもって恒久的に活

用するとか、いやいや売却しますとか、

確定的なことはやはりちょっとまだ言え

ないのかなというふうに思っております。

今後、平成２６年３月末という期限もご

ざいますので、財政状況でありますとか

社会状況、このあたりをもう少し見きわ

めた上で、余り急がずに判断をしていか

なければならない、そのあたりの状況を

見きわめることがまずもって必要という

ふうに考えております。

　それから総合計画の１年目に当たって、

協働についてどうかと。これはいろんな

物事を決めるに当たって行政のほうで物

事を決めてしまうのか、いやそうじゃな

くていろんな物事を決める段階から協働

で参画を求めてやっていくのか、いわゆ

る協働の領域、分野はどういうところに

なるのかというふうな、こんなご趣旨で

あったかというふうに思います。もちろ

んなかなか、この協働については、これ

は総合計画策定の段階からいろんな解釈

をされました。協働なんだからこうすべ

きではないかとか、いろんな使われ方が

されましたので、まずもって平成２３年

度の取り組みとしまして、協働のまちづ

くりのワークショップを開催し、そこで

の議論を踏まえまして協働のまちづくり

推進会議でもって、市民活動者の皆さん

を初め公募の皆さん、それから市職員も

入れまして議論をして、ご質問にもあっ

たとおりことしの９月に指針を出させて

いただきました。これは基本的な考え方

をまとめたものでございまして、協働の

定義でございますとか、いわゆるこれは

主体性ということ、いわゆる強制するも

のではございません。主体的に取り組む

ものですよということなんかをまとめさ
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せていただいております。

　その中で、ご質問の中でもちょっと触

れられましたけれども、協働にはやはり

領域とその方法というものがあろうかと

思います。これは指針の中の１７ページ

でございますけれども、行政と市民との

協働の方法ということで、表にしたもの

がございまして、このほうを見ていただ

ければと思うんですけれども、市民によ

る領域と、それと行政による領域という

のが両極端にございます。その間のとこ

ろで、やはり市民と行政の協働による領

域ということが出てきて、このあたりが

協働を進める上で活用すべき領域なのか

なというふうに思っております。それで、

もちろん行政による領域という、ここは

行政が主体で進めるべきところなんです

が、例えば財政運営でありますとか、こ

ういうようなものについてはなかなか協

働でやりましょうということにはならな

いんだろうというふうに思います。しっ

かりと全市的なまちづくりの観点、それ

から経済状況等をしっかり勘案の上、あ

らゆる制度を活用して運営していく、行

財政運営をしていくということでござい

ますので、やはりこのあたりは企画立案

への市民の参画の領域ということになっ

てこようかと思います。

　それから、やはり協働の領域といいま

したら、例えば事業の共催でございます。

それから実行員会、事業協力ということ

が考えられますし、また市民の活動が主

である領域、いわゆる市民活動の領域に

つきましては、はじめに協働というのは

情報提供から始まりますよねっていうこ

とを言われた。まさしくそのとおりでご

ざいまして、市民活動を展開する上での

さまざまな情報を提供したり相談、調整

云々という、後援したりということが出

てこようかと思います。いずれにしまし

ても、行政が全て一から十まで決めてし

まって、説明会をしますという形では今

後はしっかりした議論が出てこないと思

いますので、さまざまな立場の方、さま

ざまなご意見をお持ちの方に集まってい

ただいて、議論をしていただく場は少な

からずとも必要であるというふうに考え

ております。

　それから行革の関係のこと、今後どう

するんですかというふうな、各項目ごと

というようなご質問がございました。こ

れにつきましては、今現在４次行革の見

直しということで進めておりまして、ま

だ取りまとめのほうはできておりません

ので、なかなかご提示するのは難しいん

ですけれども、ただちょっと気になるこ

とがございまして、といいますのがやは

り相当、摂津市の人口構造が変わってき

たなというふうなことなんです。平成１

２年、平成１７年、平成２２年の国調を

見ていきますと、摂津市はいわゆる生産

年齢人口ですね、１５歳から６４歳まで

の人口比率ですけれども、平成１２年、

平成１７年の国調におきましては府下１

位でございます。７０％をずっと超えて

おりました。生産年齢人口比率でござい

ますけれども、これが平成２２年度の国

調におきましては、大阪府の平均でマイ

ナス６．３ポイント、これを大きく上回

りまして摂津市は８．３ポイントと、い

わゆる生産年齢人口の比率が減っている

ということなんです。もう一つ、６５歳

以上の高齢者の人口比率、こちらのほう

が平成１２年、平成１７年とも摂津市は

大阪府で一番低いと。このあたりが摂津

市は若い都市だというふうな印象、これ

は私にはあったんですけれども、この部

分が平成２２年の国調で言いますと平成

１２年度からの上昇ポイントが８．４ポ

イント、これは府下平均を相当上回って
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おります。非常に速いスピードで生産年

齢人口が減っていき、また高齢者人口が

ふえていくと、こんな状況にございます。

　これはどういうことかといいますと、

やはり扶助費等の義務的経費が飛躍的に

増大していく、これは自然増となってい

きますが、その中で、もちろんまたイン

フラを含めた公共施設等の一斉更新時代

を迎えるということが、これは明々白々

でございます。また、さらに多様化する

新たなニーズにも対応していくというこ

とになりますと、やはり減っていくお金

の中でこれら新たなニーズに対応してい

くということでございますから、今まで

優先順位をつけて施策展開をしてきた項

目につきましても、一から見直して、も

しかしたらそこに積み上げたものについ

てはこちらに一部移動しなければならな

いと、こういうふうなことも出てくるか

と思いますので、今後しっかり丁寧な議

論というのは必要だと思います。それか

らわかりやすい説明ということ、こうい

うこともしっかりと念頭に置きながら第

４次行革の見直しということを進めてま

いりたいというふうに考えております。

　それから、組織、機構の話がございま

した。これと危機管理課ですか、これと

合わせてちょっとお話をさせていただけ

ればと思います。本市、人口８万４，０

００人ということで、やはり機構改革す

るときに中で問題になりましたのが、３

０万人とかそれぐらいの都市のようにな

かなか業務を細分化して課をつくること

については規模のメリットといいますか、

スケールメリットがなかなか働かないと

いうふうなことでございました。平成２

３年４月の機構改革におきましては、簡

素で効率的な組織ということを第一目標

として機構改革をし、もちろんこの分に

つきましては統合ということもやってま

いりました。やはり、これはいろんな行

政にニーズを、的確に処理する上で、横

の連携をとっていく上ではある程度の組

織の規模とすることがメリットがあると

いうふうに考えております。

　先ほど危機管理課をつくってはどうか

というお話でございました。危機管理課

といいますのは、自然災害でありますと

かこの辺がメーンになるのかなと思いま

すけれども、今よくいろんな市町村、民

間ではもうこれは当たり前かもしれませ

んけれども、事業継続計画、ＢＣＰとい

うのがつくられております。その中での

危機の想定ですね、実際の危機って何が

あったんですかっていうふうなところの

中では、もちろん自然災害、これは一旦

起これば非常に大きいんですけれども、

日ごろの事業の継続に対する一番大きな

危機というのは、頻繁に発生しておると

いうのがいわゆるシステム障害、システ

ムのダウンです。こういうＩＣＴの時代

ですから、ここがダウンしてしまうと業

務がストップしてしまうというふうなこ

ともございまして、そういうことから言

いましたら、本市で言いましたら情報政

策課、一口に危機といいましてもいろん

な分野に危機というのがございますので、

やはり我々としましては特化して、一つ

の課をつくるといいますよりか、いろん

な分野での考えられる危機を想定しなが

ら、ここをネットワークで有機的につな

いでいくというふうなことも考える必要

があるというふうに思っております。い

ずれにいたしましても今後他市の事例も

参考にしまして、今の危機管理課も含め

まして、本市に一番適した機構について

検討を進めていければというふうに考え

てございますので、よろしくお願いいた

します。

○三好義治委員長　広報の改善点につい
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て、池上課長。

○池上秘書課長　広報の改善についてで

ございますが、市政の情報、市の情報を

市民の方にお伝えする方法としましては、

広報紙、市のホームページ、各担当課か

らのお知らせ等により、わかりやすく伝

えるよう努めておるところでございます。

広報せっつにつきましては、現在月２回

発行しておりますけれども、やはり紙媒

体でございますので、紙面の都合上細か

い情報といいますか詳細まで掲載するこ

とができません。広報紙だけではお伝え

し切れない情報や、あとタイムリーな情

報をホームページを利用して、できるだ

け早くわかりやすく発信するように取り

組んでいるところでございます。広報紙

に関して言いますと、市によって、本市

と同じタブロイド版であったり、冊子化

しているところなど、さまざまではござ

いますけれども、協働の観点からも情報

発信は大事だということはもっともだと

思います。今後とも必要に応じてそれぞ

れ改善、工夫を加えて広報の充実に向け

て取り組んでいきたいと考えております。

必要な人に必要な情報をできるだけ早く、

わかりやすく届けられるよう今後とも努

めてまいりたいと思います。

○三好義治委員長　選挙関係について、

松方局長。

○松方選挙管理委員会事務局長　ご質問

の内容としまして、高齢者の参政権を保

障する、また投票所についてのご質問か

と思います。投票区につきましては、有

権者数、あるいは地域性などを考慮いた

しながら定めております。まず本市の現

在の投票区の状況でありますけども、各

投票区における投票所までの距離につき

ましては、一番遠い地域からの距離が最

も近い投票区は約４００メートル、最も

長い投票区は約１，２００メートルでご

ざいます。面積につきましては、最も狭

い投票区は約０．１４平方キロメートル、

最も広い投票区は約１．２９平方キロメー

トルでございます。投票所に行きやすく

するために投票区を見直すということに

つきましては、高齢の方のことを考えま

すと投票所は確かに近くあるほうが望ま

しいということにもなりますが、その半

面、多くの有権者の方からは、投票所が

狭い、暗い、もしくは入りにくい、また

投票管理者、投票立会人からの距離が近

いので見られてるような気がするという

ような苦情も聞いております。またその

改善を求める声も聞いております。

　本市の投票区は現在２５投票箇所でご

ざいますが、そのうちまだ７か所が投票

所の面積が４０平米以下という状況でご

ざいます。この４０平米以下といいます

のは、本市で期日前投票をしております

１階のロビー、あそこが３６平米でござ

いますので、あれより若干広くなってる

という状況でございます。ですので、投

票に来られた方が入口や会場の構造によっ

て圧迫感とか、暗さを感じておられるも

のと思っております。特に参議院とか、

これからの衆議院の選挙におきましては、

複数の投票となります。さらに投票箱が

ふえますので手狭となりまして、その気

持ちは一層強くなるものと思っておりま

す。

　選挙管理委員会といたしましては、投

票所は投票に来られた方がゆっくり気楽

に、気軽に投票できる環境であることが

望ましいと考えておりまして、狭い投票

区、あるいは投票所をふやしていくとい

うことではなくて、逆に投票所として少

しでも望ましい環境を確保できる広いス

ペースの投票所に変更していくというと

ころの方向で現在も検討を進めていると

ころでございます。しかし、変更するこ
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とによりまして高齢者の方、もしくは障

害をお持ちの方が投票に行けなくなる、

こういったことにはならないように、何

らかの新たな方策は考えなければならな

いというところで、現在今の職員の体制

でありますとか、公職選挙法の法的な解

釈、また必要な経費、こういったことも

考慮しながらどのようなことが考えられ

るのか、合わせて検討いたしてまいりた

いというところでございます。

○三好義治委員長　人事関係で、大橋課

長。

○大橋人事課長　職員にかかわります３

点のご質問に順次ご答弁申し上げます。

　まず、スタッフ職についてのご質問で

あったと思います。ラインとスタッフ職

については、平成９年の機構改革で一定

整理をした記憶がございます。現時点で

も事務分掌条例にその担任事務について

明らかにさせていただいておるところで

ございます。この職員数が減少する中で、

職員一人一人個人の努力の部分と、組織

で対応する努力の部分、この中でこの減

少、職員減の中で対応しているわけなん

ですけれども、そのことからいたしまし

ても、基本的にはラインの部分での対応

をできるだけ基本に考えながらやってい

くということになるというふうに思いま

す。

　それと、公務員の立ち位置と義務化の

部分と、どういう整理なのかということ

で、自治会の例をいただきましたので自

治会ということでの答弁をさせていただ

きたいと思いますけれども、自治会は地

域住民による自主的な団体であるという

ふうに認識しております。ただ地域の自

治活動や行政運営の推進につきまして、

自治会が非常に大きな役割を担っていた

だいてるというふうにも認識しておりま

す。職員がみずから居住する地域におい

てさまざまな自治活動に参加することに

ついては、行政運営を担う職員にとって

は非常に有益、得るものも大きいという

ふうに認識しておりますので、加入する、

しないにかかわらず職員のそういった積

極的な自治活動への参加、参画について

は推進してまいりたいというふうに考え

ております。

　最後に、職員定数問題でございますが、

５８０人という数字もいただいておるん

ですけども、私のほう、私どものほうで

まだ具体的にその数字については明確に

はしておりませんので、細かいところの

答弁というのはなかなかできかねるので

ございますが、今後の考え方ということ

でご答弁させていただきたいと思います。

この６６０人体制に当たる基本的な考え

方としましては、技能労務職の採用凍結、

並びに一般事務職の退職の６割補充とい

うところを基本にこれまで取り組んでき

たというふうに考えております。今後で

すけれども、現下の社会経済状況また自

治体が置かれている行財政環境等を踏ま

えたときに、当然人件費を抑えて歳出を

抑制するという観点からも、総数の増と

いうことは基本的にはないというふうに

考えております。ただし、市民サービス

の維持向上、また新たなサービスへの対

応というのは当然必須であるというふう

にも考えております。この部分で行きま

すと、これまでの手法というのはもう少

し限界といいますか、なかなかこの手法

で対応するのは難しいと。権限移譲やサー

ビスの対象者の増などなどからも、必要

なセクションには新たに配置を考えてい

かなければならないというふうにも考え

ております。

　したがいまして、そこのところを実現

する手法としては今まで以上の積極的な

アウトソーシング、これが一番大きいと
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いうふうに考えております。このアウト

ソーシングの活用につきましては、良質

かつ低廉な公共サービスの提供というサー

ビス改革法の基本理念にも通じるもので

ございます。積極的なアウトソーシング

によってコストを低減し、サービスの維

持向上を図るとともに、削減を図った職

員のうち、幾らかの割合を新たなサービ

ス対応等必要なところにプラス配置をし

ていくということで考えてまいりたいと

いうふうに思っております。

○三好義治委員長　暫時休憩します。

（午前１１時５８分　休憩）

（午後　０時５９分　再開）

○三好義治委員長　再開します。

　北野次長。

○北野総務部次長　財政課にかかわりま

す入札契約制度の関連のご質問と、財政

問題についてお答えをいたします。

　まず１点目でございますが、入札制度

改革をめぐります国の動きと本市の取り

組みということでございますが、平成１

２年に公共工事の入札及び契約の適正化

の促進に関する法律というものが施行さ

れております。これは、入札契約事務の

透明性向上と施工体制の適正化、これを

求めて国が施行したわけでございます。

　我が市はそれに先立ちまして平成１１

年１０月に、１，０００万円以上の工事

を対象に予定価格を事前公表いたしてお

ります。その後、平成１４年１２月から

全ての工事案件において、予定価格と最

低制限価格を事前公表いたしております。

　あと、このご質問の中で、地方自治法

上の議会案件の制約１億５，０００万円

の問題がございました。議会のチェック

をどういう形で図るのかというご質問で

すが、私どもは１，０００万円以上の工

事につきましては、事後審査型の一般競

争入札で行っておりまして、これは入札

の約３週間前に告示をいたします。告示

と同時に、ホームページに情報を全てアッ

プしておりますので、こういう意味で議

会のチェック機能が働くのではないかと

いうように考えております。

　続きまして、小規模登録制度のお問い

でございます。

　平成２３年度の決算につきましては、

６，０２３万円程度を小規模事業者に発

注いたしておりまして、このうち一番多

く受注されている業者でございますが、

額面で申し上げますと、１，６６７万４，

０００円でございます。

　このご質問の中で、未受注の事業者に

ついてのご質問がございました。登録事

業者数、６９社登録しておりまして、受

注されたのが３３社、受注ゼロが３６社。

受注率は４７．８％となっております。

　今後のこの事務の改善でございますが、

さきの６月の議会でも議論になりました

が、一定、受注に偏りが大きいのではな

いかというご質問等もございまして、私

どもといたしましては、ことし８月に小

規模事業者がご自分の事業内容をＰＲす

る機会、これを設けました。これに参加

されたのが、２６社参加していただきま

して、おおむね私ども発注者側も受注者

側も好評でありました。

　これを受けまして、この年度の発注は

かなり広がっておるんではないかと。こ

ういうことを今後も我々としましては努

めてまいりたいというように考えており

ます。

　続きまして、財政問題に移らせていた

だきますが、まず中期財政見通しの中で

交付税をどういうふうに見ておるのか。

地方財政計画との絡みはどうなのかとい

うご質問ですが、現在の交付税、平成２

４年の現金ベースといいますか、出口ベー

スの交付税総額が１７兆５，０００億円
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であります。このうち１兆５，０００億

円は、民主党政権が地方主権ということ

で、交付税に上乗せを加算いたしており

ます。これが今後も続くのかどうか。あ

るいは財務省のほうが、国家公務員の給

料をカットいたしております。このかげ

ん上、要するに地方のラスパイレス指数

が国家公務員を上回っております。こう

いう意味で財務省は交付税を切り込むと

いうような考え方も持っております。

　こういう条件の中、中期財政見通しを

見るに当たって、我々としましては甘い

見方はできないということで、普通交付

税についてはゼロと見させていただいて

おります。そのかげんで臨時財政対策債

も平成２５年度以降ゼロという形で見さ

せていただいておるところです。

　続きまして、消費税の増税のお話がご

ざいました。現在消費税５％のうち、１

％が地方消費税でございます。これが１

０％になりますと、地方消費税の取り分

が１．２ふえて、２．２％になるという

ふうに聞いております。現在この地方消

費税分は交付金という形で交付されてお

りますので、平年ベースで５％の段階で

は約１０億円の一般財源が入ってきてお

ります。これがあと１．２％ふえるとい

うことでございますので、単純に計算し

ますと１２億円という話になるんですが、

按分の仕方が、今の按分の仕方は夜間人

口割りと、いわゆる従業者割りというの

がございまして、本市のように昼間人口

が多い市にとっては非常に有利に働いた

上での１０億円であります。そういうか

げんがありますので、中期財政見通し上

は、この消費税増税、地方消費税の増税

分については、現有と同じ１０億円程度

を見ておるというところでございます。

　その関連で、大阪市の橋下市長の交付

税の廃止論。仮に消費税１０％がそのま

ま地方に来たらどうなるのかというお話

がございました。

　現在、消費税の総額は１２．８兆円で

あります。これが１０％となりますと、

単純に考えますと、２５．６兆円になり

ます。今の考え方でいますと、この分が

丸々、今申し上げたように１％で１０億

円である交付金と考えますと、すなわち

１００億円来るということになる。これ

はほとんどあり得ないという話で、交付

税制度を廃止したとしても、交付税の、

要するに、いわゆる地方消費税交付金の

分配の議論が必ず出てくる。そうします

と、現有の交付税制度と同様の分配の考

え方を新たにつくらなければならないと

いうことになりますので、いずれにいた

しましても、地方交付税制度がなくなっ

たとしても、東京都のように調整交付金

みたいな形で、いなかと都市部とバラン

スよく配分するという考え方が必要なの

ではないかというように考えております。

　続きまして、中期財政見通しの中で市

民の暮らしを守ることについて、どう考

えておるのかということでございまして、

主要事業は平成２４年から平成３０年ま

で積み上げまして、約１１５億５，７０

０万円積み上げております。それに対し

て、社会保障関連事業費、もちろん扶助

費と医療特別会計に対します繰出金、こ

れは現状のまま積み上げております。そ

れを積み上げた結果、この平成２４年か

ら平成３０年の累計が７９７億１，３０

０万円、中期財政見通し上は見ておると

いうことで、我々としましては、市民の

暮らしを守る予算もこの中期財政見通し

の中には十分計数として入れさせていた

だいておるというところでございます。

　最後に、阪急の連続立体交差化事業が

一般財源のみであるというお話でござい

ますが、連立事業そのものの事業主体は
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大阪府でございます。大阪府がこの間、

どういう事業をやるかと申し上げますと、

いわゆる測量でありますとか、設計であ

りますとか、こういう形で大阪府が大阪

府の予算で事業を進めてまいります。そ

こに国費が入って、裏の一般財源負担が

出てきます。この負担の一定割合を本市

が持つわけで、そこの部分の一般財源と。

それと本市独自がまちづくり、ワークショッ

プでありますとか、近隣住民のご意見を

伺いながら、まちづくりをしていかなけ

ればいけないと。そういう部分の基本構

想的な事務諸費用が入っておるというと

ころでございます。

○三好義治委員長　北野次長、野口委員

から民生費の目的別での構成比率を披瀝

されて、今、中期財政見通しの中での扶

助費のこれからのトレンドも話がありま

したけど、その点については、構成比率

については、理事者側としてお答えする

内容はありませんか。

　北野次長。

○北野総務部次長　野口委員のご質問で

いつも民生費の構成比率の問題をおっしゃ

いますが、我々としましてはそれぞれ年

度年度において、それぞれに目的別内訳

というのはかなり大きな移動があると。

それと本市財政の特徴ですが、過去、急

激に、一気に下水道事業を行い、９７．

３％の人口普及率ですか。そこまで上げ

てきたわけであります。そこに至るその

償還財源、これが土木費に入っておりま

すので、先ほどご質問でおっしゃった土

木費がないとプラスであるというような

かかわりがございますので、一定民生費

が客観的に目的別の構成比率が低いと言

え、その市民の暮らしを守ることに力を

入れていないということにはならないと

いうふうに考えておりますし、実際、例

えば、府内市町村の平成２２年度決算な

んですが、ランキングで見ますと単独の

扶助費は吹田市に続いて人口１人当たり

にすれば２位でございます。それぐらい

我々は市民の暮らしを守る予算に重点的

に配分してきたという事実でありますの

で、その構成比で議論するというのは、

我々としてはなじまないのではないかと

いうふうに考えております。

○三好義治委員長　明原課長。

○明原警防第２課長　それでは、中期財

政見通しにおける消防資機材整備につい

てお答えをいたしたいと思います。

　平成２３年策定の中期財政見通しでは、

消防資機材整備に係る経費として、ご指

摘のように１１億６，１００万円を見込

んでおりました。

　主な事業といたしましては、消防車両

整備、消防団の小型動力ポンプ整備、指

令台の整備、消防救急デジタル無線の整

備、耐震性貯水槽整備、そして特殊災害

用の資機材の整備等でございます。

　そのうち、耐震性貯水槽の整備につき

ましては、平成２４年策定の中期財政見

通しにおきまして、大きく計画を修正し

ております。

　続いて、指令業務の共同運用につきま

してお答えを申し上げます。

　総務省消防庁が消防力の効率的運用や

費用面での節減効果、また市民サービス

の向上と行財政上の効果が認められると

いうことから、消防指令業務の共同運用

を推進しているものでありまして、特に

消防通信指令施設の更新に当たって、費

用の低廉化を目的として進めているもの

でございます。

　また、近年災害が複雑多様化、あるい

は大規模化している中で、高度かつ迅速

な対応が求められておりまして、特に大

規模災害時には隣接との連携、又は広域

的な応援が必要になってまいりまして、
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広域的に消防力を運用することが重要と

なっております。

　このような観点から、本市におきまし

て、今日まで隣接市と消防指令業務の共

同運用につきまして種々検討を重ねてま

いりました。平成２２年度以降、大阪府

北ブロックの複数の自治体と指令業務の

共同運用について、その効果や課題の整

理を行ってまいりまして、財政面や市民

の皆様にとって考えられる満足度等を、

総合的に検討いたしました結果、現在、

吹田市、茨木市、本市の組み合わせで、

３市で消防指令業務の共同運用を推進す

べく準備段階に入っております。

　消防指令業務の共同運用は、３市で地

方自治法の規定によります協議会を設立

しまして、３市からそれぞれ職員を派遣

し、一か所のセンターで消防指令業務を

運用するものでございます。

　また、広域的な応援体制の強化は今後、

どうなっていくんだというご質問ですが、

過去から数多くの消防相互応援協定を締

結してきておりますが、指令業務の共同

運用についての議論が活発化しました平

成２２年度以降、本市と吹田市、また本

市と茨木市の隣接境界付近における火災

その他の消防業務についての相互応援を

より強化することを目的として議論しま

して、平成２３年４月には各消防長間で

申し合わせ事項を確認いたしたところで

ございます。

　消防指令業務の運用によりまして、先

ほど申し上げたメリットはたくさんござ

いますが、やはり消防力の広域的な連携

強化というのは大きな要素であるという

ふうに考えております。

○三好義治委員長　公室長。

○乾市長公室長　野口委員の第４次行革

をめぐる関連の質問にお答えいたします。

　市税収入が減少傾向にある一方で、扶

助費や公共施設の耐震補強費などが増加

する状況の中では、効率の悪いサービス

は見直さざるを得ないと考えており、そ

うすることが持続可能な市政運営に通じ

ることとなり、ひいては市民の暮らしを

守ることにつながるのもと考えておると

ころでございます。

　「あればいいな」という私の発言でご

ざいますが、あればいいないというサー

ビス、そういうふうに思われるサービス

は、時とともに変化するものというふう

に考えております。例えば所得の大小、

あるいは資産の有無にかかわらず、一律

に多くの市民の方に実施される個人給付

事業でありますとか、あるいは無償で行っ

ているサービス、こういったものは今後

やっぱり見直しの対象になってくるので

はないかというふうに考えているところ

でございます。

○三好義治委員長　野口委員。

○野口博委員　時間の関係もありますの

で、多くは要望にさせていただいて、幾

つか再質問ということで２回目に入って

いきたいと思います。

　最初に市税の滞納処分にかかわる諸問

題であります。

　いろいろ数字はいただきました。特に

問題にしてるのは先の本会議でも議論さ

せていただきましたけれども、この滞納

分の差押えをし、差押えされた後、その

方が市役所に来られます。そこでどうい

う判断基準で進めるかという問題であり

ます。

　お話にあった滞納整理部会の議事録が

ありますけども、保険会社のケーススタ

ディーなども勉強しながら、そこで、い

わゆるお金を回収するということを主に

した論議が一方でされているわけです。

それも前提として滞納処分の執行停止に

関する事務取扱がありますけども、例え
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ば対象の方々が生活保護基準だとか、生

活実態を見たときに、こういう基準で判

断しますよというのがあるんです。それ

から見れば、この生活保護基準の状態に

なることがわかっているのに差押えをし

たり、それで返済を迫っていくと、分割

納付をしていくということが、みずから

決めているこういう滞納処分に係る事務

執行で問題ないのかということを提起し

ているわけであります。

　例えば、取り扱いの中で２項について

は、滞納処分の執行停止の要件で、その

マル２に生活を維持できなくなる程度の

状態にある場合は、滞納処分の執行をし

ないと。それは当然、行政側の基準とし

ては生活保護基準だと思いますけれども、

今国のほうがこの生活保護基準でも、生

活保護費から国民健康保険料を払わせた

り、こういう市税も取ろうとしているわ

けでありますけれども、いわゆるこれ以

前にしかなった、本人が了解いただけれ

ば集めていくんだというのが国の方針の

方針転換でもありますし、そういうこと

も相まって、いわゆる最低限度の生活が

できない状態でも分割納付を迫っていく

んだということになっていないかという

心配をしているわけです。もう一度、ご

答弁いただきたいと思います。

　市民税にかかわる問題であります。い

ろいろ担当課長から雇用者収入の減、一

方では輸出関連企業の成長もあり、逆に

プラスになんだという話もありました。

　よく僕らもお話しますけども、平成１

８年度に対して平成２３年度は個人市民

税の納付者数が５．４％、２，０８４人

減っています。これを金額で言いますと、

９７年消費税が５％に増税されましたけ

ども、これと平成２３年を比べますと、

７１万８，２００円、いわゆる所得金額

が下がっているわけです。それだけちょっ

と長いスパンで見ても、生活はしんどく

なっているという状況をぜひ見ていただ

きたいと思います。

　そこで企業の実態をより分析していた

だいて、若干ご答弁いただきたいと思う

んですけども、１号法人から９号法人が

あります。９号、８号法人が大体大企業

といわれるところであります。これが１

９億円、２０億円近くの平成２３年度法

人市民税の中で、約３分の１を占めてい

るわけであります。

　一番多い企業数のランクが第１号法人

で、資本金１，０００万円以下、従業員

数が５０人を超えないというところの企

業状況で２，０４４社、いわゆる約３，

０００社の中で３分の２を占めているわ

けです。統計では、平成８年と平成１８

年を比べますと、企業数が１８％減って

います。減った中での約９割は、従業員

数４９人以下であります。

　いろいろ企業のこの中身によって、税

金の出入りはありますけども、こういう

数字を見ていただいても、やっぱり中小

零細業者がたくさんいらっしゃって、大

変な営業活動、事業活動を行っているん

だというところもきちっと見ていただい

て、いろんな施策に反映していただきた

いということを改めて強調しておきたい

と思います。

　市有地の問題であります。先ほど数字

が少しありました。たくさんありますの

で、時間の関係があるので、一つ、二つ

申し上げますと、平成６年度前後に区画

整理事業で今から考えればごっつい高い

金額で市が買い取っているという状況が

あります。先ほど課長のほうからお話が

あった平成２３年度売却した中の１つで、

東一津屋のナンバー２ですね。平成６年

度に５億８，０００万円で買ったのが評

価額が今、６，３００万円であります。
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約９分の１に下がっています。区画整理

関係は、大体６分の１，５分の１、４分

の１。平成６年、平成７年当時に買って

いるわけであります。

　ちなみに平成６年というのはシェイプ

アップ作戦、これは副市長はご記憶にあ

るかもわかりませんけども。たくさんの

借金をしてきて、今、大体、債務負担行

為の中身はいわゆる業務委託の関係費用

でありますけども、この当時ほとんど土

地開発公社の土地買収金額で。例えば平

成６年度は２５４億円の債務負担行為。

ほとんど土地の買収です。こういうこと

を行っていたということも紹介しておき

たいと思います。こういう大変な損をし

た結果になっていると。

　ちなみに関連して、いつも議会でも申

し上げますけれども、今回、土地開発公

社を整理するための坪井ガード横のあの

土地は、平成１３年に９億３，０００万

円で買いました。これがこの路線評価で

は４億円で、半分以下であります。

　もう一つは、いつも問題にしています

旧梅丹跡地。今は公園でほとんど活用さ

れていませんけども、当時は千里丘三島

線拡幅のために必要な面積は１８％で済

んでおったのに全部買いました。４億円

の借金をして買い戻して、２，０００万

円のお金をかけて公園に整備をしました。

こういうことも行ってきたと。

　こういう経過を見ますと、やっぱりそ

の都度、行政の判断は当然あると思いま

すけども、こういう処分について、活用

について、そこに市民が入っていないか

ら、行政が勝手にフリーハンドで物事を

決めるという、この悪い結果だと思って

います。そういう点からしても、今、３

２か所が出ていますし、またこれからい

ろいろ出てくるかもわかりませんけども、

こういう市有地の処分・活用問題につい

ても、やっぱりきちっと住民合意を押さ

えていただいた取り組みをやっていただ

きたいというふうに思いますが、一言、

副市長のほうからご答弁をいただければ

と思います。

　次に、二つの小学校跡地の問題であり

ます。これはもう、課長がおっしゃって

いるとおりで、少し詰めて進めていただ

きたいと思うわけでありますけども、こ

の暫定期間を待たなくても、ぜひやって

いただきたいと。この行政側の方針が決

まらんでもいいわけですよ。これをどう

しましょうかと。実際この活用について

いろいろ署名も集めたりして、投げてき

ているわけでありますから。受けとめて

いただいて、論議を始めていただきたい

と。その結果、例えば一部処分、多くは

活用、全部処分とか、いろんな結果が出

るかもわかりまへんけども、要は活用に

ついて、まちづくりについて論議をして

いただきたいと。これは暫定期間の終了

を待たないでもやってほしいと思います

ので、これは要望にしておきます。強調

しておきます。

　平和施策の問題であります。来年の３

０周年記念に向けて、一つの切り口とし

て世界的な核廃絶に市としても一地方自

治体でありますけども、寄与できる、そ

ういう取り組みを進めていただきたいと。

所定の協議会でそういう角度を提案して

いただいて、進めていただきたいと思い

ます。

　今、平和市長会では、先日、市長は平

和市長会の名称を平和首長会議、いわゆ

る町村長も参加できるように発言をなさっ

たそうでありますけども、そういう名称

変更も含めて今、いろんな運動が広がっ

ております。とりあえず、来年８月に第

８回平和市長会議が開かれます。それに

向けて今現在、１０月１日時点で、１５
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５か国、５，４４３都市が参加をしてお

りますし、平和市長会として２０１０年

１２月から署名も取り組んでいます。核

兵器禁止条約の早期開始等を求める署名。

これが１１月１日時点で５７万３３７筆

集まったという数字が出ています。でき

れば、いろんな考え方もありますから、

くくっては運動できないといいますけど

も、本市としてもこの平和市長会に取り

組んで、この署名について取り組めない

かということを一応投げておきますので、

一回検討していただきたいと思います。

　市の広報問題はもう結構です。なかな

かいいご答弁は来ないかもわかりません

けども、しかしやっぱりちゃんと中身を

わかっていますので、いわゆるまちづく

りの基本である情報発信のところの一番

出発点でありますから、いろんなメディ

ア、発信の武器はありますけども、一番

重要な情報発信の資料でありますし、他

市から来た方がまず見るのは、市の広報

であります。そういう点からしても改め

て、改善を求めておきたいと思います。

　次に、地元業者育成、公共事業入札問

題であります。

　いろいろ議会のチェックができる今の

状況、姿についてもお話があったり、こ

の間の取り組み状況についてお話もあり

ました。なかなか小規模の自治体ですか

ら金額的にもそんなに多くはないわけで、

その中でも苦労されて、公明性だとか公

平性だとか、その中で地元業者の育成に

寄与していくという立場でいろいろご苦

労されていると思いますけども。今の入

札制度の改善問題では、その関係著書な

んかを読みますと、基本的には総合評価

方式で来ておりますけども、業者が決ま

るまでに、いろんな取り組みがなされて

おります。究極は、千葉県野田市の公契

約条例が当然ありますけども。例えば価

格を重視した、安い、低いで判断すると

ころから、この政策入札だとか、福祉入

札だとか、いわゆる受注先の賃金実態だ

とか、社会貢献性だとか、いろんな総合

的に評価できる形で業者を選定すると、

決めるという運びであります。

　豊中市などは、庁舎内の清掃だとか警

備、管理にかかわる委託で、労務提供型

契約制度と。いわゆる委託先が変わった

としても、働いている方は継続していた

だくという、こういう条件をつけて業者

を決めるということになっておりますし。

いろんな総合評価をするためのやり方は

あると思いますので、ぜひいろいろ専門

でやっておられますから、よりお互い勉

強していただいて、いい方向に改善を求

めておきたいと思います。

　小規模登録の問題については、大阪府

下でも金額的には９０万円になりました

し、いろんなご苦労をされながら目的を

達するのに頑張っていただいていると思っ

ております。

　そこで、８月にＰＲの機会を設けたと

おっしゃっているわけです。しかし現実

問題は、この６９社、平成２３年度登録

した数に対して、１回も仕事を受注しな

かったのが３６社という話もされており

ます。いろんな聞くのはやっぱり登録し

ても、なかなか仕事は来ないと。当然、

業種によって来ないところもありますけ

ども。半分を超える方々が年間で１回も

受注機会がないというこの問題は実際に

あるわけで、そういうことも含めてより

改善を求めておきたいと思います。

　投票所の問題は、何らかの方策などを

検討していきたいということで課長はおっ

しゃいましたけども、いろいろ理由は述

べられましたけど、原則は結局、民主主

義である選挙のできる条件を、いかに行

政として用意するかという立ち位置にな
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るわけで、その点から何らかの方策とおっ

しゃっていますけども、それに近づける

努力を、見直しをやっていただきたいと

いうことで、後々の成果を見ていきたい

と思います。

　次に、災害対策にかかわる諸問題であ

ります。

　液状化の問題だとか、いろいろお話を

していただきましたが、ことしに入って、

いわゆる地域防災計画など、この防災計

画をつくるために住民合意を進めていく

立場から、地域防災団体、地域自主防災

組織だとか、学者等を入れるという、そ

ういう法律に変わりました。条例も改正

されました。いろんな意味で、いろんな

ご意見もあってそうなったと思いますけ

ども、要は和歌山に視察に行きまして、

またその釜石の奇跡といいますか、３条

件がよく言われています。これは想定に

とらわれるな、最善を尽くせ、率先避難

者たれという、３条件がよく言われてお

りますけども、事が発生した場合に、自

分が住んでいる地域がどういう位置であっ

て、地震の場合、地震の程度、浸水の状

況によってどこを通って、どこの避難所

に逃げればいいのかというのが、それを

一応目標にして逃げる防災ということで

決めているわけですわね。頑張っていろ

んな整備をされているわけです。だから

明るい時間帯でも、冬の暗い時間帯でも、

そういう災害が起きた場合でも対応でき

る条件整備をやっているわけです。この

間、お話にあったように、中央防災会議

の摂津市の地震の強度は、震度６弱から

６強ということで。しかしこれはもう、

本市の地域防災計画上では、上町断層帯

地震の想定でやっているわけで、そうし

ますと１１０人の死者だとかの数字があ

りますけども、一応つくっているわけで

すから。それを具体的にどの地域は地震

の場合はどういう被害状況になるのかと

いうことを詰めていただいて、それを受

けて、じゃあその被害想定のもとで自分

たちはどういう動きをしましょうかと。

それに必要なインフラをちゃんと整備し

ていくというこの流れで、ぜひ進めてい

ただきたいと思っています。

　どっちにしても、より市民目線で物事

を進めていただきたいと思います。その

関係で一つ論議したいのは、災害時の公

務労働者のあり方の問題であります。職

員の数の問題もありますけども、どんど

ん減っていけば、いわゆる災害時に対応

が弱い自治体になっていきます。住民の

方も含めて、地域の隅々にネットワーク

をつくっておれば、それが災害に強いこ

とにつながっていきますので。でもそれ

を進めるためにもやっぱり、必要な公務

員の数が要るわけで、どんどん減らした

ら災害に弱いまちになっていくことは目

に見えています。しかし財政難というこ

とで、一方でそういうこともやらなけれ

ばならないという問題もありますけども、

そこでいろいろ問題提起しておきますけ

ども、本市も非正規職員が３８％いらっ

しゃいます。四百数十名になります。し

かし災害が発生したら、待てません。だ

から、市の仕事を構成している正職の方、

非正規の方を含めて、災害発生時にどう

いう対応をしていくのかという点での課

題がありますし、また市内にある福祉施

設なり学校などでも、学校の先生の数が

これだけだと、施設職員がこれだけだと。

こういう災害が発生した場合にどうなの

かとか、いろんな切り口があろうと思い

ますけども、そういうその職員体制と災

害の対応問題について、一度研究してい

ただきたいということをお願いしておき

ます。

　総合計画の問題です。いろいろ基本的
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な考え方については、課長のほうからお

話がありました。先ほど、１回目に申し

上げましたけども、いろんな仕事を一緒

にやるということはそれで大事なことだ

と思っています。しかし、総合計画上の

協働という位置づけは、何回も言います

けども、政策立案過程から情報を提供し

て共有して、そこで市民のご意見を計画

決定に反映していくと。そういう意味で

の協働というのが一番の土台にあると思

うんです。そのためには職員としても大

変な努力が、僕は要ると思っております。

僕らもなかなか議員の立場で地元で話を

させてもらったり、いろんな物事につい

て話をします。別の問題ですけども、今

回の広報に財政問題の説明がありました。

先ほど申し上げましたけども、決算の説

明の欄に摂津市の財政状況を、家計に例

えて説明してます。聞いたら初めてだと

おっしゃったので。大変わかりやすい中

身であります。こういうのも活用して僕

らもお話はさせてもらうんですけども、

なかなか市民との関係では、いろんな意

味で苦労します。一工夫も要ります。そ

ういう点でのいろんな汗をかいていただ

くことが必要だと思っておりますし、お

話にありましたようにぜひそういう考え

方をお持ちだと思いますので、ぜひ、こ

ういう協働、いろんな取り組みの協働で

はなくて、一緒に考えて物事を決めてい

くという、そういう政策決定過程での協

働の姿が発表できるように努力をしてい

ただきたいということで要望にしておき

ます。

　第４次行革の問題であります。４次行

革の残りの問題に関連して、課長のほう

からいろいろお話がありました。その年

齢構成、生産人口年齢だとか高齢者とか、

各年齢構成の変化もるる披瀝されました

けども。この前、ちょっと箕面市のホー

ムページにアクセスしてましたら、あそ

こは子どもの医療費助成制度、９月議会

で提案されて、中学校卒業まで所得制限

なしで年齢拡大が可決されたわけですけ

ど、その財源はといったら市立の保育所

を民間委託する、このお金を使ってとい

うこの記事が載っていました。これは言っ

たら、摂津市は若いまちだということを

言いたかったわけで、頂いた資料で平均

年齢、摂津市は４２．８１６歳です。全

体的に４０そこそこから、千早赤阪村の

５０歳代にこう、上がるわけであります

けども、低いほうから４番目。だから４

番目に若いまちだということになるわけ

であります。

　いろいろ税金を納めている方々の数が

いろいろ移動したり、逆に子育て世代だ

とかそういう非生産年齢人口もふえると

いう構造もありますけども、一方では今

申し上げた大変若いまちでありますから。

そういう点も参考にしていただいて、第

４次行革の今後の積み残し。また職員の

数を見ても５８０人にすることの意味も

全然わかりまへんけども、１０年後、平

成３２年は第４次総合計画の最終年度で

ありますけども、８万人の人口を想定し

た場合に、この５８０人の職員規模がど

うなのかという問題も切り口としては検

討課題に入ってくるかわかりまへんけど

も、ぜひそういう若いまちだということ

も入れていただいて、検討していただき

たい。

　ただ、先ほど個人給付とおっしゃった

けども、この前、個人給付を復活してい

るんですよ。あなた方があかんと削って

いたやつを復活したわけで、僕らは反対

しましたけども。だからいろんな理由が

つくなということで受け取っております

けれども、そうではなくて、摂津市のい

ろんな特徴に応じて、その中でいかに市
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民の暮らしを守っていく立場で、行革を

進めていただきたいということで、取り

組みを、そこに立ち位置をきちんと決め

てほしいということを申し上げておきま

す。

　危機管理の問題については、いろんな

考え方が当然あります。しかし一般的に

は近隣各地を見て、ほとんど危機管理室、

危機管理課があります。危機管理対策本

部が箕面市でありますけれども。それな

りのやっぱり理由があろうかと思います。

おっしゃっている小規模自治体ですから、

いろんなそういうところからの判断もあ

ろうかと思いますけども、システムの故

障など、いろいろ理由という話がありま

したけども、やっぱりきちっとつくって

いただいたほうがいのではないかと思っ

ています。

　関連で、先ほど財産管理だとか市営住

宅の問題、いろいろ摂津市の防災管財課

がたくさんの業務を持っていると。一番

の責任者が異動されたということの中で、

大変な仕事量だと思っております。そう

いう点では来年のこの職員体制を決める

ときには、一定考慮していただいて、き

ちんと仕事ができるように職員配置をお

願いしておきたいと思いますけども、こ

の点はご答弁いただきたいと思います。

　職員のあり方の問題です。先ほど課長

のほうから原則的なお話をしていただき

ました。少し関連して申し上げますと、

大阪市の状況であります。橋下市長がこ

んなことをいろんな場面で言われて、皆

さんもご記憶にあると思います。

　例えば４月の新規職員発令式で市職員

は市民に命令する立場ですという発言を

行いました。４月大阪市会で我が党の質

問に対して、職員は市民の顔色でなく、

市長の顔色を見て仕事をするのは当然だ

と。就任後初の施政方針演説では、職員

が民意を語ることは許しませんと。７月

５日の記者会見では公務員も公人、プラ

イバシーもない。だから政治活動を制限

して当然と、こういう許されない発言を

彼は一応繰り返しているわけであります

けども。改めて先の本会議で市長がああ

いう答弁をされました。後から少し、ちょっ

とやわらかく訂正しましたけれども、行

政として、こういう任意団体に対する強

制加入の義務化問題について、またはそ

の憲法だとか地方自治法上の職に係る問

題に抵触することについて、義務化とか

強制がいいのかどうかという問題につい

て、どういう結論を出すのか。この場で

ご答弁をいただきたい。これは副市長の

ほうからお願いします。

　財政問題であります。なかなか難しい

ですが、１点だけお話します。

　市民の暮らしを守るということで、い

ろいろ中期財政見通しが書かれてる資料

で、これだけ使っていますという話をさ

れています。当然数字的にはそうでしょ

う。一番身近に、住民に直結する自治体

でありますから、１００％その予算が市

民生活にも直結するということは、そう

いうことだと思っています。しかし行革

でもそうでありますけども、なかなか中

期財政見通し上、ああいう形で主要事業

の計画は出ますけども、総合計画でこの

福祉充実が一番と求めているだけでも、

そういうことに対する答えが文面上も出

てこないと。ただ、いろんな詳しいかか

わりを関係課でいろんな制度を見直した

り、改善したりする中でそれはわかるわ

けで、その基本となる財政問題のところ

でも、または企画の中でも、そういう切

り口できちんと位置づけた取り組みをわ

かりやすく進めていただきたいというの

が趣旨であります。もう一度、ご答弁い

ただきたいと思います。
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　最後に阪急連続立体交差の問題であり

ます、総務常任委員会ですから、限界が

ありますけども。

　これとて、先ほど総事業費を申し上げ

ました。２０年ほど前に出された事業費

概算では、総事業費３６７億８，０００

万円。これは今、完成し開業ている一次

の平面の摂津市駅も含めての金額であり

ます。そのときに摂津市の負担額は７８

億４，４００万円。大体これからの高架

だけでも５６億円ぐらい、この概算から

すればなるだろうと思っています。市長

は来年度の予算編成方針のところでも、

夢という言葉の中に関連して、いろんな

開発のことを並べられます。しかしそう

いうことに対する市民的な合意は得ない

で、どんどん決定していくということが

ずっとやられてきています。僕らもいろ

いろ、それが全て悪いとは言いませんけ

ども、やっぱり市民的にはきちっと情報

を発信して決めてくるという手続きをやっ

てほしい。開発問題で我が党はその必要

性の問題とか、財政面での影響だとか、

まちづくり、環境にどうかといういろん

な角度から検証していただいて、その上

で住民にその情報を発信して、より多く

の方々の合意に基づいて、事を進めてい

くんだということは最低進めていただき

たいと。というのはこれからどんどん市

民生活は大変になるわけで、そこで財政

も大変、しかしたくさんのお金がかかる

事業を進めねばならないとなった場合に

は、結局、行き着くところは職員削減で

あり、いろんな制度の切り捨てでありま

す。これではあかんわけでね。そういう

ことから申し上げているわけで、こうい

う大きな工事については、進め方につい

て、やっぱり多くの方の、住民合意をとっ

ていくシステムをぜひつくっていただき

たいということについて質問をして２回

目を終わります。

○三好義治委員長　最後の阪急連続立体

交差化の問題は住民合意のシステムとい

うことの質問ですね。それでは、６点に

ついて答弁を求めていきたいと思います。

　それでは市民税の滞納処分に関して、

東角部参事。

○東角総務部参事　まず市税の滞納処分

については、どのような滞納整理をされ

ているかというご質問と、それから生活

保護基準についてはどうお考えかという

ご質問について、お答え申し上げます。

　まず、差押えに至るまでの経過でござ

いますが、確かに平成２０年９月に起こ

りましたリーマンショック以降、不景気

が続いておる中で、滞納整理などについ

ても厳しい状況にあることは、十分思っ

ておるところでございます。個別の内容

については、お答えをちょっと差し控え

させてはいただきたいのですけれども、

まず、滞納処分でございますが、法律、

国税徴収法に基づきますと、督促状の送

付から１０日を経過した日までに完納し

なければ差押えの手続ということになっ

ておりますが、実際にはそこまではして

おらず、督促状を発送し、それからコー

ルセンターにより何回もお電話をかけさ

せていただいて、それから催告も出させ

ていただいて、あるいは夜間もお電話さ

せていただくなり、あるいは毎月の第４

土曜が納付のご相談日でございますので、

そういう日を設けたりと、そういうこと

をしておりますが、それでも連絡もなく

１年ぐらい経過して、それでも反応がな

く相談に来られない方もおられます。す

ぐ、滞納処分というようなことではなく

て、そのような機会を通じて、できるだ

け早いうちにご相談に来ていただければ、

というふうには考えておるところでござ

います。
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　それで、まず生活保護基準に該当して、

例えば市民税につきましては、当然市民

税は前年中の収入に基づいての課税でご

ざいますので、翌年度の市民税は発生い

たしません。それから、当該年度に生活

保護基準に該当された場合でございます

が、生活保護の開始前にかかります年度

の市民税につきましては、前年中の収入

に基づくため、あるいは資産、財産をお

持ちの場合につきましても、でございま

すが、そのような場合につきましては、

税の支払義務は免れないものと考えてお

ります。

　また、先ほど委員がおっしゃいました

とおり、地方税法の第１５条７の第１項

第１号でございますが、当該年度で生活

保護基準を満たし、なおかつ資産、財産

などがございません場合につきましては、

滞納処分の執行停止をしておるところで

ございます。

　そのような状態の中で、さまざまな納

付のご相談につきましては十分に耳を傾

けて、柔軟な対応ができるように努めて

いく中で、法令遵守をしてまいりたいと

いうふうに考えております。

○三好義治委員長　山本次長。

○山本市長公室次長　住民合意、住民へ

の説明等々にかかわりますご質問にご答

弁を申し上げます。

　市といたしましては、政策決定を行い、

その政策決定の内容につきまして議員の

皆様、また議会関係者の皆様にご説明を

し、あわせて必要に応じて市民、地元市

民の皆様のほうにご説明をしてまいって

いるということは過去、現在もそのよう

にさせていただいているという認識を持っ

ております。今後におきましても、その

姿勢は変わらず同様に執行していきたい

というふうに考えております。

　次に、機構、特に危機管理課、危機管

理室というところでございますが、機構・

組織につきましては、学者のお話によれ

ば、１００人いれば１００通りの機構が

できるというようなことをご説明される

学者の方もいらっしゃると思います。個

別、危機管理への対応についてでござい

ますが、先般、関西電力のほうが計画停

電という、現実にはなかったということ

で我々、ほっとしておるんですが、そう

いう際において、総務部のほうから、各

部それぞれがそれに対応できるようにシ

ミュレーションをしておくようにという

指示のもとに、各部がそれぞれいざとい

うときに対応する準備をしているという

ような状況でございます。

　組織につきましては、人口規模、職員

の規模等々で決まっていくのであると考

えており、そういう意味で行革の中でシ

ンプルでスピード感のあふれる組織とい

うことを目標にヒアリングを行い、現在

の機構になっているとの認識をいたして

おります。

　続きまして、職員への自治会加入と申

しますか、その関連でございますが、職

員が効率よく仕事をする際には、公私の

切りかえといいますか、オンオフのスイッ

チの切りかえといいますか、これが大変

重要であると考えております。ただ、自

治会活動ということは、先ほど大橋課長

のほうからもありましたように、職員そ

れぞれが地元に帰り、その地元での活動

等々をすることが、それが公務に帰った

ときに、日々の仕事により一層生かせる

ものではないかというふうに考えており

ます。

　また、地元と申しますか、我々公務員

という立場でおりますので、地元の皆様

からすれば、やはり公務員という立場で

あれば自治会のほうに入り、活動をすべ

きではないかというご意見があるという
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ことは、地元住民からすれば一つの考え

方ではないかというふうに考えておりま

す。

○三好義治委員長　山本次長、今の住民

合意に関する答弁は、阪急連続立体交差

事業の推進などで、その意思を受けて進

めているという答弁をしたということで

すね。

　それでは、市有地の売却・活用を住民

合意で行うべきだという、副市長への質

問だったんですけど、この点にだけお答

えいただけますか。副市長。

○小野副市長　市有地の売却についての

考え方なんですけども、野口委員が言わ

れたように、平成２４年３月時点での公

社が所有する土地は４件ぐらいであった

と思うんです。そのうちの３件の取得が

大体、平成３年、４年、５年、６年ぐら

いに集中していたと思います。確かあの

頃は、私は横で聞いていて、「土地は有

限なんだ、だから土地は持っておかない

といかん」というような論議が幹部でさ

れていたことが耳に残っております。し

かし、これほどまでに、その土地がこう

いう状況になるということは、あの時点

では、なかなか想定できず、行政は土地

を持っておかなければいけないというふ

うなことであったことを昨日ように覚え

ております。

　それで今後の部分につきまして、大き

な問題は、例えば今回の議会でも出てま

した、平成２４年度に予算に５億数千万

円入れました。これ鯵生野団地、鳥飼野々

団地跡の土地について、議会で議論され

ました。もう少ししてまいりますと、２

小学校跡の用地は平成２６年３月でござ

いますから、それからどうするんだと、

多分この辺が大きな中身で言っておられ

ると私は理解するんです。今後において

一つ言えることは、土地取得は間違いな

く今までの議論の中で出ておりますよう

に、事業目的が明確でない限り、いわゆ

る以前のような土地は有限であるという

ような形で土地の買収をしない。あくま

でも事業目的がきちっとあると、それも

いつまでにどうするのかということが、

これも総務常任委員会でも相当議論され

ました。これは間違いないというふうに

思います。土地の売却につきまして、こ

れは私まず一番大事なのは、いま一度議

論もし、これからも続く議論であります

から、いかにその庁内合意をとるかとい

うことをもう少しきちっとしておく必要

があるというふうに副市長としては思っ

ております。

　いわゆる全庁的に、市長が言っていま

すオール摂津で進んでいくと。市民の大

事な財産でありますから、小規模な土地

だけを見ても、活用の目的が見出せない

ものは別にしまして、このような大きな

土地についての庁内合意、私はその上で

市の方針をもって、私はまず議会に丁寧

に話をし、市民代表の議会の意見を聞く

ということが、まず第一番であるという

ふうに思います。

　その中で必要なものについては、当然

ながら議会議員各位の意見も聞きながら

地元に入っていくことも当然あるでしょ

うし、市の方針の中で進めていくものも

あると思います。これは一律にいきませ

んが、いずれにいたしましても、その手

続の一口で言うなら透明性、それから流

れの公平性、プラス説明責任がやはり果

たせるかどうかということを主眼におい

て、この土地の売却なり今後の活用につ

いてどうするかということは、これをも

う一度庁内の中で一定の議論をし、まと

めていくということを、今野口委員のおっ

しゃってる議論の中で感じたというとこ

ろでございますので、そういう考え方を
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もって今後進めてまいりたいというよう

に考えております。

○三好義治委員長　野口委員。

○野口博委員　最後にしますが、最初の

納税課の問題です。最後に課長のほうか

ら法令遵守したいという発言があったの

で、これでおさめますけども、いろいろ

国のほうの姿勢が、いわゆる生活保護費

から本人の承諾があれば、いろんなその

公共料金にしても、とっても構わないん

だという、できるような条文に、姿勢に

変わりつつありますけれども、本来、間

違った中身であります。何回も申し上げ

ますけれども、この憲法が保障する生活

保護基準に合致する状態であれば、そう

いうことをちゃんと受け入れて、対応し

ていただきたい。

　よく昔、若いときはサラ金の相談がた

くさんあって、毎日のほど二、三十年前

は行ってましたけど、サラ金業者に。サ

ラ金業者でも、いろんなそのやり方があっ

て、登録している業者もあれば、ない業

者もあります。いろんなその役割が決まっ

ていて、おどして返済を決める役もおれ

ば、おさめる役もおります。でもそうい

う消費者金融でも、その実態を見て、例

えば数千円でも納めれば、その後の分割

をどうしましょうかとかなるわけですわ。

今回遭遇したのは、お金返してないのに

５人家族で生活できない状況で、これか

ら毎月１万円の返済を迫るということで

ありますので、４年分の滞納があったと

か、おっしゃったいろんなその督促から、

いろんな努力をされて、そこに至ったわ

けでありますけども、市民の中には、払

いたくても払えないという方もたくさん

いるわけで、市役所のいろんな通知を見

たら、びくっとする方もたくさんおるわ

けです。そういう方々が実際もうこれま

で来なかったけども来たわけです、差押

えくったから。そこで話のチャンスです

わな。ちゃんと差押えを返した上で、そ

ういう法律に基づいて処理をしていくと

いう立場にぜひつなげていただきたいと

いうことで、お願いをしておきます。

　副市長から答弁があった問題で締めた

いと思うんですが、いろいろ過去のこと

だからということであるんですけども、

以前は大変な財政、借金状態で、この近

辺含めて大阪府下でも第３位の借金地獄

の事態である年度もありました。

　先ほど申し上げた平成６年はシェイプ

アップ作戦をやってました。この当時は

一般と特別会計で８０１億円の市債残高

であります。債務負担行為が２５３億円、

業務再構築運動が平成８年に始まってお

りますけど、この年度は一般・特別会計

の市債残高が９１８億円です。債務負担

行為が２４９億円となってます。どんど

ん、公共下水もそうかもわかりませんけ

ども、土地をいっぱい買って、いけいけ

どんどんで来たという。時代が時代です

から、それでくくってもいい面もありま

すけども、私の長崎の中学校時代の友達

ですけども、最近わかったんですが、中

卒でお金ためて、堺の野田のところで不

動産を開発したと。バブルの時にそれに

迎合しなかったと、緻密な営業をしたと。

だから助かったんだとおっしゃってます。

そういういろんな外的要因の変化もあり

ますけども、税金ですから、どう使い、

どう活用するのかと、何のために活用す

るのかということもありますので、副市

長もおっしゃられたそういう多くの方々

にさらしていくとやっぱり、庁内でちゃ

んとした慎重論議を行った上で、そうい

うことにちょっとつなげていただきたい

ということを改めて申し上げて質問を終

わります。

○三好義治委員長　野口委員の質疑は終
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わりました。

　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　それでは質問をさせて

いただきます。

　私も久しぶりの総務常任委員会という

ことで、平成１３年から平成１５年途中

のまでは総務常任委員をやらせていただ

きましたけども、９年ぶりになりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

　それでは番号を最初に申し上げますの

で、ご答弁される方は番号をおっしゃっ

ていただいてから、ご答弁いただきたい

と思います。

　まず１番目、歳入についてです。先ほ

ど来、歳入について議論がありましたけ

れども、私は予算当初の見通しをされた

ことと、決算での結果について、その見

通しがどうであったのかという観点から

評価をちょっと説明いただきたいと思い

ます。決算書でいいますと２６ページに

なりますが、款１の市税収入、総額的に

は当初予算が１７２億円であった見込み

に対して、決算は１８４億円ということ

で１２億円ほど増額となっています。一

番大きな要因はもう見てわかるとおり市

たばこ税ですね。当初は７億８，０００

万円から１８億９，０００万円というこ

とで増額になっていますが、それ以外に

例えば個人市民税は当初予算よりも約２

億円増額となります。これはパーセント

にしますと約６％、それから法人市民税

は１億６，０００万円の減額で、これは

パーセントで約８％ということになりま

す。

　決算概要の３ページには、平成２３年

度は前年度より減収した理由として、市

たばこ税と個人市民税が減少したことが

原因であり、企業業績は回復傾向にある

ものの個人所得まで波及せず、個人市民

税が減少しているものと推測されると、

これは決算から読み取れる結果ですけど、

当初の推測とこの決算で最終的にはこう

いう結論を出されていますけども、評価

をしてその見通しはどうであったのかと

いうことについて、まず説明いただきた

いと思います。

　それから２番目、公営住宅の使用料で

す。同じく決算書は３２ページになりま

す。款１３、使用料及び手数料の項１、

使用料、目５、土木使用料の節２の公営

住宅使用料について、この歳入について

は不納欠損額はゼロとなっていますけど

も、収入未済額が６９０万２，１００円

ということで、全体の約１割に達してい

ます。その中身、概略についてご説明い

ただきたいと思います。また、支払い督

促方法や支払い方法についても合わせて

説明をお願いいたします。

　それから３番目には、創造的人材育成

事業についてです。これは決算概要の４

６ページに記載がありますけども、この

創造的人材育成事業については、平成２

２年にできました摂津市人材育成実施計

画に基づいて、着々と進められているも

のと思うわけですけども、その中でこの

事務報告書には研修の内容は記載をされ

ています。しかし、予算が４３０万円に

対して３３５万円の執行ということで、

執行率は７８％ということですけども、

計画と予算執行率の関係から、計画的な

研修が実施できているのかどうかという

評価をお願いしたいのと、また、市民と

接する場合、基本中の基本というのはやっ

ぱり接客態度、接客マナー、これがイロ

ハのイに当たる部分やと思うんですけど

も、どうもその研修が中身を見ますと見

当たらないんですけども、その実態はど

ういうふうになっているのかということ

を合わせて、説明をお願いします。

　それから、４番目の広報板の修繕料に
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ついてでございます。決算書の７６ペー

ジ、款２、総務費、項１、総務管理費、

目２、文書広報費の中にありますけども、

８２万６，２９９円の執行になっていま

す。この修繕内容、概略についてお教え

をいただきたいと思います。

　それから５番目、決算概要の５２ペー

ジにあります市立集会所管理事業ですけ

ども、この修繕料の予算現額は６００万

円ですね。それに対しまして執行された

のは４２２万円ということですけども、

具体的に修繕された件数、概略をお示し

いただきたいと思います。

　それから６番目は、決算概要の５８ペー

ジ、女性大学開催事業についてです。決

算額は５１万１，９７０円ということに

なっています。平成２３年度の入学式の

樋口恵子さんの講義は私も参加をさせて

いただきましたけども、その他カリキュ

ラムはどのようなものだったのか、これ

事務報告書には概略が書いてありますけ

ども、講座のテーマなどから、その人材

の育成を、どのような人材の育成を目指

したのかということについて、ご説明を

お願いしたいと思います。

　それから７番目に収納事務事業です。

先ほどの議論で差押えのことについてい

ろいろと議論がありましたので、私はコー

ルセンターのことについて教えていただ

きたいと思います。決算概要の６６ペー

ジ、収納事務事業の分で、決算額は１，

９９２万１，７５１円となってますが、

それに対してこのコールセンターへの委

託料が１，５７５万円ということになっ

ています。その実績等について、先ほど

催促についての流れなどの説明がありま

したけども、このコールセンターに発注

した部分についてはどういうふうな結果

が生まれているのかということもご説明

いただきたいと思います。

　その次に８番ですけども、インターネッ

ト等公売事業についてです。先ほどの関

連がありますが、差押えをした物品につ

いては、インターネット等による公売を

スタートされたということで、決算概要

の６６ページに記載があります。その手

数料として６２万４，２８３円が決算さ

れていますけども、この手数料はインター

ネットの環境等を利用した滞納処分に係

る経費と記載されていますけども、これ

はどういったものなのか。オークション

のための手数料のことなのか。少し説明

をいただきたいと思います。また、実際

公売されたものがあるのであれば、その

概略、金額等についても教えていただき

たいと思います。

　次に９番目、府知事選挙関連です。先

ほど来、これも議論がありまして、ちょ

うど国では１票の格差が問われています

けども、今回の場合はその１票の投票所

までの距離の格差の是正というふうに私

は思うわけですけども、やはりこの統合

された地域の高齢者の方から、私にも今

回投票所が遠くなったから投票には行っ

てないというふうな声は何件も聞きまし

た。ということで、やっぱり確かにこの

投票所が遠くなったことは、投票行動に

対して影響が出ているということはちょっ

と肌で実感をしている一人でございます。

特に高齢者の方はそういう感覚が強いん

ですけども、統廃合されていく、狭いか

らとか、いろんな事情があって、やむを

得ないという実情がありますけど、先ほ

どその何らか方策を考えたいということ

がありましたけども、例えば、期日前投

票をされていますけども、市役所でしか

されていません。こういう期日前投票を

法律的にどうなのかわかりませんけども、

少し柔軟な解釈の下で、この期日前投票

がそういう特に投票所が遠い地域に限っ

－41－



ては、最寄りの集会所等を順番に回って

いくというふうなことで、そういった足

が悪くてなかなか行きづらい人たちをカ

バーするような方法を考えるとか、何か

その具体的な柔軟な対応をできないのか

ということで、私、今提案しましたので、

そういうことについて、担当課としての

お考えをお聞かせ願いたいと思います。

　それから、１０番目の予防活動推進事

業についてでございます。決算概要は１

３４ページになります。予防活動推進事

業において、防火対象物の査察業務をさ

れています。事務報告書には件数等が書

かれていますけども、どういう基準で査

察場所を決定されているのか、またマル

適マークというのをその対象建築物等に

は発行されてると思いますけれども、そ

のマル適マークのことが火災のあるとき

にいろいろ問題になって、マル適マーク

はついてるけども、実際には何か防火戸

の後ろにいろんなものが置いてあって、

防火戸が閉まらずに延焼が広くなったと

かという問題視をされるあのマル適マー

クですが、それを健全に永続性にするた

めの取り組みとして、担当課としてはど

ういう努力、どういう考え方を持たれて

いるのかということをあわせて教えてく

ださい。

　それから１１番目ですが、自主防災組

織支援事業についてです。決算概要は１

３６ページになります。自主防災組織支

援事業、この決算額では５２万４，９５

６円が決算されていますが、３．１１に

大震災があって、その前にこれ予算化を

されています。その予算の審査中に東日

本大震災があって、非常に地域の意識が

高くなって、自主防災訓練なんかも取り

組みされていたと思うんです。そういう

最中にあって、執行率は８９．７％とい

うことになっていますが、これはどのよ

うに理解をすればいいのか。

　本来ならば、予算いっぱいまでいろん

なことに使うとか、増額をするとか、地

域からいろんな要望が出てきて、それに

あてるというのが本来のこの予算執行に

なるのではないかと思うんですけど、淡々

とこう進んでいるので、この辺の予算執

行状況について、どうであったのかご説

明いただきたいと思います。

○三好義治委員長　質問の番号順に指名

します。市税収入の関係で、和田課長。

○和田市民税課長　１番目のご質問です

けれども、歳入の状況を、当初見込みと

決算の比較ということでご説明申し上げ

ます。

　数字が現年課税分ということになりま

すので、ご説明申し上げます。

　まず、個人市民税につきましては、当

初予算で景気回復傾向にある企業業績が

給与・賞与等に反映されていない状況で

給与の伸びは期待できないと判断をいた

しまして、前年度当初予算比４億１，８

００万円減の１０．４％減を見込み、３

６億１，１００万円を計上いたしました。

決算といたしましては、個人所得の減少

幅が当初見込みより小幅にとどまったこ

とで、当初予算比２億１３１万３，６６

７円増の５．６％増、３８億１，２３１

万３，６６７円となり、前年度決算と比

べ１億１９８万９７５円の減となりまし

た。

　次に、法人市民税ですけれども、当初

予算では景気の低迷が底を打った感があ

り、大幅な伸びは期待できないものの回

復基調になってるということと、今後の

主要企業の好業績が期待できるというこ

とで、前年度当初予算比６億３００万円

増を見込み、２１億３，５００万円を計

上いたしました。

　決算といたしましては、景気回復が基
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調となっているものの、増益幅が当初の

予想を下回ったため、当初予算比１億７，

６４３万３，１００円減の１９億５，８

５６万６，９００円の決算となりました。

この数字は前年度決算と比べ、２億８，

７１６万１，３５０円の増、１７．２％

の増となっております。

　次に、市たばこ税でございますけれど

も、市たばこ税は当初予算といたしまし

て、平成２２年度の税制改正による税収

増加を見込み、前年度予算比１億１，０

００万円増の７億８，０００万円を計上

いたしました。決算といたしましては、

９月以降企業誘致の際の納付額と同等額

で、たばこ卸売り販売業者から税額納付

申告がございましたので、平成２２年１

０月の税率改正もございまして、平成２

３年１２月議会において９億８，０００

万円の増額補正を行い、予算現額を１７

億６，０００万円といたしました。最終

は当初予算比１１億１，４３３万３，７

２３円増の１８億９，４３３万３，７２

３円の決算となり、この金額は前年度と

比べ６億２，８３８万１，５８２円の減

という形になっております。

○三好義治委員長　西川課長。

○西川防災管財課長　２番目の市営住宅

の使用料についてのご質問と、５番目の

市営住宅管理事業について、それから１

１番目の自主防災支援事業についてご説

明申し上げます。

　まず、２番目の市営住宅の使用料につ

きましては、公営住宅使用料のうち市営

住宅使用料につきましては、調定額７，

６４０万２００円に対して、収入済額が

６，９４９万８，１００円、収入未済額

が６９０万２，１００円となっておりま

す。６９０万２，１００円につきまして

は、市営住宅の家賃を滞納されておりま

す１１名の方の滞納額になっておりまし

て、その滞納者に関しましては督促を定

期的に行う、３か月に１回行うという形

を行っておりまして、分割納付をいただ

いてるということになっております。支

払い方法につきましては、銀行振り込み

で行っていただいております。

　続きまして、集会所管理事業に伴いま

す修繕料につきましては、１，４４５万

１，２４４円の支出のうち、集会所にか

かわりますものは４２２万９，６６０円

の支出を行っております。

　主な内容としましては、千里丘東４丁

目にございます第１８集会所の屋根の塗

装や土間の改修、それから鳥飼野々１丁

目の第４集会所の雨戸の修繕、それから

北別府町にございます第１３集会所のト

イレの手すりや床の修繕、香露園３４集

会所にございます床の修繕などを行って

おり、３３件の修繕を行っております。

これらの修繕は、集会所を管理している

管理者のほうから寄せられる要望をもと

に、現地立ち会いのもと、修繕を検討し

実施しているものでございます。

　続きまして、自主防災支援事業につい

てでございますが、平成２３年度の予算

現額につきましては５８万５，０００円

を計上し、決算額につきましては５２万

４，９５６円の支出となっております。

執行率のほうが８９．７％となっており

ます。その内容につきましては、１２地

区にございます自主防災組織に対し、５

万円を限度額として自主防災訓練を支援

しているものでございまして、自主防災

組織と相談しながら、炊き出し用の鍋や

携帯ラジオ、それからトランシーバー、

ＬＥＤ携帯ラジオや緊急持ち出し袋など

の支給をして、防災訓練に生かしていた

だいております。

　東日本大震災の３月１１日以降に、住

民の防災に対する意識は非常に上がりま
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した。その中で、防災訓練を工夫してい

くという考えは自主防災組織自身も持っ

ておられましたので、それに対して防災

管財課、それから消防を含めて防災訓練

の内容については打ち合わせさせていた

だきました。実際の防災訓練の内容につ

いての工夫が全般で、支援事業に関して

は従来の支援をさせていただいていると

いう状況でございます。

○三好義治委員長　大橋課長。

○大橋人事課長　創造的人材育成事業に

係ります２点のご質問にご答弁申し上げ

ます。

　まず、計画的な執行ということの部分

でございますが、創造的人材育成事業に

つきましては、市職員として求められる

能力、資質の向上のために職階や経験年

数等に応じて必要な研修を実施している

ものでございます。したがいまして、経

験年数や役職に応じます基本的な研修体

系というものを人事課で持っております。

　この研修につきましては、基本的には

講師の方を庁内にお招きして、庁内で研

修を実施していくということが基本にな

ります。その講師やコンサルタント等の

研修を実施していただく機関なんですけ

れども、それについては過年度の実績等

を踏まえて当初予算を組みますが、毎年

度毎年度同じ講師や同じ機関で実施する

わけではございません。したがいまして

若干その金額については上下があるとい

うことでご理解をいただきたいと思いま

す。

　次に、接客マナー、いわゆる接遇研修

のところであろうと思いますが、その点

につきましては、事務報告書から見えな

いということなんですけれども、基本的

には新人の研修のところで重点的に行っ

ておるというところでございます。

　人材育成とも若干リンクするんですけ

れども、人材育成の基本姿勢として職場

の部分と研修制度の部分と人事制度の部

分とこの三本柱で人材育成ということを

考えております。この職場の部分で平成

１９年度だったと思うんですけれども、

接遇ハンドブックというものを作成をし

ております。これは職員としての基本姿

勢であったり、応対、一般的なマナー等

について記載があります。そういった項

目から成っておるんですけれども、この

接遇ハンドブックにつきましては、それ

ぞれの職場で今現在も活用をされている

というふうに認識しております。例えば、

人間基礎教育の実践に取り組む際に、こ

こにある項目から各職場ごとにテーマを

設定して、そういうＯＪＴになるのだと

思うんですけど、そういうことを実施し

ているということでございます。

○三好義治委員長　池上課長。

○池上秘書課長　広報板の修繕の内容に

ついて、ご答弁申し上げます。

　平成２３年度の広報板の修繕について

ですけれども、広報板の破損状況等につ

きましては、シルバー人材センターに依

頼しまして毎月点検を行っております。

その点検結果の報告を受けた後、損傷の

程度を現地で確認し、必要に応じて修繕

を行っております。

　平成２３年度につきましては、腐食、

老朽化によります広報板の立て替えが８

台、パネルの取り替え等が８台の合計１

６台を修繕いたしております。

○三好義治委員長　牛渡課長。

○牛渡人権女性政策課長　女性大学開催

事業の関係についてのご質問にご答弁申

し上げます。

　女性大学につきましては、摂津市男女

共同参画計画の推進に当たり、主体的に

行動できる女性の人材育成に努め、政策

方針決定の場への女性の参画を促進する
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ことを目的に開校いたしております。

　毎年、市民の皆様に身近なテーマを設

けましてカリキュラムの編成に取り組ん

でおり、前期５回を基礎的な学びの機会

に、また後期５回を実践的なワークの機

会とさせていただいております。

　平成２３年度につきましては、世界の

中の日本の現状や現代女性が置かれてお

ります労働や介護の現状、そういったこ

との背景を学ぶことによりまして、少子

高齢社会における女性の生き方、働き方

について考えていただく機会とさせてい

ただきました。

　また、後期に会話力や発信力を身につ

けていただき、最終的には「私宣言」と

いうような形でみずからのご意見を発表

していただく機会とさせていただいたと

ころです。

○三好義治委員長　答弁者は、番号を言

うようにしてください。

　次に、コールセンターについて、東角

部参事。

○東角総務部参事　７番、コールセンター

の効果はどういうことでございますか、

というご質問でございます。まず、電話

催告等業務委託料でございますが、平成

２３年度におきましては当初予算額１，

６０４万３，０００円のうち、決算額は

１，５７５万円となっております。

　内容といたしましては、まず、歳入と

いたしまして、国のふるさと雇用再生特

別基金事業補助金によりまして、１，５

７５万円の１０分の１０を補助金として

受けております。補助金の内容といたし

ましては、管理監督者１名に対して、コー

ルセンターのオペレーターが３名、合計

４名でございますが、延べ人数としては

８名を雇用しております。うち３名が正

規雇用で非正規雇用が残り５名となって

おります。その補助金に基づきまして、

コールセンターの電話催告等業務委託を

したものでございます。

　内容といたしましては、ただいま申し

上げましたとおり管理監督者が１名、オ

ペレーターが３名で、９時から５時まで

の平日の業務を月の前半、それから第４

土曜日の午前、これは国保と合わせて１

２回でございます。それから夜間につき

ましても、国保と合わせて午後８時まで、

年１６回のオペレーターコールをしてお

ります。

　主な内容でございますが、架電件数と

いたしまして、市税全体で２万９，４６

２件架電いたしまして、国保につきまし

ては２万６，７６９件というような形に

なっております。収納額といたしまして

は、平成２３年４月１日から平成２４年

３月３１日までの１年間で約３，４００

万円の効果が出ております。徴収金額そ

のものにつきましては、全額で７，９８

２万３，０００円となっておりますが、

これ全てがコールセンターというわけで

はございませんで、納付のご相談の中で

納めていただいているものもございます。

　それから、手数料のうち、インターネッ

ト公売の手数料でございますが、インター

ネット公売につきましては、平成２０年

度から実施をいたしております。平成２

０年度につきましては、落札１０点、平

成２１年度につきましては落札が８点、

平成２２年度は落札が４点で、平成２３

年度は落札が３点となっております。主

なものといたしましては、自動車１台と、

それからオートバイ１台、それから鑑賞

用の模造刀が２本ということになってお

ります。インターネットの動産での総落

札価格につきましては、３点合わせまし

て６５万１，９０１円となっております。

　それから、その手数料を計算いたしま

す前に不動産につきましても当初４筆を
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公売として上げましたが、最終的には落

札が２筆ございまして、１件が５０万円、

それからもう１件は６５万１，０００円

となっております。

　その中で、インターネット等公売事業

の手数料でございますが、インターネッ

ト公売などに係る実費負担分を合計させ

ていただいておりまして、３回にわたっ

てインターネットを使用、インターネッ

ト公売にかけておりまして、それらの合

計金額の３％がインターネット公売に係

るシステム手数料として納めます関係上、

動産につきましては２万５３３円となっ

ております。それから自動車のインター

ネット公売をした際に自動車を移送しま

したので、移送費につきまして５，２５

０円、それから不動産の鑑定料でござい

ますが、４筆分で５９万８，５００円と

なっており、合計が６２万４，２８３円

となっております。

○三好義治委員長　松方局長。

○松方選挙管理委員会事務局長　９番の

期日前投票所の件について、ご答弁申し

上げます。

　先ほど具体的な方策というところで答

弁させていただいておりますけども、期

日前投票所については従前から検討はい

たしておりまして、まず期日前投票所と

いいますのは１か所は必ず期間中の朝８

時半から夜８時までオープンしておかな

ければいけないということなんですが、

増設分につきましてはそういう規定ござ

いませんので、例えば日ごとに場所を変

えるということは可能でございます。

　実際のところ摂津市内におきましては、

期日前のシステムを稼働させるためには

二重投票、これを防がなくてはいけませ

ん。それについての回線の設備について

は、今現在では千里丘公民館、味生体育

館、新鳥飼体育館、それからコミュニティ

プラザについて、回線の環境は整えてお

ります。

　しかし、この３か所を同時に開くとな

りますと、当然費用も４倍かかるという

ことになります。委員おっしゃっている

ような移動式の輪番での投票ということ

も検討はしております。ただし、移動式

となりますと、その場所によっては駐車

場がないということもありますし、平成

１８年から改正道路交通法によって人で

はなくその車に対して駐禁がかかるとい

うようなこともありますので、その場所

の設定についても慎重に考えております。

　一番はその職員の体制、それからその

各期日前投票所においても投票管理人、

投票立会人、こういう人選も含めてして

いかないといけませんので、今、慎重に

検討はしているところでございます。

○三好義治委員長　橋本課長。

○橋本予防課長　１０番、立入検査の実

施基準について、お答えいたします。

　立入検査は年間の計画に基づきまして

実施しており、平成２３年度は危険物施

設３０１施設のうち１４４施設、防火対

象物３，７５２件のうち１０１件の立入

検査を実施いたしました。

　危険物施設につきましては、年間で約

半数の立入検査を実施するように計画し

ております。

　防火対象物におきましては、５６８件

ある特定防火対象物と呼ばれる不特定の

人が利用する対象物を重点的に実施する

よう計画しております。

　また、社会的に影響の大きい火災が発

生した場合や、死者及び負傷者など多数

発生した特異事案につきましては、緊急

立ち入りを実施しております。

　今年度は広島県福山市で発生しました

ホテルの火災、兵庫県姫路市で発生した

危険物施設の爆発火災を受けまして、緊
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急に立入検査を実施したところでござい

ます。

　さらに、施設の増改築、変更等に伴い

ます完成検査時におきましても、不備が

ありましたらその都度是正するように指

導しております。

　続いて、防火戸の管理という形でご質

問だったと思うんですが、防火戸の管理

に管理に関しましては、消防法第８条の

２の４に避難上、必要な施設等の管理で

閉鎖の支障になる物件が放置され、また

はみだりに存置されないように管理しな

ければならないと明記されており、また、

摂津市火災予防条例第４０条に避難施設

の管理にも防火戸は避難上、有効に管理

しなければならないとなっております。

　防火対象物の立入検査においては、消

防用設備等の維持管理はもちろんのこと、

防火戸についても常時閉にしなければな

らない防火戸で、防火戸にくさび等で閉

鎖できない状態であれば、直ちに是正さ

せております。

　今後も立入検査等において関係者に火

災が発生したならば、火煙が流入し火災

が拡大する恐れがあり、人命に危険があ

ることを説明し、防火戸の閉鎖障害は危

険であると認識させ、違反の是正に努め

ております。

○三好義治委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　それでは、２回目質問

させていただきたいと思います。

　まず１番目の歳入のことについてです

けども、数字的な根拠はわかったんです

けど、要は担当者として予算当初に推測

を立てたことについて、なかなか自己評

価しにくいかもわかりませんけど、まず

まずの評価であったのか、適用範囲内だっ

たのかということをお聞きをしたんです

けども、適用範囲内だったのだというこ

とで理解したらいいんですか。

　それとあわせて、これは交付税の交付

団体になりました、平成２４年度につい

て。市たばこ税の増収があったにもかか

わらず、交付団体ということになったわ

けでございまして、その額が１億５，０

００万円ということでお聞きをしてるん

ですけども、こういうふうに交付団体に

なりますと、平成２４年度のこの補正予

算の中でも今回補正しましたけども、具

体的に何がどう変わっていくのかという

ことですね。この交付税と、それから臨

時財政対策債の件も含めて、ご説明いた

だきたいと思うんです。

　それから、平成２３年度決算ベースで

この中期財政見通しを作成をされていま

すが、先ほども議論がありましたですけ

ども、平成２４年１０月作成ということ

で、その中で普通交付税は平成２４年度

のみ計上しているということで、平成２

５年度以降は計上されていないというこ

とになっています。

　たばこ税がどういう状態になるのか、

これまだ平成２４年度も希望的観測があ

るのかわかりませんけども、あってもな

くってもどうも交付団体になるというふ

うな認識をしてるんですけども、という

ことになりますと、当然税収はさらにこ

れからも厳しい状況が続く中で、平成２

５年以降も交付団体になるというふうに

予測ができるのではないかと私は思うん

です。そうなりますとこの中期財政見通

しがどうなるのか、交付税も見込んでな

いということですから、それから臨時財

政対策債も平成２５年以降は見込んでな

いということですけども、交付団体になっ

たらちょっと変わると思うんです。枠が

認められるというふうになるんじゃない

かと思うんですが、それとあわせてどう

いうことになるのか、ご答弁お願いした

いと思います。
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　それから、２番目に公営住宅使用料に

ついてでございます。

　１１人の方が滞納されてるということ

で、分割納付をしていただいてるという

ことでございますから、それはそれでよ

しといたしまして、要は支払いの方法な

んです。これずっと銀行振り込みという

方式をとられてると思うんです。前々か

ら私どもも、なんで銀行の自動引き落と

し制度を導入してくれないのか、また今

コンビニ納付がいろんなところで始まり

ましたけども、こういう考え方がしてい

ただけないのかということを申し上げて

きたんですけども、業務的にも納付書を

切ってということになりますと、その分

の業務がふえますから、銀行の自動引き

落としにすれば自動的に落ちるんやから

業務が減るわけで、導入できないその理

由というのをご答弁をお願いしたいと思

います。

　それから、３番目の創造的人材育成事

業についてでございます。

　先ほど、接遇ハンドブックがつくられ

てて、しっかりと研修されていますとい

うことでございましたけども、なかなか

それが感じられないというか、ずっと僕

も１１年間市役所をずっとウオッチング

をしてまいってるんですけど、なかなか

その目に見えて接遇がよくなってきたな

ということを感じられていないのが現状

なのでございます。また、市民からもな

かなかその余り聞けないと。行政パート

ナーさんが入ったときには、一時すごく

華やかで見違えるような対応をされてい

るのに目をみはったことがあるんですけ

ども、これは私の主観かもしれませんが、

最近はもうどの方が行政パートナーさん

なのか、職員さんなのかよくわからない

という、職員化されてきてるというか、

よくわからなくなってるなという気がす

るんです。今度民間委託が始まって、そ

れはまた極めつけにすごくサービスがい

いのかもわかりませんけども、やっぱり

市として見える形でマナーが、本当に接

客態度が向上しているということは非常

に重視しないといけないと思うんです。

　そのことを力を入れて、市長も人間基

礎教育の中にいろいろ親切とかいろいろ

ありますから、そういうのを入口のとこ

ろに旗が掲げてありますし、それがもう

実感できるような、まず接客態度やと思

うんです。当然、スキルアップとかいろ

んな能力を上げてもらうのは、これはも

う大事なことなんです。人材育成として

は大事やけども、イロハのイはやっぱり

接客やと思うんですよ。

　そういう意味で研修をやるべきやと思

うんですけども、新人だけやなくて、新

人もベテランも合わせて研修をすべきや

と思いますけども、そういったことにつ

いて市としての考え方、ご答弁をいただ

きたいと思います。

　４番目の広報板管理委託料ですけれど

も、先ほど１６台の修繕で、新設８台、

パネルの取り替え８台というふうにおっ

しゃいました。私も結構なんやかんやと

掲示板に貼りものをすることも多くて、

これ千里丘地域の掲示板だけかもわかり

ませんけど、結構、傷んでいる掲示板が

多いです。予算の関係でなかなかやっぱ

り改善するのが追っついてないなという

のをいつも感じるんです。

　当然、雨にさらされてますから、傷む

の早いですし、特にそのパネルの部分、

木製の部分がベニヤ板を使っている場合

が多くて、やっぱり水に弱いので何年か

するとぼこぼこになってくるんですね。

そうなってもうベロっとめくれ始めて、

初めて取りかえてもらってるというのが

現状で、もうめくれる前に修繕をしてい
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ただきたいと思うんです。修繕費用がな

いのであれば、修繕費用を捻出すること

を考えるべきやと思うんです。

　例えば、広報紙も広告をとっています

よね。ホームページも広告をとられてま

すけども、この広報板だって下の帯のと

ころにちょうと広告を貼りつけられるよ

うなスペースもありますから、そういう

ところへ近所の商店とかスーパーとかそ

ういうのをちょっと広告を入れさせても

らって、幾らか費用をもらって、それを

この修繕の費用にするということだって

可能やと思うんですけど、とにかくこの

傷んでいる掲示板が多いですから、きち

きちと小まめに修繕ができる態勢を考え

たらどうかなと思うんですが、そのこと

についてもう一度ご意見を聞かせてくだ

さい。

　５番目の市立集会所の管理事業につい

てですけども、これ全体額がもう決めら

れてますから、その中で当然お金ありま

せんよというふうに言われて、何ぼ申し

出てもことしはちょっとやめといてくだ

さいみたいなことで整理されてますね。

結構古くなってる集会所も多いんですよ。

本来なら建てかえてほしいという思いも

地域にあったりもします。それはばらつ

きがありますけれども、木枠の窓のまま

の集会所もあったりとかするので、これ

着々とみんなそろって老朽化をしてきて

ますから、ほっとくわけにいかないとい

うことがやがてはやってきます。

　これ、私が平成１３年に市会議員になっ

たときに第２次行革というのをやってま

したけど、これにも実は集会所の再配置

というのが載せられていましたが、第３

次行革にも載せていまして、第４次にも

載せていますね、これ。ずっと結局先送

りになっている項目の一つやないかなと

思うんです。手をつけにくいですよね、

なかなか。

　総合計画にも載せられていますが、こ

の集会所については、コミュニティ活動

拠点施設の整備ということに一部触れら

れています。地区集会所など類似施設や

地域福祉活動拠点との整合性を考慮し、

市立集会所、市民ルームを含めた施設の

再配置を行い、安威川以南地域コミュニ

ティ活動拠点施設を整備します。これ重

点的な項目とされてますが、これは安威

川以南のコミュニティに関連をした集会

所のみということになるのかもわかりま

せん、平成３２年までにということで。

　じゃあほかの集会所はどうなんねんと

いうことになるんですね。先ほども言い

ましたけど年々老朽化をして、ずっとこ

の行革の課題にも挙げられてきて、先送

りにされてきて、方向性が見えないまま

の現状になっていて、しかも地域と非常

に密着をしていて、地域活動いろいろ、

これから夜警が始まりますけど、夜警の

拠点にもなりますし、非常に重要な拠点

である集会所なんですよ。

　先ほど来もう市民合意とか協働とかい

う言葉が議論されています。まさにその

協働でもって進めていかないと解決でき

ない課題の一つが、この集会所の問題や

と思うんです。ただほっとくわけにはい

かへんと思うんで、これどういう考え方

をされているのか、今後の考え方につい

て、担当部としてご答弁をお願いしたい

と思うんです。

　６番目の女性大学開催事業ですけども、

毎年この女性大学開催をされていく中で、

卒業生が毎年送り出される、当然リピー

ターも多いわけなんですけども、これ前

から言ってるんですけど、卒業された方

がどういう形で活躍をしていただけるか

ということが一番大事ではないですかと

いうことを今までも申し上げてまいりま
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した。最近の経過も含めて、この女性大

学卒業者がどういう活躍していただいて

るのかということを、一度ご説明いただ

きたいと思います。

　７番目、収納事業については、理解い

たしましたので結構でございます。

　インターネットの公売事業ですが、腑

に落ちないのは、この不動産の売却に出

すのに、２件、５０万円と６５万１，０

００円の合計１１５万円の売却で、その

鑑定するのに５９万円もかかってしまっ

たら、ちょっとこれ割りの合わんことに

なってるなと。ほかの分は２万円とか５，

０００円とかいうことやったら、それは

手数料としては全然問題ないと思うんで

すけど、これ鑑定料が、非常に重くのし

かかってるなという気がするんですけど、

これ担当課としてどう思われますか。こ

の５９万円の鑑定料で実際の入札額がこ

の金額になってしまったということにつ

いては、もう１回答弁をしていただきた

いと思います。

　９番目のこの知事選の関係ですけども、

先ほど具体的な場所を示されて、期日前

投票の巡回を検討しているということで

した。それは先ほど私が言うてる議論と

ちょっと違うのは、１票の距離の格差言

いましたね。高齢者の方はとにかく投票

所までの距離によって投票行動が変わっ

てくるということを何とか手当できない

かという観点を盛り込んでいただくと、

その今の投票所と、その統廃合されたり

いろんな形で遠い地域の方々を近くの集

会所等でカバーできないかという観点な

んですけどね。

　今、言いますともう千里丘公民館とか

新鳥飼体育館とかということで、それも

それなりの効果があるのかもわかりませ

んけど、プラス今言いましたように、か

ゆいところに手が届くといいますか、今

までは近くであったのでそこへ行けたと

いうこともありますし、それから隣の投

票所やったら近いというのもあるんです

よ。例えば香露園だったら、線路渡った

向こうの第４５集会所やったら比較的近

いから行けるということもあるんです。

だから、もう少しその柔軟な、その町ご

とにもう限ってしまわないといけないと

いうことではなくて、少し柔軟に考えて、

この地域はこっちのほうが近いからこっ

ちへ行ってもらうことも考慮の一つとし

てぜひ検討いただきたいと思いますので、

これはもう要望としておきます。

　それから、予防活動推進事業について

です。査察の話ですけども、防火扉の話

を詳しく言っていただきましたけれども、

実際には防火扉、僕らマンションなんか

ちょこちょここうお邪魔したりすること

があるんですけども、具体的に、その自

転車が置いてあって扉が閉まらなくなっ

てるというふうなことで、こらあかんな

と思うところがあるんです。だから、市

内でもやっぱりそういうところは現にあ

りますので、しっかりと目を光らせてい

ただいて、指導をしていただきたいとい

うことで、これはもう人災になってしま

います。もし火事があって、それがもと

で延焼が広がるということになり、死人

が出るということになりますと、これは

人災になりますので、そうならないよう

にしっかりと日ごろから査察を、摂津市

の消防はうるさいと、ほんまにうるさい

でと言われるぐらいにしっかりとその強

化をしていただきたいということをお願

いし、これも要望といたします。

　１１番目の自主防災支援事業ですけど

も、支出のことについてはわかりました

けども、これは自主的にやるもんやから、

自主的に進めていくというのは当然かも

しれません。そやけど、市は呼びかけて、
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また支援をしながらつくってきてる、そ

れこそ協働でやってきてるという立場の

中で、今後どういう自主防災を目指して

いくのかということがやっぱり大事やと

思うんです。今、小学校です。小学校に

全員が避難することはできません、はっ

きり言うて。全員避難したらもう押しく

らまんじゅうになってしまうんです。だ

からやっぱり市内のいろんな避難所、広

場、いろんなところに分散をして避難を

するということになると思いますし、そ

うすると小学校だけで自主防災の組織が

あって、ほかの例えば公園には自主防災

組織がないんですということでは、やっ

ぱりいかないと思いますし、そういう意

味でどういう方向を目指すのかと、今後

ベストなのかということを、この東日本

大震災も受けた中で考えておられるのか、

一度考えを述べていただきたいと思うん

です。

○三好義治委員長　暫時休憩します。

（午後２時５９分　休憩）

（午後３時２９分　再開）

○三好義治委員長　再開します。

　東角総務部参事。

○東角総務部参事　鑑定手数料の評価を

どのようにされてますか、というご質問

でございますが、鑑定手数料は、４筆で、

先ほども申し上げましたが、５９万８，

５００円となっております。不動産公売

につきましては、４筆中２筆が売れまし

たので、その金額１１５万１，０００円

の中から、鑑定手数料として、４筆のう

ちの２筆、２４万３，６００円につきま

しては、その中から歳入として滞納処分

費にあげております。

　ごの金額が高いのではないかというよ

うなご質問の趣旨かと思いますが、残り

の２筆につきましては、１筆は納付相談

により、現在、完納の見込みで納付をし

ていただいており、最終的には、２６６

万６，１５０円入る見込みであります。

　それから、もう１筆でございますが、

この１筆につきましては、鑑定手数料の

分は、まだ補填されておりませんで、売

れ残った状況にあります。したがいまし

て、平成２４年１１月初めから、またイ

ンターネット等公売事業として掲載させ

ていただいて、１１月２７日の入札予定

をいたしております。

　対象といたしておりますのは、大阪府・

大阪市の合同公売に出すことによって、

収益をあげる予定としております。

○三好義治委員長　北野次長。

○北野総務部次長　１点目の市税の当初

予算と決算の評価というお話でございま

すが、予算査定をさせていただく場合、

歳入予算の査定ということで、財政課の

ほうが査定をさせていただきます。

　税当局は、一定、予算割れをしないよ

うな予算要求、税の見積もりをいたしま

す。今回、この平成２３年度当初予算を

編成するに当たって、私どもも、財政担

当課として、法人の、我々の主要法人の

ＩＲ活動であるとか、そういう情報を集

めながら、一定、その税収の状況を議論

いたします。

　そんな中で、財政担当課が税担当課の

見積もりに対して議論した上で、法人市

民税については、一定、増を見ていただ

いたというようなことがございまして、

それで実際、決算等の乖離が１億７，４

００万円程度あったということでござい

ます。

　続きまして、税収と交付税の関係、そ

れと臨時財政対策債の関係でございます

が、理屈上、税収が減れば、交付税がふ

えると。当然、トレードオフの関係になっ

てまいるわけですが、先ほども野口委員

のご質問にお答えしましたが、その交付
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税の総額というのが、政治決着をつく場

面が非常に大きゅうございます。特に平

成２４年度につきましては、地域経済基

盤強化雇用等対策費ということで、１．

５兆円、これの現金ベースで、総額に積

んでおります。

　そのこと自体が、非常に異例なことで

ありますので、私ども中期財政見通しを

算出するに当たりまして、やはり平成２

５年度のケース、ここの部分については、

いろんな議論がございました。

　しかしながら、今後の状況、国の地財

対策、これは全く、今の状況では不透明

にある中に、この普通交付税を見込むか

見込まないかによって、一定、その一般

財源、相当大きく差が出てきますので、

今回、補正予算では、当初見ておらない

部分で、普通交付税で、現金で１億２，

１９０万８，０００円、臨時財政対策債

で４億７，８８０万円、トータル６億７

０万８，０００円の一般財源が増になり、

これを基金に戻したというような経過も

ございます。

　そういう意味で、我々としましては、

この平成２５年度の普通交付税は見てい

なかった。それと、平成２６年度以降は、

先ほども消費税全体の増税の話がござい

ます。消費税増税によって、地方消費税

分もふえてまいります。平年ベースでは、

１０億円出ると試算しておりますので、

財源不足額が１億４，０００万円程度の

基準額になっておりますので、１０億円

の７５％算入されるとしましても、７億

５，０００万円の基準財政収入額の増が

あると考えられますので、これ以降の普

通交付税も見込めない。したがって、臨

時財政対策債も、平成２４年度をもちま

して、不交付団体分がゼロになりますの

で、臨時財政対策債も見てないというこ

とでございます。

○三好義治委員長　西川課長。

○西川防災管財課長　２番目の市営住宅

のコンビニ収納の件、それから５番目の

集会所の今後の計画について、それから

１１番目の自主防災の今後の姿というこ

とで、３点ご説明させていただきます。

　まず、２番目の市営住宅のコンビニ収

納の件につきましては、コンビニ収納を

導入することで、市が管理してます２１

０戸の市営住宅使用料の支払いについて

は、非常に利便性が向上する、効果があ

るというのは、我々もわかっております。

　しかし、コンビニ収納に当たりまして、

導入に当たっての経費としまして、銀行

の手数料であるとか、システム導入の費

用がかかり、それぞれの費用がかかりま

す。また、導入に際しては、収納率が向

上するという評価がされると思いますが、

それについては、余り効果が、現実的に

はあるとは言えません。

　今後、市営住宅の管理については、今、

内部で検討しておりますので、その中で

検討してまいりたいと思っております。

　続きまして、５番目、集会所の老朽化

に対する計画ということで、ご説明させ

ていただきます。

　市立集会所は、地域の文化、福祉の向

上を図るとともに、市民のコミュニケー

ションの場、協働の場として提供するた

めに設置しているもので、市内には５１

か所ございます。その中でも、老人常設

集会所は３９か所が併設されております。

　５１か所の集会所のうち、１５か所は

築３５年を経過しておりまして、老朽化

が非常に大きな問題となっております。

　計画については、第４次摂津市総合計

画にも示されておりますとおり、集会所

の地域性や利用状況、それから利用内容

など、総合的な判断が必要であり、また、

利用している方々の利用者のニーズや、
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管理している自治会との協議を進めなが

ら、再配置の計画について検討してまい

りたいと考えております。

　１１番目の自主防災の今後の姿という

ことで、ご説明させていただきます。

　自主防災組織は、平成１１年５月に摂

津小学校自主防災会を設立したことをきっ

かけに、平成２２年の１月に、柳田地区

の自主防災会が設置され、現在、９小学

校、２地区を含め１２地区で設置してい

ただいております。その活動の内容とし

ましては、１１月から３月にかけて、そ

れぞれ防災訓練が実施されております。

　これからの姿についてですが、ヒント

として、ことし１０月に実施されました

柳田地区の自主防災会、自主防災訓練で

は、香和自治会が中心になりまして、避

難訓練を主体に実施されました。この訓

練は、自治会が連携して、要援護者の避

難や、それから避難者リストを作成する

など、小さな自治会内の班が、お互いに

助け合うことが重要であるということが、

訓練に見られました。

　この訓練を他の地区でも実施できれば

と考えていますが、しかし、訓練に向け

て、自治会においては、それなりの労力

というか、何回も事前の協議をされた。

それから、同時に、自治会の防災リーダー

が非常に牽引力を発揮されているという

面もございます。

　当面は、まず現在の自主防災の組織の

訓練内容を充実させることに主眼を置い

て、今後の防災力に努めてまいりたいと

考えております。

○三好義治委員長　大橋課長。

○大橋人事課長　３番の創造的人材育成

事業に関連いたします２回目のご質問に

ご答弁申し上げます。

　職員の接客マナー、接遇についてでご

ざいますが、全体といたしましては、以

前に比べますと、向上しているというふ

うに認識はしております。

　ただ、個々を見たときに、まだまだ十

分でない部分があるということであれば、

そこのところは改善していかなければな

らないというふうにも思っておりますの

で、人材育成の観点から、一度、研修体

系のあり方については、検討してまいり

たいというふうに考えております。

○三好義治委員長　池上課長。

○池上秘書課長　４番、広報板に関する

件について、ご答弁申し上げます。

　広報板に民間の広告主を募って、広告

料をとればどうかということでございま

すが、今の広報板につきましては、委員

おっしゃいましたように、雨ざらしとい

いますか、雨風にさらされており、掲示

物の管理も含めて、日々の管理が行き届

いているという状況ではございません。

　その中で、企業広告を募って、広告料

をいただくということができるのかどう

か、また、落書きや広告に破損が生じた

場合、どのように対処するのか、そのよ

うなことを考えますと、本当にそのよう

なことができるのかどうかというのは、

今現在、わかりません。正直、広報板に

民間広告というのは、今まで考えており

ませんでしたので、今後、他市の取り組

みや、ほかの例などもいろいろ調べてま

いりたいというふうに考えます。

　また、パネルがめくれる前に、完全に

だめになる前に、修繕できる方法につい

て、予算の枠はありますけれども、どん

な方法があるのか、またそれも考えてま

いりたいというふうに思います。

○三好義治委員長　牛渡課長。

○牛渡人権女性政策課長　６番目、女性

大学開催事業に係ります２回目のご質問

にご答弁申し上げます。

　女性大学につきましては、委員のご指
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摘にもございましたように、学びを終え

られた市民の方々を活用する仕組みづく

りが必要との認識のもと、平成２１年度

以降のご卒業生の方に対しましては、女

性の人材バンクとして、お名前のご登録

を呼びかけ、市において、各種審議会な

ど、市民参画の公募等の機会が生じまし

た場合には、参画を促すよう、情報提供

を行っているところでございます。

　平成２３年度の卒業生の中から、今年

度になりますが、２名の方に女性政策推

進市民懇話会委員として、また２名の方

に市政モニターとして参画をいただいて

おります。

　また、卒業生が集い、自主グループを

発足されており、男女共同参画センター

で学びを継続されている方もございまし

て、センターの共催事業にも企画のご提

案をいただくなど、ご活躍をいただいて

いるところでございます。

○三好義治委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　それでは、最後にさせ

ていただきたいと思います。

　１番目の歳入及び、中期財政見通しに

ついては、理解をいたしました。今後も、

しっかり税収の見通しも立てながら、ま

た中期財政見通しも立てながら、適切な

財政運営を図っていただきますように、

ご尽力をお願いを申し上げたいと思いま

す。要望といたします。

　それから、二つ目の公営住宅の使用料

についてですけれども、これは、やっぱ

り関係者の利便性の向上という意味では、

ぜひ検討していただきたい。コンビニ収

納だけではなくて、銀行の自動振替など

も視野に入れて、検討をお願いをしてお

きたいと思います。要望とします。

　それから、３番目の創造的人材育成事

業に関連をいたしまして、接客のアップ

ということで、特に窓口の対応なんです

けどね。もう少し、積極的な戦略を、い

ろいろ考えていただくとありがたいなと

思うんです。

　例えば、市民アンケート、１回とって

ますけれども、そういうものを積極的に

活用をして、検証を行うことも当然です

けれども、例えば、サービス向上週間み

たいなものを設けまして、接客コンテス

トみたいなことを実施をするとか、職員

としてもモチベーションが上がるような

仕掛けをつくって、開催をするとか、そ

ういう接客研修を定期的に開催をして、

それが見える形で、やっているというこ

とがわかるということも、非常に重要で

はないかなと思うんです。

　研修光景が見える。そして、研修結果

が見える。また、職員の成長が見える。

そういう職場内研修の実施を通して、や

る気・元気・本気、プラス勇気と自信を

持って仕事に取り組む、そういう職員の

育成を進めていただきますよう、これは

お願いをし、要望としたいと思います。

　４番目の広報板管理業務委託業務に関

連してですけれども、早目に修繕をする

というのは、まさしくお金です。お金が

あれば、何ぼでも修繕はできるので、そ

れが出せないということになりますから、

なかなかそれがおぼつかないということ

になります。

　そのお金がないのであれば、今言うた

ように、お金を何とか用立てする方法と

して、一つは広告をとるということもあ

るんじゃないですかということを提案し

ているのであって、予算をつけて、ちゃ

んと修繕をやっていけるのであれば、そ

れにこしたことはないですけれども。そ

ういう時代でもないですから、お金を生

めるとこはしっかり生んで、これは行革

の考え方やと思うので、そのことはしっ

かり検討していただいて、よろしくお願
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いをしたいと思います。これも要望です。

　それから、５番目の集会所の関係でご

ざいます。これは、非常にデリケートな

ことでもありますし、ただ、先ほど第４

次行革をと言われましたけれども、これ

は平成２６年までの計画になってますか

ら、これのままでいくと、多分また先送

りになりますね。１２年間ずっと先に送っ

てこられてます。１２年前から、この再

配置というのは見てます。だからといっ

て、簡単に進む問題ではないから、先に

送られていくということもよくわかるん

です。

　地元と密着して、地域活動の拠点になっ

てますから、おいそれと、そんな統廃合

するというわけにいかへんのです、それ

はわかるんです。でも、このままおいと

いて、やがては建て替えをするんなら、

それも方法なんですよ。建て替えをする

ということで予算化をしていくというこ

とも、考え方の一つなんです。

　今は、何の考え方もなくて、再配置と

いう言葉だけで、アクションもなく、老

朽化が進んで、モグラたたきのように、

年間これだけやという予算の中で、とこ

ろどころ直していっているということを

続けてきていますけれども、どこかでそ

れもできなくなりますよということを言っ

ているのであって、ならば、やっぱり積

極的に、長期的でもいいですから、地域

を巻き込んで協議を進めていくというこ

とが必要です。

　今、モデル的に、別府地域でそれをさ

れようとしていますけれども、別府地域

だけやなくて、別府地域でやるんやった

ら、ほかの地域でも同じように、そうい

う、住民と一緒に今後のあり方について、

検討をしていって、建て替えをするとい

うこともありかもわかりません。それか

ら、その地域には、ほかにもいろんな公

共的な資産があるでしょうから、そうい

うものとあわせて、それをコミュニティ

センターにするのか、しないのか。

　それから、先ほど、投票所の件もあり

ましたけれども、そういうことも視野に

入れれば、そこで当然、投票所として開

設するぐらいの規模にすれば、投票所の

件も、また解決することもできてきます。

それで統廃合できることもあるし、また、

新しく改正することもあるでしょうし、

何せ、とにかく地域のコミュニティの大

変重要な拠点が、この集会所であると思

うんです。

　今まで、本当に手をつけれずにきてい

るんですけれども、私は、１０年計画で

もいいですから、まず協議会が立ち上げ

て、地域で一緒に、協働で方向性を決め

ていく、基本計画みたいなものを考えて

いくということを、そろそろ始めてもい

いのではないかと思うんですけれども。

この集会所の今後の考え方について、副

市長から、最後に考え方をお聞かせ願い

たいと思います。

　６番の女性大学の関係です。今は男女

共同参画センターを中心に活動されてい

ますネットワークチャオが解散をされて、

ちょっと、何か寂しいというふうに思っ

ているわけでございまして、そういう意

味では、どんどんとこういう女性大学で

育成された方が、また男女共同参画セン

ターで活躍をされて、市民団体を結成さ

れたりして、広がっていくというのを、

あってほしいと、そう思っているわけで

す。したがって、しっかりとそういう盛

り上がっていけるような、継続していけ

るような体制をつくっていただきたいと

いうことをお願いをし、これは要望とい

たします。

　インターネット等の公売事業について

はわかりました。理解いたしました、結
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構でございます。

　１１番の自主防災組織の支援事業につ

いてでございます。

　先ほど、課長のほうからおっしゃって

いただきましたけれども、私も、その訓

練を見させていただきました。雨の降っ

ている中、頑張っていただいてて、すご

いなと思ったんですけれども。やっぱり、

中心になっていらっしゃる方の熱意とい

うか情熱というか、それがひしひしと伝

わってくるような取り組みであったんで

すね。

　そういうのが本当にモデルとなって、

どんどん市内の自治会単位でも、そうい

う取り組みができるようになってくるの

は、本当にそうやなと思うんです。

　さっきも言いましたけれども、全員が

小学校へ逃げていく、そのキャパがない

ので、やっぱり、実際にいざとなったら、

身近な避難できるところへ避難をして、

そこで一つの防災をやっていかないとい

けないということになると思うんです。

　そのためには、自治会単位というのは、

一番身近な単位で、しかも、全体のこと、

会員のこともよく把握をされているとい

う意味においては、適切やなと思うので、

そういう方向を目指しながら、今後また、

しっかりと取り組んでいただきたいなと

思いますので、要望としておきます。

○三好義治委員長　それでは、副市長。

○小野副市長　藤浦委員の集会所に対す

る考え方を聞かせていただきました。あ

りがとうございます。

　この問題は、私が市長公室長のときに、

第１次行革でも、何とか集会所の問題は

手をつけたいという考え方でやってまい

りました。当時、土地、建物が市で、そ

の次が、土地があれば、建物は市で建て

るということでした。

　今日、集会所の実態は、全て網羅をし

ております。どれぐらい使われておって、

これはもう、全体像は全部、今、つかん

ではあります。ただ、集会所の問題は、

なかなか、私も自治会長さんに内々に聞

かせてもらっても、これはそう簡単にい

かんぞということが、ほとんどで、いい

よという言葉は聞かせてもらった例は、

今まで一回もなかったなというふうに思

います。

　ただ、集会所の再編問題は、大きな課

題というふうに思っておりまして、今、

藤浦委員が言われたように、直ちにこの

方向でいくということは持っておりませ

ん。

　具体的には、鯵生野団地の問題を言わ

れたとおり、その中で一つのモデル的な

ものがお示しできるんであれば、公民館

と集会所であってもいいですし、いろい

ろな形がありますが、それがあまねく自

治会の方々が、ああいう形でいくんであ

れば、もしも再編するとき、もしもバリ

アフリー、もしも建て替えるときには、

ああいう形であれば、考えてもいいよと

言ってもらえるようなことを頭に描きな

がら、鯵生野団地跡の中には、そういう

ことを頭に入れながら、一つのモデルに

なるようなものを考えたいなという気持

ちで、今は進めておるということでして、

具体的に集会所を半減するとか、７割に

するとか、６割にするとか、その考え方

は、今は頭の中にありませんが、まずは

その一つのモデルとして、いろんな議論

をしていただけるようなものを提供でき

ればということを考えながら、まず進め

ていきたいというのが、今のところの考

え方でございます。

○三好義治委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　集会所の問題ですけれ

ども、大変デリケートな問題です。

　やっぱり、地域の意見を本当に大事に
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しないといけない問題なので、くれぐれ

もそのことも留意していただいて、進め

ていただきますようお願いします。

○三好義治委員長　ほかに。

　三宅委員。

○三宅秀明委員　それでは、質問に入ら

せていただきます。

　東日本大震災の発生から１年と８か月

少々が経過しまして、先ほど、野口委員

からもお話ありましたけれども、この予

算の委員会のとき、まさにその最中にあ

の地震が起こりました。その後、９月に

台風１２号、１５号等もありましたので、

さまざまな災害に見舞われた１年であっ

たなと、今、思います。

　ことしも８月１４日に豪雨災害、雷も

ありましたので、そういったことを経験

しましただけに、特に昨年３月１１日を

境に、さまざまな物の見方や価値観とい

うものが変わってきたかと思います。ま

た、タイミング的に申しますと、この予

算を審査していたときにご答弁された管

理者の方々も、今の顔ぶれとは随分変わっ

ております。

　そういった変化にも留意しながら、当

時の委員会で質問いたしました事項を軸

に、資料としては、決算概要と事務報告

書を活用しながら、事業の内容等につい

てお伺いしてまいりますので、よろしく

お願いをいたします。

　まず、決算概要の４６ページです。事

務報告書では１９ページに当たりますが、

先ほども議論ありました人事課ご所管の

創造的人材育成事業であります。

　各種研修等を記載されておりますが、

人材育成には、さまざまな創意工夫をさ

れていることと思います。そのような中

におきまして、この平成２３年度という

年度におきましては、副主査や副主任級

についての制度改正、また課長代理の管

理職化などの改革が実施されたかと思い

ます。この改革につきまして、現在の状

況についてお伺いしたいと思います。

　次に、決算概要の５０ページです。事

務報告書では、１１ページになります。

秘書課ご所管になりますホームページ事

業であります。

　予算の折では、ホームページのアクセ

ス数につきまして、総合計画に記された

月間３５万ページという数字について、

その方向性について議論をいたしました。

　このたび、この事務報告書の数字を拝

見しますと、早くも達成をしております。

これ自体は、非常に喜ばしいことである

と思っております。この数字をどのよう

に受けとめ、要因を分析されているか、

まずお伺いいたします。

　次に、決算概要では５６ページ、事務

報告書では６１ページからになります。

情報政策課ご所管の情報化推進事業であ

ります。

　予算の折では、クラウドシステムにつ

いても、関連して質問をさせていただき、

その際、住民情報システムの導入に際し

て、クラウド化も視野に入れるとのご答

弁がありましたが、その後、どのような

検討がなされましたでしょうか、お伺い

いたします。

　次に、決算概要の７０ページです。選

挙管理委員会事務局の府議会議員選挙事

業になります。

　この選挙に関しまして、事務報告書の

３６５ページにも記載がありますが、投

票率が３３．９５％ということで、これ

は報道にもありましたが、府下で最も低

かったということでありました。しかし、

開票につきましては、逆に、府下で最も

早かったという、ある意味で、相反する

ような、優秀な結果と残念な混在してお

ります。これらにつきまして、どのよう
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に受けとめておられるか、お伺いいたし

ます。

　次に、決算概要１３２ページ。消防職

員教育訓練派遣事業、こちらが軸となり

ます。

　過日、開催されました農業祭におきま

して、退職された元消防の職員さんとお

話しする機会がありました。もう半分ぐ

らい、顔がわからないというふうにおっ

しゃっておりまして、そうしたお話から、

ここ数年を振り返りますと、やはりそれ

ぐらい、半分ぐらいの入れかわりがあっ

たのかなというふうに思います。

　以前から、消防等を含めて、知識や技

能の継承について、多々申し上げており

ますが、特に東日本大震災をきっかけと

して、この消防というエリアについては、

団員さんを含めて、意識はまた変わった

かと思います。こうした点から、予算の

折にも申し上げましたが、教育、スキル

アップについて、この年度をどのように

受けとめて行動しておられるのか、お伺

いをいたします。

　次に、概要の１３４ページ。消防署ご

所管になります。消防活動、また救急活

動、それぞれの事業におきまして、事務

報告書の３９８ページと４０４ページを

参考にしながら、一括して２件お伺いい

たします。

　まず、事務報告書の３９８ページ。警

備出動の件数の詳細が記載されておりま

すが、以前から、これは同じ傾向なんで

すけれども、誤報が非常に多いというふ

うに思います。

　千里丘出張所を例にとりますと、合計

が２４件となっておりまして、そのうち

の誤報が１５件ということであります。

この誤報について、どのように分析して

おられるのか、状況をお伺いいたします。

　また、４０４ページの救急出動等につ

きまして、一時、マスメディアでは救急

車の非常な多忙化が報道されて、また、

受け入れ病院等が見つからないために、

長く救急車が滞在するという事例もあっ

たかと思います。最近、そういった報道

は余り見受けられませんけれども、この

年度はどのようであったのか、お伺いを

いたします。

　最後に、概要の１３８ページ。防災管

財課がご所管になります。防災対策事業

であります。事務報告書の４９ページに

は、台風１２号の記録なども記載されて

おりますが、ことしも先ほどの８月の豪

雨もそうでしたけれども、大雨警報等が

多く発表されていると思います。

　８月１４日の豪雨と、この平成２３年

度の台風１２号。この台風１２号に関し

ては、その進路等が事前に発表されてお

りましたので、対応も一定しようがあっ

たと思います。ただ、この８月の豪雨に

つきましては、なかなかに事前の予測が

難しかった点もあろうかと思いますので、

この二つのケースを、どのように比較、

あるいは分析されているか、まずお伺い

をいたします。

○三好義治委員長　大橋課長。

○大橋人事課長　人事制度に関連いたし

ますご質問にご答弁申し上げます。

　まず、副主査、副主任の観点でござい

ますが、これにつきましては、副主査、

副主任への昇任、またその上の職階であ

ります主査、係長への昇任、この年齢要

件であったり、経験年数要件であったり

の部分と、給料表の等級、これの整合性

を図ったものでございまして、これにつ

いては、特段、大きな効果といいますか、

そういったものは、現時点ではないとい

うふうになるんですけれども。課長代理

級の管理職、この観点につきましては、

人事制度改革の一つの手法でございます
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が、基本的には、職員数の削減の中で、

組織力の強化であったり、職員のモチベー

ションの維持向上を図るための一つの方

策であるというふうに認識しております。

　団塊世代の大量退職、職員数の削減の

中では、職員個々の能力向上というもの

が必要不可欠となります。したがいまし

て、課長代理への権限と責任の移譲につ

きましては、長い目で職員個々のマネジ

メント能力の向上と、業務に対して、よ

り前向きに取り組むことの自覚と責任、

すなわちやる気の醸成につながるものと

いうふうに認識しております。

　現時点で、その評価といいますか、効

果といいますか、それを具体的にすると

いうことは、少し尚早であるのかなとい

うふうには思っておりますが、今後、課

長代理級の上司である課長、次長、部長

級が、今まで以上に、課長代理職の管理

職としての位置づけというものを、より

意識し、指示、行動することで、一層の

組織力といいますか、組織のマネジメン

ト能力が向上して、ひいてはそれが市民

サービスの向上へ寄与するものであると

いうふうには、認識をしております。

○三好義治委員長　池上課長。

○池上秘書課長　ホームページの件に関

しまして答弁いたします。

　アクセスが、総合計画の目標でありま

す３５万ページを既に達成したがという

ことでございますが、この件につきまし

て、現ホームページにつきましては、平

成１９年にリニューアルしまして、平成

２０年度から運用いたしております。

　運用開始当初は２０万ページでありま

したけれども、年を追うごとにふえてき

ております。この要因としましては、一

つは、先ほど言いましたように、発信側

としましては、リニューアルして見やす

くなった、アクセスしやすくなったとい

うことが挙げられるかと思います。また、

広報紙や他の広報媒体において、ホーム

ページの周知、またそれへの誘導などに

よるものもあるかと考えます。

　情報の受け手側であります市民の方に

とりましては、やはりインターネットな

どに接続する環境が整備され、ここ数年

で一気に広がってきていること、これが

大きな要因であるのではないかというふ

うに考えております。

　今後におきましても、利用者がふえる

と思いますので、ホームページ等を活用

して、市民にとって必要な情報の発信を、

引き続き行っていきたいと思います。

○三好義治委員長　槙納課長。

○槙納情報政策課長　住民情報システム

のクラウドシステムの導入について、ご

答弁申し上げます。

　自治体クラウドの推進に向けて、国で

の取り組みは、開発事業の調査結果の報

告及び大臣を本部長とする自治体クラウ

ド推進本部を設置した中、有識者懇談会

での議論の取りまとめを公表するなど、

自治体に向けた情報発信をもって、普及

を図ってきたところでございます。

　その一例が、市町村独自が管理してお

ります外字を、標準的な文字構造の導入

に向けた実態調査の開始や、中間標準レ

イアウト仕様の作成などがあり、これは

業務システムの切り換えに伴うデータ移

行時に、ベンダーの異なるシステムにお

きまして、共通的に利用することにより、

データのスムーズな移行及び移行に係る

コストの抑制を図るものでございます。

　現在、自治体におけるクラウドの導入

は、総務省情報政策室によりますと、１

割を超えたと報告がされております。共

同利用による取り組み事例は、全国で１

８団体ございまして、近畿におきまして

は、京都府の２６市町村、奈良県の７市
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町の事例がございます。来年度におきま

しては、大阪府下で初めて四条畷市がク

ラウドを導入すると聞いておりますので、

モデルケースとして、参考にさせていた

だきたいと考えております。

　今後とも、国の取り組み及び先進的な

事例の調査研究を進めながら、本市にお

ける市民サービスの向上、業務の効率化

を図るためのクラウド化について、検討

を進めてまいりたいと考えております。

○三好義治委員長　松方局長。

○松方選挙管理委員会事務局長　府議選

の最低投票率というご質問について、お

答えしたいと思います。

　今回の選挙については、我々も非常に

残念に思っているところでございます。

選挙の投票率につきましては、選挙の種

類、立候補者の数、有権者が関心を持つ

争点の有無、もしくは、また選挙の時期、

天候にも影響されるものとは思っており

ます。

　府議選におきましては、特に２０歳代

の投票の率が非常に悪かったというふう

に、分析しております。特に２０歳から

２４歳につきましては、１６．５％、２

５歳から２９歳については、１６．４６

％。これが、逆に高齢者となりますと、

先ほどから委員さんの質問の中で出てお

りますけれども、６５歳から６９歳にな

ると、５３．３１％、７０歳以上につい

ては、５１．７７％というふうになって

おりまして、単純に、人数で比較しまし

ても、２０歳代は１，５００人、６５歳

以上は８，５００人の投票をいただいて

おります。

　投票者数は、２万２，３１５人ですの

で、約３８％は６５歳以上の方が投票い

ただいたというような結果になっており

まして、我々としましても、若い世代に

ついて、どのようなアプローチの仕方を

して、啓発に努めていくかというところ

を、今も念頭に置いて、検討していると

ころでございます。

　啓発につきましては、チラシの全戸配

布でありますとか、それから、パッカー

車にマグネット板を張る、広報車を走ら

す。他市がやっているようなものは、も

う全てやっております。

　今回、先ごろ、市長選挙がありました

けれども、今の選管委員長が経営の観点

を入れて、やりなさいという事例でござ

いますので、今回については、阪急バス、

それから近鉄バスについてもご協力をお

願いいたしまして、フロント面について

は、フロントマスク、横断幕を張らして

いただきました。車中の広告欄について

も、ポスターをつくって、そこにも張ら

していただきました。市内の郵便局、医

療機関、それから金融機関、２５０か所

については、三角ポップの広告塔を置か

せていただきました。

　このような形で、今までやってないこ

とをやっていこうというような形で、選

管事務局は努めております。

　また、ホームページ上につきましては、

これは平成２４年３月に、総務省の通知

によりまして、ホームページに選挙公報

を載せても構わないよという通知があり

ました。

　府下で言いますと、箕面市が８月に選

挙があったわけですけれども、選管の局

長会等の中で、各市、どうされますかと

いうような議題もあがりましたが、改ざ

んが怖いと。どういうふうに改ざんをさ

れるかというものが怖いという話が出て

まして、箕面市については見送られまし

た。

　本市につきましては、広報のホームペー

ジ担当とも連携をとりまして、我が市の

ホームページについては、各課のサーバー
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にあげたものが、親のサーバーから１時

間ごとに点検に入るような形で、もし改

ざんされたとしましても、それが１時間

後には、もう訂正されるというような仕

組みになっておるということで、府下で

初めてホームページにも公報を載せさせ

ていただいた次第でございます。このよ

うな形にして、啓発には努めております

けれども、まずは、若い世代についての

アプローチ、それを主眼に、これから検

討していきたいと思っております。

　それから、お話の中にもありました開

票のほうなんですけれども、府下で開票

が一番早く終わったというところなんで

すけれども、開票につきましても、毎回、

毎回、改善を進めております。職員の数

を減らしながら、またシルバー人材セン

ターの方の活用もさせていただきながら、

１票に対する処理単価を幾らかでも下げ

ていこうというような観点で、開票は進

めております。ですので、毎回ずつ、職

員の人数を減らしております。

　平成２３年から、前回の市長選挙から

比べますと、職員はもう２０人減らして

おります。それと、時間につきましても、

前回の市長選挙と比べまして、また１０

分短縮しまして、前回は３９分で開票を

終えております。

　このような形で、開票につきましては、

合理性を追求しまして、啓発につきまし

ては、効果を求めていきたい、そのよう

に考えております。

○三好義治委員長　次に、消防関係。

　納家課長。

○納家消防本部総務課長　東日本大震災

後の消防職員・団員の覚悟、心構えにつ

いてお答えいたします。

　東日本大震災後の職員・団員の覚悟、

心構えとしましては、震災発生時、ご存

じのように、消防職員は、緊急消防援助

隊として、被災地へ消防隊、救急隊を派

遣しました。

　その結果、ある派遣消防職員は、消防

として持つべき心構えや、姿勢について、

また、危機管理意識の重要性、また非常

時に迅速かつ適切な判断や行動が起こせ

るための勉強や訓練の大切さ、また、安

全管理確保の重要性ついて、再認識させ

られたと申しておりました。

　消防団員につきましては、東日本大震

災、その数か月後には、台風１２号の被

害が発生するなど、消防団員の中から、

同じ消防団員が被災されている立場で活

動をされているのを見て、自分たちも何

か応援はできないのかという勇敢な声が

上がり、近隣府県に災害派遣できる摂津

市消防団災害派遣運用要綱が策定される

など、意識が変わり、防災に対する勇ま

しい決意を感じているところであります。

　また、消防職員・団員について、引き

続き、消防学校等での研修、また毎年行

われております消防団員訓練を通じまし

て、スキルアップを図っていきたいと考

えております。

○三好義治委員長　松田参事。

○松田警防第２課参事　平成２３年度中

の警備出動で、千里丘出張所管轄の誤報

件数及びその内訳、またその対策等につ

いて、お答えいたします。

　警備出動とは、火災に至らなかった事

案のことを言いまして、事務報告書によ

りますと、平成２３年度中の警備出動件

数は９３件であり、ご指摘のように、誤

報４４件のうち、千里丘出張所管内の誤

報の件数が１５件と、多い割合となって

おります。

　これは、自動火災報知設備の誤作動に

よるものが１１件、工事中の誤作動によ

るものが１件、非常警報設備の誤作動に

よるものが１件、通報者が火災と見誤っ
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たものが２件となっております。全体を

見ましても、誤報の件数４４件のうち、

自動火災報知設備の誤作動は、３４件と

なっております。

　これらは、結果的に火災ではなかった

ということで、市民の財産を焼失したり、

人命に被害が及ぶことなく、安堵するも

のでありますが、消防本部といたしまし

ては、限られた消防力で活動する中で、

仮に同時に火災や事故が発生した場合な

どは、初動に遅れが生じ、被害が拡大す

るおそれもあり、憂慮するものでありま

す。

　自動火災報知設備の誤作動につきまし

ては、ふだんから定期的な設備点検を指

導しておりますが、このように、自動火

災報知設備等が正常に作動しなかった事

案に対しては、消防対象物の所有者に、

早急に消防設備業者を介して、設備の修

理、点検をするよう指導しております。

○三好義治委員長　木下参事。

○木下警防第１課参事　平成２３年の救

急出動について、お答えいたします。

　平成２３年中の救急出動件数は、４，

１２３件で、平成２２年中と比べますと、

１５９件の増加となり、搬送人員も３，

８４７人で、１６６人増加しております。

　その主な要因といたしまして、６５歳

以上の高齢者の搬送人員が、１，６４５

人で、搬送人員全体の約４３％を占め、

平成２２年と比較いたしますと、１５４

人の増加となり、高齢社会を背景に、今

後も右肩上がりに増加傾向で推移するも

のと考えられます。

　また、傷病程度別では、軽症患者が２，

３９６人で、１３０人の増加となってお

り、搬送人員の約６２％を占めているの

も、その要因の一つであると考えており

ます。

　次に、所要時間についてお答えいたし

ます。

　消防署の覚知から、病院収容までの時

間でありますが、平成２２年の平均時間

が３０分３９秒でしたが、平成２３年は

３２分１１秒と増加しております。

　要因といたしましては、救急救命士の

特定行為によります観察と処置の多様化、

それと薬物、飲酒等によります、比較的

軽症な傷病者の医療機関への検索に時間

を要するケースが増加したこと。それと、

また、市内医療機関への搬送が、平成２

２年では３３．８％でありましたが、平

成２３年は２８．５％と、減少している

のにも要因がございます。

　消防といたしましては、今後において

も、引き続き救急車の適正利用の啓発活

動を行っていき、円滑な救急活動を目指

していきたいと考えております。

○三好義治委員長　西川課長。

○西川防災管財課長　７番目の防災対策

について、昨年発生しました台風１２号

と、それからことし８月１４日に発生し

ました大雨についての比較について、ご

答弁申し上げます。

　昨年発生しました９月２日から４日に

かけての台風１２号ですが、先ほどもご

説明させていただきましたように、新宮

市のほうでは、時間１３２ミリ、累積降

雨１，５５２ミリという、非常に大きな

雨が降りました。

　摂津市においても、台風の接近という

ことから、９月２日１８時２２分に暴風

雨警報が発令されまして、非常招集がか

かっております。９月２日当日には、防

災演習が、当時予定されておりまして、

前日の１日に中止が決まり、防災対策に

全力を注いでおりました。

　１８時２２分に暴風雨警報が発令され、

そこから次の３日の１６時３８分に、一

度、暴風雨警報が解除になりましたが、
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引き続き、２２時２４分に大雨洪水警報

が、再度発表され、非常招集がかかって

おります。また、９月４日、４時２０分

に解除となって、参集を解除しておると

ころでございます。

　当日の降雨の状況ですが、２日間の総

雨量は８１ミリということで、時間最大

の降雨量にしますと、１７ミリという、

比較的弱い雨が降っていたということで、

摂津市内には被害はございませんでした。

　ことし８月１４日に発生しました大雨

につきましては、１３日の２２時０１分

に大雨洪水警報が発令され、非常招集が

かかり、職員が参集しております。

　その後、５時５５分に、大阪府内に記

録的短時間大雨情報が発令され、高槻市

で１１０ミリの降雨が発生し、その後、

８時３２分に大雨洪水警報が解除になっ

たということですが、その間に、５時ご

ろ周辺に、摂津市内に時間降雨で、安威

川以北で７６ミリ、それから以南では６

６ミリを観測している大雨が降っており

まして、約１５０世帯以上の床上、床下

浸水が発生したという状況でございます。

　二つを比較しますと、職員総数につき

ましては、どちらも前もって体制はでき

ておったんですが、やはり台風１２号に

対しまして、８月１４日の雨は非常に強

い雨でありましたということと、それか

ら、新宮市に比べますと、８月１４日は

短時間の雨で済んでいるんですが、累積

降雨もそれ以上なかったということで、

京都の宇治市におきましては、２時間以

上の雨が継続して降ったということが、

大きな被害の要因のなっているというこ

とで、やはりこのような、新宮市におけ

る大雨被害につきましても、やっぱり摂

津市内でも起きる可能性は非常にありま

すので、その体制づくりは、していかな

ければならないと考えております。

○三好義治委員長　山本次長。

○山本市長公室次長　１点目の人材育成

のところの副主査の経過について、副主

査制度の、当初からかかわってきたもの

としてご答弁をさせていただきます。

　給与制度改革全体の大改正がございま

した。当然ながら、国準拠ということで、

国の制度に合わせるような形で、給与制

度を改正したところでございます。

　そのときに、副主査制度というのを設

けた経過がございます。当然、副主査と

いうことですので係長なり主査を支える。

それと同時に、後輩を指導していくとい

う役割を持った職責でございます。

　当初、係長試験、現在もございますが、

係長試験制度がある職種と、そうでない

職種において、若干、昇格のシステムに

差がございました。そのときに、一度に

整理できればよかったんですが、係長試

験は、１次試験、２次試験というような

形で分かれており、経過措置も含めなが

ら、整理をするのに、若干、時間が要し

て、昨年４月に整理をさせていただいた

ということでございます。

　具体的には、副主査に昇格する対象年

齢を下げるような形で、制度を変えさせ

ていただきました。このことは、やはり

職員のやる気にもつながるという意味合

いも兼ねまして、そういうふうにさせて

いただいたということでございます。

○三好義治委員長　三宅委員。

○三宅秀明委員　いずれもご答弁をいた

だきまして、また補足もいただきました

が、２回目の質問をさせていただきます。

　ただいま、山本次長から、補足的にご

答弁をいただきましたけれども、人材育

成等に関しまして、副主査、副主任につ

きまして、副主査に関しましては、年齢

を下げて、合わせていくんだということ

でございました。平成２３年度予算の審
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査の折に、昇進等における在職年数と、

年齢の枠組みについて、長期的な改革の

必要性を申し上げましたときに、やはり

山本次長から、長期的な観点から、そう

いう見直しの必要性もあるだろうという

ご答弁をいただきました。平成２４年度

の予算質問の折にも、同じことの確認を

させていただいております。

　これにつきまして、今、副主査につい

ては、年齢を下げていったというお話が

ありましたので、そういった方向性で、

今後進んでいくんだろうという思いはあ

るんですけれども、先ほど来の議論にも

ありましたが、人員が減っていく、年齢

構成も大分変わっていくとなると、この

方向性として、また長期的でいいのかと

いう点も出てこようかと思うんですけれ

ども、その点について、今、また新たな

検討が入っているならば、お教えいただ

きたいと思います。

　次に、ホームページ事業についてであ

ります。

　平成１９年にリニューアルして、当初

は２０万ページだったけれども、いろん

な環境の変化等もあって、現在の水準に

達成したということであります。私もずっ

とホームページを拝見してますけれども、

徐々にトップに出てくる新着情報が増加

してきているというふうに思っています。

　今は、担当課として、ご所見をいただ

きましたけれども、いろんな情報発信と

いうものが大事でございまして、何度か

触れておりますけれども、野迫川村の松

原さんという職員の方、亡くなった方で

すけれども、フェイスブック、ツイッター

等で、こんな行事があるよとか、台風１

２号の災害についても、こんな状況です

よというのを発信されておりまして、そ

ういった意味におきましては、これは市

長が以前からおっしゃっている、職員一

人一人が市長になったつもりで摂津市を

見ろと。発信していけという趣旨が、う

まいこと生かされているあかしだという

ふうに思います。

　日々、さまざまな業務がある中で、こ

のように動けているということは、意識

改革の面からも、高く評価できるんじゃ

ないかなというふうに思います。

　数字については、もちろん上方修正と

いうことで検討をいただきたいところな

んですけれども、この更新が増加すると

いうことになってきますと、新しい情報

が、どんどん下に埋もれていってしまう

という懸念もあります。この点につきま

しては、例えば、毎日、消防のほうから、

火災等の件数を日々更新いただいている

んですけれども、これを別個、独立配置

して、カウンターみたいなつくりにして、

それを日々、数字を変えていくというよ

うな形にするという手もあろうかと思う

んですけれども、この辺、いかがお考え

かお伺いしたいと思います。

　また、先ほどのご答弁にもありました

けれども、環境の変化ということで、ス

マートホンの急速な普及があるかと思い

ます。以前から、携帯サイトを含めたあ

り方もお伺いをしてきておるんですけれ

ども、最近のこの環境も含めて、新たな

検討が必要となってこようかと思います

けれども、この点、いかがお考えでしょ

うか、お伺いをいたします。

　次に、情報化推進事業に関して、クラ

ウドシステムの動きについて、ご答弁を

いただきました。全国１８団体でいろん

な活動がされておって、京都や四条畷等

でも予定されているということでござい

ます。

　この事務報告書にも、いろんなシステ

ムが書いてありますけれども、やはり最

近、さまざまな制度改正等がありまして、
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その折には、システムの入れかえ、また

更新が必要になってきます。そうなった

ときに、やっぱり費用負担というものが

どうしても発生するものでありまして、

この費用負担を割勘効果で何とかできる

のが、このクラウドシステムの一つの要

因なのかなという感じがいたします。

　このクラウドに関しては、原口さんが

大臣だったころに、原口ビジョンを策定

されて、活動を活発化された記憶がある

んですが、その後、総務大臣は多々かわっ

ておりますので、現在、国の方向性がど

のように保たれるのか、気になるところ

であります。この点について、電子自治

体の推進協議会や、また近隣の市町村、

近隣の自治体の動きとあわせて、どうい

う状況になっているのか、お伺いをした

いと思います。

　次に、選挙に関してです。選挙の投票

率は、確かに低かったんです。それは残

念なことです。ですけれども、先ほども

おっしゃってましたが、この選挙につい

ては、時々の報道のされ方もありますし、

何よりも争点、また候補者の掲げる政策

等々が、やっぱり重要な要因になってく

るという点も、間違いなく存在します。

　そういった点は、その選挙ごとに変わっ

てきますので、今、さまざまな改革、委

員長からのご指摘もあったということで

ございます。ホームページの選挙公報の

掲載等もおっしゃっていただきましたし、

従事者の数等を減らしながら、１票に対

する単価も下げながら、努力をするとい

うことでございますので、それは、この

方向性でしっかりと頑張っていただきた

いということをお願いをして、この点に

ついては、了といたしますが、ここに注

目したのは、今回、４月の段階で機構改

革がありました。選挙管理委員会が総務

課に移管され、また法制文書も、こちら

に移管されというような、さまざまな機

構改革があった中で、これに取り組まれ

たということを、一つ考慮したいんやと

いう思いもありました。

　その中で、こうしてさまざまな努力を

されたこと、これについては評価をした

いと思いますので、双方向性を保ちなが

ら、先ほどの議論にもありましたけれど

も、投票所のあり方、また期日前投票の

方向性等も踏まえまして、よりよい選挙

環境の整備に努力していただきたいと、

これは要望としてお願いをいたします。

　次に、消防職員、また団員さんの意識

の面について、さまざまにご答弁をいた

だきました。やはり、ああした状況をテ

レビ等で見ますと、そういった職業でな

くても、何かしたいという思いになるの

は当然かなと思います。

　過日は、ポンプ操法で、摂津市の消防

団が準優勝に輝くという栄光を受けまし

た。これについても、団員さん自身、や

はりさまざまにご自身の職務がありなが

ら、その合間をぬって訓練に励まれ、ま

た、職員の方々の強いサポートもあって、

そういった準優勝という結果につながっ

たんだと思います。

　知識や技能の継承については、やはり

その現場に出ないとわからないという点

も多々あろうかと思います。その点につ

いては、これは今年度の話なんですけれ

ども、解体予定の団地で、実際の解体救

助訓練が行われたと聞いております。ま

た、水上での救助訓練も、大阪市のイベ

ントだったかと思うんですけれども、府

でしたか、に参加して、そういう救助活

動もされたというふうに聞いております

ので、そういったさまざまな機会を捉え

て、実務研修、研修と言っていいかわか

りませんけれども、実務に資するような

活動を続けていただきたいと思います。
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　先日の姫路で起こった工場爆発火災も

あります。常に、職員さんも団員さんも、

またほかの方々もそうですけれども、危

険と隣り合わせであるという現状が、間

違いなく存在します。そういった環境を

しっかりと踏まえて、そういった意識を

持ちながら、さまざまな消防、救急救助

活動に励んでいただきますようにお願い

を申し上げます。

　次に、誤報の問題と、救急の状況につ

いてご答弁をいただきました。自動火災

報知機の誤作動が多いということでござ

いました。この誤作動自体は仕方がない

ことかと思うんですけれども、小学校、

中学校ぐらいでよくある話なんですが、

よく授業中に、何でもないときに火災報

知機が鳴るときがあります。これは誤作

動だとわかったら、２回目以降、警報機

が鳴っても、誰も反応しないことになっ

てしまうんですね。だから、そういった

懸念と言いますか、を踏まえながら、こ

の誤報について、さまざまな施設、工場、

住宅等あると思うんですけれども、に啓

発活動を続けていっていただきたいとい

うふうに要望をさせていただきます。

　救急に関しましては、やはり上昇傾向

にあるということでございました。所要

時間が若干長くなったということであり

ますけれども、これは、薬物等の関連も

あって、少し長くなったということでご

ざいまして、薬物ということでありまし

たら、ごく最近の話ですと、やはり脱法

ハーブ等の問題があります。

　摂津市内でも事故は起こっております

し、さまざまな報道もされておりますの

で、ケースとしては減っていくのかもし

れませんけれども、その受け入れ先が見

つからないとなりますと、やはりそこで

１件当たりの時間が長くなってしまって、

次に影響するということも、十分考えら

れますので、その辺をしっかりと分析し

ながら、この救急活動が円滑に行われる

ように、広報活動等も合わせて、活動を

続けていっていただきたいと要望してお

きます。

　最後に、台風１２号と、８月１４日の

豪雨、雷雨等の比較分析等をいただきま

した。このときは、確かに、台風１２号

のほうは、ゆっくり、少しずつの雨が長

く続いたという印象があります。８月の

ほうは、急に降ってきたというふうに思

います。

　ことしの８月のほうは、あくまで短時

間で終わったから、あの被害で、いわば

おさまったと言えるように思います。こ

うなってきますと、これは出勤時間帯と

も比較的かぶらなかったから、まだよかっ

たように思います。と言いますのは、本

市にお勤めの方々にあっては、恐らく現

在、４割程度が市内在住かと思います。

　そういった状況ですと、警報等が出た

り、電車等がとまりますと、どの程度、

無事、参集できるかという状況がありま

す。この点に関して、以前、新型インフ

ルエンザのときにもお伺いをしましたけ

れども、こういった災害対応について、

業務継続計画の必要性が、さらにまた、

いろんな視野において必要となってきた

かと思います。この点について、お伺い

をいたします。

○三好義治委員長　大橋課長。

○大橋人事課長　平成２３年度の当初予

算、並びに平成２４年度の当初予算のご

質問と、答弁を踏まえての人事制度とい

うことでのご趣旨だと思います。

　人事課といたしましては、これまで取

り組んでまいりました人事考課制度、こ

れについては、人事評価のうちの能力評

価に相当するというふうに認識しており

ますが、これに目標管理の手法を加えた
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業績評価を新たに加えまして、総合的な

人事評価制度ということの構築を念頭に

置いております。

　人事評価のねらいといたしましては、

一般的にも、能力や実績に基づく人事管

理の視点と、組織風土の指揮、及び公務

能率の向上ということがあげられており

ますが、やはり、個人の能力と実績を正

しく評価して、それを昇任であったり、

給与等へ正しく反映するということは、

組織にとっても個人にとっても、有益で

あるというふうに考えております。

　また、新たな人事評価制度の構築に際

しましては、昇任試験制度のあり方につ

いても、同時に、何らかの形でリンクす

るように、見直しの必要があるというふ

うに考えております。人事評価制度の中

で、正しく評価した能力であったり、業

績というもの、これらを総合的に判断し

た上で、昇任に結びつけるということに

ついては、年齢とは直接的には関係がな

いというふうには考えておりますが、実

際に、市民の皆さんと、直接的に接した

り、いろいろなつながりを持つというこ

とを考えますと、やはり、経験というも

のも、一定、考慮する、加味する必要が

あるというふうに考えております。

　したがいまして、そのあたりも見きわ

めながら、できるだけ画一的な年齢要件

ということにこだわらない制度について

検討してまいりたいというふうに考えて

おります。

○三好義治委員長　池上課長。

○池上秘書課長　ホームページにつきま

して、２回目のご質問にご答弁させてい

ただきます。

　まず、総合計画の目標が３５万ページ

ということで、もう既に達成しておりま

すので、これは総合計画の実施計画の中

で、４０万ページに上方修正しておりま

す。これにつきましては、また今後も、

随時見直していきたいというふうに思っ

ております。

　それと、トップページについて、お知

らせを更新することによって、有効な情

報がどんどん下がってくると、隠れてし

まうということでございますけれども、

今のホームページのつくりとしましては、

情報を更新すれば、常にそれが一番上に

きて、だんだん降りてくるということに

なっております。

　消防本部におきましては、毎日、救急

出動等の状況をきちっと更新されておる

ということでございますので、委員おっ

しゃられましたように、救急の出動件数

等については、バナーといいますか、横

に出して、カウンター方式でやるという

のも、一つの方法かとは思いますけれど

も、トップページの表示の仕方につきま

して、今、２５件しか表示できておりま

せんけれども、表示の考え方、仕方等に

つきまして、ホームページそのものがパッ

ケージ物ですので、どこまで手を加えら

れるかわかりませんけれども、再度、検

討、工夫してまいりたいというふうに考

えます。

　それと、スマートホンが急速に普及し

ているということでございますが、実際、

今までのモバイルサイトのアクセス状況

を見ますと、平成２０年度から統計を始

めておりますが、当初、年平均で４００

件、３００件、平成２２年度で６００件

ぐらい程度でありましたけれども、スマー

トホン用のページを構築しましてから、

一気にふえております。

　平成２３年１２月から運用しておりま

すけれども、それまで、７００件とか、

３けたとか、そういったアクセス状況で

あったのが、６，０００件、９，０００

件、１万件近くになっているというのが
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現状でございます。

　今後におきましても、モバイルサイト

というか、スマートホンからのアクセス

がふえてくると思いますので、スマート

ホンユーザーを意識したコンテンツづく

りというものも考えていきたいというふ

うに思っております。いずれにしまして

も、見やすく、わかりやすく、親しみや

すいホームページとなるように、これか

らも努めてまいります。

○三好義治委員長　槙納課長。

○槙納情報政策課長　制度改正、システ

ムの入れかえに伴うクラウドによる費用

負担軽減、及び国の動きについて、ご答

弁申し上げます。

　本市の住民情報システムは、各業務シ

ステムにおきまして、カスタマイズが少

なくない現状がございます。クラウド化

を進めていく上で、住民情報システムの

共同化、集約化が求められます。

　今後、関係各課の協力をいただきなが

ら、このカスタマイズを極力抑え、標準

化する作業を進めることで、法改正等へ

のリスクを回避し、コスト削減を図って

まいりたいと考えております。

　国の動きといたしましては、「ｉ－Ｊ

ａｐａｎ戦略２０１５」の抜粋になりま

すが、業務改革としての業務・システム

最適化の徹底、行政情報システムの全体

最適化をさらに推進するため、電子政府・

電子自治体クラウドの構築等により、サー

バーを含む行政情報システムの共同利用

や統合・集約化を進めることとなってお

ります。

　先ほど、委員がおっしゃいましたよう

に、東日本大震災におきまして、情報シ

ステムに大きな被害があり、ＢＣＰによ

る業務継続性の確保の重要性が高まって

おります。業務システム及びデータベー

スを堅牢なデータセンターに設置するク

ラウド化は、業務継続性の確保はもちろ

ん市民の生活を支える基盤ともなります。

　次期システムの見直しにおきましては、

クラウドを視野に入れた住民情報システ

ムの導入を、国の動きも注視しながら、

調査研究を継続して行っていきたいと考

えております。

○三好義治委員長　西川課長。

○西川防災管財課長　業務継続計画につ

いて、お答えさせていただきます。

　災害時ＢＣＰ・業務継続計画について

は、以前から総務常任委員会のほうでも

ご質問いただいて、推進すべき課題とし

て考えております。

　災害時ＢＣＰの作成の動きにつきまし

ては、平成２２年４月に、内閣府、それ

から総務省から通知が始まり、大阪府に

よる説明会が開催されています。その後、

大阪府内では、７市がワーキンググルー

プをつくり、策定の検討を行い、平成２

３年には豊中市、それから平成２４年に

は箕面市、堺市が策定を予定しておりま

す。

　去る１０月３１日にも、防災担当者に

対し、説明会が開催され、策定された豊

中市と、それから策定中の堺市による報

告がなされました。計画策定過程では、

災害時における制約された資産、人や施

設、それから設備、資金に対して、必要

な業務を、どのように選択していくかを

考えることが重要で、計画自身の有効性

は、今後の課題となりますが、災害を想

定した職員の動きを確認するよい機会に

なったという報告がされておりました。

　本市においても、来年度には地域防災

計画の見直しを予定していることから、

その計画に基づいた災害時ＢＣＰの作成

についても、推進していきたいと考えて

おります。

○三好義治委員長　三宅委員。
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○三宅秀明委員　それでは、３回目の質

問をさせていただきます。

　人事制度について、さまざまに検討事

項をご答弁いただきました。

　経験を加味する必要が、もちろんある

ことは承知をいたしておりまして、それ

は、私も以前から、この経験と、知識の

伝承というものを重視しておりますので、

それは重要であることは間違いございま

せん。その次に、画一的な年齢要件にこ

だわらないという指摘もありましたので、

これが一つ、重要な基準になってこよう

かと思います。

　どういった制度が、本市にとって、一

番効率的、有効なのかについては、時代

によって変わってくるかと思いますので、

そういったタイミングをしっかりととら

えながら、職員の方々のモチベーション

アップにつながる、また市民の皆さんの

利便性につながるような制度について、

絶えず、検討を加えていっていただきた

いと思います。要望といたします。

　次に、ホームページに関連しまして、

スマートホンユーザーをねらったコンテ

ンツの作成等について、検討するという

ご答弁をいただきました。

　本市のホームページがパッケージ構造

であったということでございまして、そ

の面から言いますと、確かにレイアウト

等をたやすくいじくることはできないの

かなというふうに、今ちょっと思い直し

ます。こういった点も含めまして、先ほ

どから指摘してますけれども、機構改革

や人員削減の中で、さまざまに努力をさ

れていることについては、承知をいたし

ております。

　この情報発信に関して、私は、以前か

らフェースブックやツイッター、また動

画の導入等について、提言をして、当時

の参事からは、前向きなご答弁もいただ

いてはおるんです。

　その後には、今、別に変わっておるわ

けではないんですけれども、昨今は、先

ほど、改ざん云々の話もありましたけれ

ども、さまざまな情報発信のツールが誕

生して、発展して、広まっておりまして、

そうなってくると、市民の皆様が必要と

される情報を、安定的に、継続的に、広

くお届けできる手段が何かというのを、

ひとつ考え直さないといけないのかなと

いう思いもあります。と言いますのは、

ツイッターでもフェースブックでもそう

ですけれども、それに登録をしてなかっ

たら見られないとかいう点でございます。

　言いますと、やはり一つ、紙媒体の広

報というのも重要になってこようかと思

いますし、それをきっかけに、ホームペー

ジに誘導するというのも、一つ妥当な戦

略なのかなという思いもいたします。た

だ、現在、最後に指摘されましたように、

さまざまなインターネット環境が発展し

ておりますことを考えますと、ホームペー

ジによる情報発信については、重要です。

　また、情報発信にあわせまして、本市

のさまざまな都市魅力といいますか、そ

ういった点の検討も、引き続き、行って

いかなければならないと思います。せん

だって観光歩き等についてもご紹介いた

だきましたけれども、以前は、副市長か

ら、南千里丘の名称について、いろんな

努力をしたというご紹介もありました。

　先ほどの情報発信のツールもそうです

けれども、実施計画で４０万ページにと

いうお話でしたけれども、この点につき

ましては、その４０万ページに修正をし

たという点だけじゃなくて、４０万ペー

ジにするためには、どういった情報を発

信するべきなのか、どういった体制が必

要なのかという点もあわせて、検討して

いかなければならないと思います。

－69－



　そういった点を含めまして、摂津市の

魅力を、今後、この南千里丘を含めて、

どう打ち出していくかというのを、ひと

つ副市長から、お考えがあればご答弁を

いただきたいと思います。

　クラウドシステムの方向性について、

さまざまにご答弁をいただきまして、国

の方向性などについて、また自治体にお

いては、カスタマイズの必要性、標準化

のあり方等について、ご答弁をいただき

ました。

　やはり、このクラウドについては、せ

んだっての地震もそうですけれども、８

月の豪雨もあわせますと、やはりこの災

害対応という面も、一つ重要になってこ

ようかと思います。本市は、前も指摘を

しておりますけれども、２階にこの情報

システムの一部が置いてあります。これ

は、他市と比較しますと、非常に低い階

層に置かれておりまして、やはり、本当

でありましたら、もっと上の階に置いて

おくべきところであります。

　本体を動かせないのであれば、データ

的なものを別のところに置いて、安全を

確保するという手段が、一つ重要になっ

てくるかと思いますので、やはり市民の

利便性と、職員の方の業務の効率性、さ

まざまな観点を踏まえながら、本市にとっ

てのシステムづくりに努力をしていただ

きたいと、要望を申し上げます。

　最後になりますが、業務継続計画につ

いて、来年の地域防災計画と合わせた見

直しが入ってくるということでございま

した。

　この地域防災計画もそうなんですけれ

ども、計画はつくっただけでは機能しま

せん。同じように、研修でともに勉強さ

せていただきましたけれども、その計画

をどのように伝えて、住民の方々にどの

ような意識づけをしていくかというのが

重要になります。

　先ほど、香和自治会の避難訓練の様子

もご紹介いただきましたけれども、やは

りその避難訓練においては、広川町の研

修でもそうだったんですけれども、どう

しても参加してくる方が固定化される傾

向があります。そういった固定化を、い

かにして脱却していくかというのを捉え

ながら、さまざまな広報活動等に尽力を

していただきたいというふうに、要望を

申し上げておきます。

○三好義治委員長　三宅委員、ホームペー

ジの関連から、南千里丘の魅力をいかに

出していくか。すなわち、広報広聴活動

について、副市長の答弁求めとったんや

けど、実務的なところまで入ってるんで、

広報担当から答弁をいただきます。

　池上課長。

○池上秘書課長　インターネット環境は、

これからさらに進んでいくということで、

このようなツールを使って、どんどん情

報発信、ＰＲをしていく必要があるので

はないかということでございます。

　まず、情報発信につきましては、やは

り我々、広報担当職員だけでは、発信し

切れませんので、各担当課から、協働と

いう観点からも、どんどん情報発信して

いかなければならないということになり

ますので、その関係の研修も含めて、広

報だけではなく、全体で取り組んでいけ

るよう、いろいろと取り組んでいきたい

というふうに考えております。

　それとは別に、ＰＲについてですが、

摂津市の魅力、南千里丘も含めた魅力の

発信ということも重要なことだと思いま

す。この件につきましては、やはり、ホー

ムページなり、新しいソーシャルメディ

アというんですか、いろんなものを使っ

て、委員がおっしゃってますように、動

画なり、フェースブック、ツイッター等々
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を使って、発信していくということも、

今後の流れになってくるかとは思います。

　ただ、その分は、本当に摂津として、

どのように広報というか、ＰＲをしてい

くのかということ、それを利用するのが

いいのかどうかということも含めまして、

もう一度、いろいろと検討していきたい

というふうに考えております。いずれに

しましても、情報の発信、また、市のＰ

Ｒということを念頭に置いて、これから

いろいろと考えてまいりたいと思ってお

ります。

○三好義治委員長　暫時休憩します。

（午後４時５５分　休憩）

（午後４時５６分　再開）

○三好義治委員長　再開します。

　本日の委員会はこの程度にとどめ、散

会いたします。

（午後４時５７分　散会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　総務常任委員長　　三　好　義　治

　総務常任委員　　　藤　浦　雅　彦

－71－


